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令和８年（2026年）３月 

つくば市生活環境部環境政策課 



■ 意見集計結果 

令和７年（2025年）12月８日から令和８年（2026年）１月７日までの間、第４次

つくば市地球温暖化対策実行計画区域施策編（案）について、意見募集を行った結

果、９名（団体を含む。）から114件の意見の提出がありました。これらの意見に

ついて、適宜要約した上、項目ごとに整理し、それに対する市の考え方をまとめた

ので、公表します。 

 

 提出方法別の人数は、以下のとおりです。 

提出方法 人数（団体を含

む。） 

直接持参 １名 

郵便 ０名 

電子メール ４名 

ファクシミリ ０名 

電子申請 ４名 

合 計 ９名 
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■意見の概要及び意見に対する市の考え方 

※意見の種類に応じて、「意見概要」としてまとめています。すべての意見に対す

る対応については「参考_【様式第5号補足】_意見対応一覧」（P99～P114）として

掲載します。 

 

○ 計画の実効性（目標設定・進捗管理）について 

№ 意見概要 意見数 市の考え方 

１ 

【数値目標・KPIの設定について】 

各施策や部門別の削減目標と

その進捗を測る指標（KPI）につい

て、現状値及び2030年度の目標値

を明示すべきです。また、施策の

進捗状況の「レベル」などの定性

的な指標だけでなく、CO2削減量

に直結する定量的な指標を設定

すべきです。 

（関連意見No：2-3、2-4、3-5、3

-8、3-9、4-5、4-6、5-37、5-41、

5-42、6-17、6-19、6-23、6-25、

7-5、9-4） 

16件 

御意見を踏まえ、各施策の進捗管理

指標について、現時点での最新値及び

2030年度目標値を可能な限り追記し

ます。なお、施策によっては定性的な

指標とならざるを得ないものや、現時

点で数値化が困難なものもあります

が、毎年度の進捗管理の中で適切に評

価・公表していきます。 

部門別の削減目標の目安について

は、「第４章 温室効果ガス排出量の

削減目標」等で追記しますが、詳細な

積算根拠については、多様な前提条件

に基づく推計値であり混乱を招く可

能性があるため、本計画への掲載は見

送ります。 

２ 

【前計画の総括と連続性につい

て】 

前計画の実施状況や達成度、課

題の総括が記述されておらず、第

４次計画との連続性が不明確で

す。前計画の評価を明示した上

で、今回の計画における改善点を

示すべきです。 

（関連意見No：2-1、6-9、7-2） 

３件 

御意見を踏まえ、前計画の施策・取

組の実績及び本計画に関連する事業

について、資料編に整理・追記します。 

また、コラム「部門別の削減見込み

量」において、直近最新年度（2021年

度）の排出量及び削減実績を追記し、

基準年度と比較できるようにします。 
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№ 意見概要 意見数 市の考え方 

３ 

【予算・費用対効果について】 

計画の目標達成には多額の予

算が必要となるため、財源確保の

考え方や予算規模を示すべきで

す。また、費用対効果の検証や、

インフラ整備に伴うコストにつ

いても記載が必要です。 

（関連意見No：1-1、6-3、6-8、9

-2） 

４件 

 地球温暖化対策には相当の費用が

必要であり、市の財源確保に加え、国

・県等の補助制度の活用も進めます。 

具体的な予算規模やコストについ

ては、技術革新や社会情勢の変化が速

く、現時点で長期的な試算を確定的に

記載することは難しいため、毎年度の

予算編成や事業推進の中で検討・対応

していくこととします。 

なお、対策にかかる費用は単なるコ

ストではなく、地域経済の活性化等を

生み出す投資であると考えています。 

４ 

【PDCAサイクルと進行管理につ

いて】 

計画の実効性を担保するため、

PDCAサイクルの具体的な回し方

（誰が、いつ、どのように評価・

改善するのか）や、計画の見直し

・修正の方針を明確にすべきで

す。 

（関連意見No：5-46、6-4、6-26、

6-28） 

４件 

 毎年度の進捗管理や事業評価を行

うPDCAサイクルの中で、社会情勢の変

化や新たな課題に柔軟に対応し、施策

の改善を図ります。 

必要に応じて計画の見直しも検討

することを方針として明確にします。 
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○ 計画の分かりやすさと市民へのメッセージ性について 

№ 意見概要 意見数 市の考え方 

１ 

【用語・表現の平易化について】 

専門用語（「部門」、「EMS」、

「BAU」等）が多く、一般市民

や中学生には理解が困難です。

用語の定義や具体例（どのよう

な施設がどの部門に該当する

か等）を追記し、誰が読んでも

分かる平易な表現に修正すべ

きです。 

（関連意見No：3-1、3-2、4-1

0、5-3、5-5、5-29、5-33、5-

34、5-40、5-44、6-2、9-3） 

12件 

 御意見を踏まえ、全体を通して分か

りやすい表現に修正するとともに、注

釈や用語解説を充実させます。 

２ 

【図表・レイアウト・視覚化につ

いて】 

文章が多く読みづらいため、図

表やイラスト、グラフを増やして

視覚的に分かりやすくすべきで

す。また、図表に通し番号を振り、

出典を明記してください。 

（関連意見No：4-4、5-2、5-4、5

-27、6-22、7-1、7-4） 

７件 

御意見を踏まえ、図表番号及び出典

を追記します。 

また、「目指すまちの姿」のイメー

ジ図を追加するなど、視覚的に理解し

やすいレイアウトとなるよう工夫し

ます。 

３ 

【「目指す姿」と市民の当事者意

識について】 

将来像（目指す姿）が抽象的で

イメージしにくいため、具体的な

生活像が伝わる内容にすべきで

す。また、なぜ市民参加が必要な

のか、地球温暖化の原因やメリッ

ト（便益）を含めて説明し、市民

が自分ごととして捉えられる記

述にしてください。 

（関連意見No：2-2、5-1、5-12、

5-13、5-14、5-31、5-39、5-45、

6-1、6-6、6-7、6-16、6-18、6-2

1、7-3、7-6、9-5） 

17件 

 市民・事業者・市などが主体的に行

動していくことが分かるよう、「市の

目指す姿」の具体的なイメージを追記

します。 

また、地球温暖化の原因（人間の影

響）や、対策に取り組むことによるメ

リット（地域経済活性化、生活の質の

向上等）について記述や図を追加し、

市民の主体的な行動を促す内容にし

ます。 
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○ 各取組の具体化について 

№ 意見概要 意見数 市の考え方 

１ 

【再生可能エネルギー（太陽光発

電設備等）の導入について】 

太陽光発電の導入目標やポテ

ンシャルについて、建物（新築・

既存）ごとの具体的な設置目安を

示すべきです。また、再エネ促進

区域の意義や、風力・熱利用・蓄

電池・市外からの調達方針につい

ても記載を求めます。 

（関連意見No：2-5、3-6、5-22、

5-23、5-24、5-26、6-11、6-12、

6-13、6-14、8-3、9-1） 

12件 

削減目標の達成に必要な再エネ導

入量の具体的なイメージをコラムと

して追記します。 

再エネ促進区域については制度概

要を追記します。 

なお、風力や市外からの調達等の詳

細な方針については、現状のポテンシ

ャルや制度状況を踏まえ、本計画では

基本的な考え方の記載に留めます。 

２ 

【地域特性の反映について】 

つくば市の人口増加や都市機

能の拡大といった地域特性（BAU

増加要因）を整理して示し、なぜ

追加的な削減努力が必要なのか

を説明する項目を設けるべきで

す。 

（関連意見No：6-15） 

１件 

 御意見を踏まえ、つくば市の地域特

性（人口動態、都市構造等）に関する

記述を追記し、計画の背景事情を明確

にします。 

３ 

【その他の分野（ごみ、緑地、防

災等）について】 

ごみ排出量のデータ掲載、緑地

の「質」の評価、防災ハザードマ

ップへのリンク掲載などを求め

ます。 

（関連意見No：3-7、4-3、4-7、8

-1、8-2） 

５件 

ごみ排出量の推移については資料

編に追記します。 

緑地の「質」の評価については、デ

ータ取得が難しいため、「森林バンク

制度の維持管理総面積・仲介総件数」

を指標とします。 

「つくば市防災ガイド 洪水・土砂

ハザードマップ」ＨＰへの二次元コー

ドを追記し、関連情報へのアクセス性

を高めます。 
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○ 市民・事業者との連携と情報共有について 

№ 意見概要 意見数 市の考え方 

１ 

【特定排出者（大規模事業者）と

の連携について】 

市内の排出量の多くを占める

特定排出者に対し、単なる要請だ

けでなく、パートナーとしての連

携強化や取組状況の見える化（公

表）を強く進めるべきです。 

（関連意見No：2-6、3-3、4-9、5

-38、5-43、6-5、6-20） 

７件 

特定排出者による排出量が市全体

の約４割を占める現状を踏まえ、連携

強化や協力要請についてコラム「特定

排出者の取り扱い」に追記します。 

個別の事業者名の公表等は慎重な

検討が必要ですが、気候市民会議提言

ロードマップに基づく施策を進める

中で、連携や見える化の仕組みを検討

していきます。 

２ 

【気候市民会議提言ロードマッ

プとの連携について】 

 気候市民会議について、概要や

プロセスが分かるようにすべき

です。気候市民会議提言ロードマ

ップの各提言が、本計画のどの施

策に反映されているのか、対応関

係を明示すべきです。 

また、ロードマップで示された

「市域の協議会」の位置づけも明

確にしてください。 

（関連意見No：3-4、4-2、5-20、

5-21、6-10、6-27） 

６件 

気候市民会議の概要や参加者が「無

作為抽出」で選ばれた点などを追記す

るとともに、気候市民会議に関する市

ＨＰへの二次元コードを追記します。 

気候市民会議提言ロードマップの

提言（個票）と本計画の施策との対応

関係について、「第５章 施策の推進」

の各施策において追記・明示します。 

「市域の協議会」については、ロー

ドマップに基づく施策の一つとして

位置づけており、本計画の進行管理体

制とは役割が異なるため、施策の中で

の記載とします。 

３ 

【脱炭素先行地域等の情報発信

について】 

脱炭素先行地域の取組内容や

成果等について、市民がアクセス

しやすいよう当該ＨＰの二次元

コードを追加するなど、情報発信

を強化すべきです。 

（関連意見No：4-1、5-18、5-19、

6-24） 

４件 

脱炭素先行地域に関する市ＨＰへ

の二次元コードを追記します。 
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○ その他（科学的正確性、用語・表現等）について 

№ 意見概要 意見数 市の考え方 

１ 

【科学的記述の正確性について】 

地球のエネルギー収支図、気温

上昇予測の出典・シナリオ条件、

条約加盟国の記述などにおいて、

科学的に不正確又は誤解を招く

表現があるため修正すべきです。 

（関連意見No：5-6、5-7、5-8、5

-9、5-10、5-11、5-15、5-16、5-

25、5-28） 

10件 

 御意見を踏まえ、予測データの出典

・シナリオ（SSP等）の明記など、適正

化を図ります。 

 また、各図表について対象年度や出

典を明記します。 

２ 

【誤字脱字・整合性について】 

誤字や、計画間での用語の不統

一（「整合」と「連携」等）、グ

ラフと本文の不整合などの修正

を求めます。 

（関連意見No：4-8、5-17、5-30、

5-32、5-35、5-36） 

６件 

 指摘箇所（誤字、用語の統一、グラ

フの単位等）について、修正します。 

 

 

■修正の内容 

修正内容は、「パブリックコメント前後比較（実行計画）」（P８～P98）のとお

り。 
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修正前                              修正後 

 
 

 

 

 

第４次つくば市地球温暖化対策実行計画 

区域施策編（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

令和８年(2026 年)４月 

〔対象期間〕 

令和８年度（2026年度）から 

令和12年度（2030年度）まで 

  

修正後 

パブリックコメント前後比較（実行計画）
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修正前                              修正後 
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修正前                              修正後 

 

 

第１章 計画策定の背景 

１－１．地球温暖化の現状及び将来予測 

地球温暖化は、温室効果ガスの排出増加により地球全体の平均気温が長期的に上

昇する現象であり、国際的な科学的知見によれば、その進行により異常気象の頻度や

強度が高まりつつあります。気象庁の分析によると、日本における年平均気温は、

1898年から2023年までの125年間でおよそ1.40℃上昇しており、これは世界平均の上

昇値である約1.1℃を上回る傾向にあります。このような気温上昇に伴い、日最高気

温が35℃以上の日を指す猛暑日の増加や日最低気温が０℃未満の日を指す冬日の減

少といった極端現象が顕在化しています。 

将来における地球温暖化の予測について、IPCC第６次評価報告書や環境省、気象庁

の統合報告によると、今後も温室効果ガスの排出が継続した場合、世界の平均気温は

工業化前と比較して、21世紀末までに最大でおよそ5.7℃程度、日本の年平均気温は

最大でおよそ4.5℃程度上昇する可能性があるとされています。これにより、猛暑や

豪雨、干ばつの頻度や規模がさらに拡大し、農業や水資源、生態系、健康、社会イン

フラ等への影響が深刻化することが懸念されます。 

このため、今後も最新の科学的知見を踏まえつつ、国や地方公共団体、事業者、国

民が一体となって、温室効果ガスの排出削減と気候変動への適応の両面から総合的

な地球温暖化対策を推進することが求められます。 

 

    

図 日本の年平均気温の偏差の推移 図 2100年までの世界平均気温の変化予測 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

第１章 計画策定の背景 

１－１．地球温暖化の現状及び将来予測 

地球温暖化は、人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガス
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国際的な科学的知見によれば、その進行により異常気象の頻度や強度が高まりつつ

あります。気象庁の分析によると、日本における年平均気温は、1898年から2023年ま

での125年間でおよそ1.40℃上昇しており、これは世界平均の上昇値である約1.1℃

を上回ります。このような気温上昇に伴い、日最高気温が35℃以上の日を指す猛暑日

の増加や、日最低気温が０℃未満の日を指す冬日の減少が見られます。 

 

（出典）気象庁 

図１ 日本の年平均気温の偏差の推移 

 

将来における地球温暖化の予測について、IPCC第６次評価報告書によると、今後も

化石燃料依存型の発展の下で気候政策を導入しない場合のシナリオ （SSP5-8.5）をた

どった場合、世界の平均気温は工業化前と比較して、21世紀末までに最良推定値で

4.4℃、最大でおよそ5.7℃程度まで上昇する可能性が指摘されています。 

一方、2050年までに温室効果ガス排出量を正味ゼロにする （SSP1-1.9）場合、世界

の平均気温の上昇は1.5℃程度に抑えられる可能性がどちらかと言えば高いとされ

るなど、幅のある複数のシナリオが示されています。 

また、文部科学省と気象庁の報告書 「日本の気候変動2025」によると日本の年平均

気温は、IPCC第５次評価報告書で用いられたRCP8.5シナリオ※において約4.5℃上昇

する可能性があるとされています。これにより、猛暑や豪雨、干ばつの頻度や規模が

さらに拡大し、農業や水資源、生態系、健康、社会インフラ等への影響が深刻化する

ことが懸念されます。 

 
 
 
 
 

※RCP8.5 シナリオは、IPCC 第５次評価報告書で用いられた気候シナリオの一つであり、IPCC 第６次評

価報告書において用いられた気候シナリオの SSP5-8.5 と近いシナリオです。 
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このため、今後も最新の科学的知見を踏まえつつ、国や地方公共団体、事業者、国

民が一体となって、温室効果ガスの排出削減と気候変動への適応の両面から総合的

な地球温暖化対策を推進することが求められます。 

 

 

  

（出典）全国地球温暖化防止活動推進センター 

図２ 2100年までの世界平均気温の変化予測     図３ SSPシナリオの概要 

 

 

図４ 地球温暖化の仕組みと対策のイメージ 
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１－２．国内外の主な動向 

近年、世界的に地球温暖化対策の重要性が、一層高まっています。国際的には、平

成27年 （2015年）に採択された 「パリ協定」において、世界的な平均気温上昇を産業

革命以前に比べて２℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を追求するこ

とが合意され、全ての国が温室効果ガスの削減に取り組む体制が整いました。 

さらに、令和３年 （2021年）にはIPCC第６次評価報告書第１作業部会報告書が公表

され、「人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させてきたことには疑う余地がな

い。」と明言されました。 

日本国内では、政府が、令和２年 （2020年）10月に 「2050年カーボンニュートラル」

を宣言し、令和３年 （2021年）には 「2030年度において、温室効果ガスを2013年度か

ら46％削減することを目指す。さらに、50％の高みに向け、挑戦を続けていく。」と

いう目標を表明しました。また、令和３年 （2021年）に改正された 「地球温暖化対策

の推進に関する法律」では、地方自治体の役割が明記され、「地域脱炭素ロードマッ

プ」の策定や 「脱炭素先行地域」等の創設により、地域が主役となって強靱な活力あ

る地域社会への移行を目指すことが重要とされています。 

令和７年 （2025年）２月には地球温暖化対策計画が閣議決定され、2035年度目標と

して2013年度比で60％削減、2040年度目標として2013年度比で73％削減を目指すこ

とを掲げました。国の地球温暖化対策計画では、2050年カーボンニュートラルの実現

に向けて直線的な経路を弛まず着実に歩んでいくことを示し、政策の継続性や予見

性を高め、脱炭素に向けた取組や投資、イノベーションを加速させ、排出削減と経済

成長の同時実現に資する地球温暖化対策を推進していくこととしています。 

再生可能エネルギーの導入拡大、建築物の省エネルギー性能の向上、電動車の普及

等を含むモビリティ分野の脱炭素化は、いずれも国の地球温暖化対策計画やエネル

ギー基本計画等において重要な柱と位置付けられており、特に令和５年 （2023年）に

は脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律が成立し、令和７年

（2025年）２月には 「GX2040ビジョン 脱炭素成長型経済構造移行推進戦略 改訂」が

閣議決定されるなど、経済社会システム全体の変革を通じて2050年カーボンニュー

トラルを実現する「GX（グリーントランスフォーメーション）」に関する政府方針が

本格的に示され、官民連携による投資拡大、成長志向型カーボンプライシングの導入、

エネルギー需給構造の転換等を通じ、経済成長と脱炭素の同時達成が強く打ち出さ

れています。 

こうした国内外の動向を踏まえ、地域特性や実情を踏まえた効果的かつ実効性の

ある計画の策定や推進が、地方公共団体においても一層求められています。 
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近年、世界的に地球温暖化対策の重要性が、一層高まっています。国際的には、平

成27年 （2015年）に採択された 「パリ協定」において、世界的な平均気温上昇を産業
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整いました。 
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日本では政府が令和２年 （2020年）10月に2050年カーボンニュートラルを宣言し、

令和３年 （2021年）には 「2030年度において、温室効果ガスを2013年度から46％削減
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強靱な活力ある地域社会への移行を目指すことが重要とされています。 

令和７年 （2025年）２月には地球温暖化対策計画が閣議決定され、2035年度目標と

して温室効果ガスを2013年度比で60％削減、2040年度目標として2013年度比で73％

削減を目指すことを掲げました。国の地球温暖化対策計画では、2050年カーボン

ニュートラルの実現に向けて2030年度目標と2050年ネット・ゼロを結ぶ直線的な経

路を弛まず着実に歩んでいくことを示し、政策の継続性や予見性を高め、脱炭素に向

けた取組や投資、イノベーションを加速させ、排出削減と経済成長の同時実現に資す

る地球温暖化対策を推進していくこととしています。 

また、再生可能エネルギーの導入拡大、建築物の省エネルギー性能の向上、電動車

の普及等を含むモビリティ分野の脱炭素化は、いずれも国の地球温暖化対策計画や

エネルギー基本計画等において重要な柱と位置付けられており、特に令和５年 （2023

年）には脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律が成立し、令和７

年 （2025年）２月には 「GX2040ビジョン 脱炭素成長型経済構造移行推進戦略 改訂」

が閣議決定されるなど、経済社会システム全体の変革を通じて2050年カーボン

ニュートラルを実現する「GX（グリーントランスフォーメーション）」に関する政府
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ある計画の策定や推進が、地方公共団体においても一層求められています。 
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１－３．つくば市の主な動向 

① 地球温暖化対策に関する主な動向 

本市は、平成10年（1998年）10月に「つくば市環境基本条例」を公布し、環境

保全に関する基盤を整備しました。平成19年 （2007年）10月には 「つくば3Eフォー

ラム」を結成し、産学官民が連携して環境やエネルギーの取組を進めています。

平成21年（2009年）７月には「つくば環境スタイル行動計画」を策定しました。 

平成25年 （2013年）３月には 「環境モデル都市」に選定され、４月に 「つくば市

環境モデル都市行動計画」を策定し、温室効果ガス排出削減等の施策を進めてきま

した。平成30年 （2018年）６月には持続可能なまちづくりを推進する 「SDGs未来都

市」に選定されました。 

令和２年 （2020年）４月には、「つくば市未来構想 ・戦略プラン」、 「第３次環境基

本計画」、および「地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」を策定しました。 

令和４年 （2022年）２月には2050年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロとする 「つ

くば市ゼロカーボンシティ宣言」を行いました。令和５年 （2023年）４月には 「第

３次つくば市役所地球温暖化対策実行計画事務事業編 （改定版）」を策定し、市の事

務事業における温室効果ガス排出削減に取り組んでいます。同年11月には、環境省

「脱炭素先行地域」に選定され、つくば駅周辺地域で脱炭素社会の実現に向けた取

組を進めています。 

令和６年 （2024年）10月には、 「ゼロカーボンで住みよいつくば市へのロードマッ

プ～気候市民会議つくばの提言実現を目指して～」（以下「気候市民会議提言ロー

ドマップ」という。）を公表し、市民の意見を反映した気候変動対策の実行に向けた

方針を示しました。 

表 つくば市の地球温暖化対策に関する動向 

年 月 地球温暖化対策に関するつくば市の主な出来事 

1998 10 「つくば市環境基本条例」の公布 

2007 10 「つくば3Eフォーラム」の結成 

2009 ７ 「つくば環境スタイル行動計画」を策定 

2012 ３ 「つくば環境スタイルサポーターズ」の発足 

2013 
３ 国から「環境モデル都市」に選定 

４ 「つくば市環境モデル都市行動計画」の策定 

2018 ６ 国から「SDGs未来都市」に選定 

2020 ４ 「つくば市第３次環境基本計画」、「つくば市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」の策定 

2022 ２ 「つくば市ゼロカーボンシティ」宣言 

2023 
４ 「第３次つくば市役所地球温暖化対策実行計画事務事業編（改定版）」の策定 

11 国から「脱炭素先行地域」に選定 

2024 10 「気候市民会議提言ロードマップ」の公表 
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市環境モデル都市行動計画」を策定し、温室効果ガス排出削減等の施策を進めて

きました。平成30年（2018年）６月には持続可能なまちづくりを推進する「SDGs

未来都市」に選定されました。 

令和２年（2020年）４月には、「つくば市未来構想・戦略プラン」、「第３次環境

基本計画」、および「地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」を策定しました。 

令和４年（2022年）２月には2050年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロとする

「つくば市ゼロカーボンシティ宣言」を行いました。令和５年（2023年）４月に

は「第３次つくば市役所地球温暖化対策実行計画事務事業編（改定版）」を策定し、

市の事務事業における温室効果ガス排出削減に取り組んでいます。同年11月には、

環境省「脱炭素先行地域」に選定され、つくば駅周辺地域で脱炭素社会の実現に

向けた取組を進めています。 

令和６年（2024年）10月には、「ゼロカーボンで住みよいつくば市へのロードマッ

プ～気候市民会議つくばの提言実現を目指して～」（以下「気候市民会議提言ロー

ドマップ」といいます。）を公表し、市民の意見を反映した気候変動対策の実行に

向けた方針を示しました。 

表１ つくば市の地球温暖化対策に関する動向 

年 月 地球温暖化対策に関するつくば市の主な出来事 

1998 10 「つくば市環境基本条例」の公布 

2007 10 「つくば3Eフォーラム」の結成 

2009 ７ 「つくば環境スタイル行動計画」を策定 
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2013 
３ 国から「環境モデル都市」に選定 

４ 「つくば市環境モデル都市行動計画」の策定 

2018 ６ 国から「SDGs未来都市」に選定 

2020 ４ 「つくば市第３次環境基本計画」、「つくば市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」の策定 

2022 ２ 「つくば市ゼロカーボンシティ」宣言 

2023 
４ 「第３次つくば市役所地球温暖化対策実行計画事務事業編（改定版）」の策定 

11 国から「脱炭素先行地域」に選定 

2024 10 「気候市民会議提言ロードマップ」の公表 
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② 脱炭素先行地域における取組 

本市は、令和５年度 （2023年度）に国の 「脱炭素先行地域」に選定され、つくば

駅周辺地域において、脱炭素化に向けた先進的な取組を推進しています。本市の計

画では、再生可能エネルギーや未利用エネルギーの活用、エネルギーの面的利用に

よる効率的な供給体制の構築など、地域全体での脱炭素化を目指すことを掲げてい

ます。 

民生部門では、魚油を燃料とするバイオマス発電、剪定枝 ・芝などのバイオマス

燃料を用いた発電、共同溝を活用した自営線マイクログリッド構築等の取組を推進

しています。 

民生部門以外では、廃食用油を燃料としたボイラーの活用や、発電時に発生する

排熱を利用可能な熱供給システムの構築等が進められています。 

これらの取組により、クリーンなエネルギーの安定供給、非常時の対応力強化、

ゼロカーボンのステータス性を活用した駅周辺のブランド化を図り、つくば駅前へ

のオフィス系施設の誘導につなげることで、地域課題である 「科学技術のビジネス

化」、「若者の地域定着」、「中心市街地の活性化」の同時解決を目指します。 

 

 

図 つくば市における脱炭素先行地域事業の概要 

 
 
 
 
 
 
 

② 脱炭素先行地域における取組 

本市は、令和５年度 （2023年度）に国の 「脱炭素先行地域」に選定され、つくば

駅周辺地域において、脱炭素化に向けた先進的な取組を推進しています。本市の計

画では、再生可能エネルギーや未利用エネルギーの活用、エネルギーの面的利用に

よる効率的な供給体制の構築など、地域全体での脱炭素化を目指すことを掲げてい

ます。 

民生部門では、魚油を燃料とするバイオマス発電、剪定枝 ・芝などのバイオマス

燃料を用いた発電、共同溝を活用した自営線マイクログリッド構築等の取組を推進

しています。 

民生部門以外では、廃食用油を燃料としたボイラーの活用や、発電時に発生する

排熱を利用可能な熱供給システムの構築等が進められています。 

これらの取組により、クリーンなエネルギーの安定供給、非常時の対応力強化、

ゼロカーボンのステータス性を活用した駅周辺のブランド化を図り、つくば駅前へ

のオフィス系施設の誘導につなげることで、地域課題である 「科学技術のビジネス

化」、「若者の地域定着」、「中心市街地の活性化」の同時解決を目指します。 

 

 

図５ つくば市における脱炭素先行地域事業の概要 

  

←本市で実施している脱炭素先行地域づくり事業の詳細については市のホームページを参照
ください 

パブリックコメント前後比較（実行計画）
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修正前                              修正後 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

コラム ２ つくば市の脱炭素のシンボル「ＯＮＥ ＴＯ ＺＥＲＯ」 

 

本市では、脱炭素先行地域への選定をきっかけに、市域の脱炭素化に向けたブラン

ディングの取組の一環として、本市ならではのゼロカーボンアクションを象徴した

キャッチコピー及びロゴデザインを作成しました。 

 

キャッチコピー 

 

「ＯＮＥ ＴＯ ＺＥＲＯ」～いろんな「イチ」で、ゼロカーボン。～ 

 

コンセプト： 

数字の「１」は市民一人ひとりのアクションを象徴し、それがやがて循環する「０」

となり、ゼロカーボンの未来を生み出す、そんな「ＯＮＥ ＴＯ ＺＥＲＯ」の理念を込

めたキャッチコピーとしました。市民の一つひとつのアクションが、ゼロカーボンの未

来をつくるピースとなることを象徴的に表現しています。 

 

ロゴデザイン 

 

 

図６ 「ＯＮＥ ＴＯ ＺＥＲＯ」のロゴデザイン 

 

ロゴデザインの活用例： 

・市職員の名刺にプリント 

・つくば駅前のフラッグ掲出 

・駅前施設等へのポスター掲示 

・まつりつくばのごみ持ち帰りキャンペーンのためのごみ袋、のぼり、Ｔシャツ等にプ

リントなど 

 

 

 
 
 
 

コラム １ つくば市の脱炭素のシンボル「ＯＮＥ ＴＯ ＺＥＲＯ」 

 

本市では、脱炭素先行地域への選定をきっかけに、市域の脱炭素化に向けたブラン

ディングの取組の一環として、つくば市ならではのゼロカーボンアクションを象徴した

キャッチコピー及びロゴデザインを作成しました。 

 

キャッチコピー 

 

「ＯＮＥ ＴＯ ＺＥＲＯ」～いろんな「イチ」で、ゼロカーボン。～ 

 

「ＺＥＲＯ」はゼロカーボンを指し、「ＯＮＥ」はゼロカーボンを実現するために、

ファクトを伴った先駆的かつ多角的な施策の一つ一つを指します。様々な「ＯＮＥ」の

積み重ねでゼロカーボンを目指すという理念を表現しています。 

 

 

ロゴデザイン 

 

 

 

デザインコンセプト： 

数字の「１」は市民一人ひとりのアクションを象徴し、それがやがて循環する「０」と

なり、ゼロカーボンの未来を生み出す、そんな「ＯＮＥ ＴＯ ＺＥＲＯ」の理念を直感

的に伝えるデザインとしました。市民の一つ一つのアクションが、ゼロカーボンの未来

をつくるピースとなることを象徴的に表現しています。 

 

 

ロゴデザインの活用例： 

・市職員の名刺にプリント 

・つくば駅前のフラッグ掲出 

・駅前施設等へのポスター掲示 

・まつりつくばのごみ持ち帰りキャンペーンのためのごみ袋、のぼり、Ｔシャツ等にプ

リントなど 

パブリックコメント前後比較（実行計画）
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修正前                              修正後 

 

 
③ 気候市民会議提言ロードマップ 

本市ではゼロカーボンシティの実現に向けて、さまざまな取り組みを進める中で、

令和５年度 （2023年度）に市民が気候変動対策について話し合い、 「ゼロカーボンで

住みよいつくば市」を実現するためのアイデアを市の施策へ反映する場として 「気

候市民会議つくば2023」を開催しました。 

「気候市民会議つくば2023」では、「ゼロカーボンで住みよいつくば市」を実現す

るための市や市民、事業者に関する取組が話し合われ、最終的に採択された74の提

言を取りまとめた「気候市民会議つくば2023提言書」が市に提出されました。 

本市は、この提言内容を令和12年度 （2030年度）までに実現することを目的とし

て、いつまでに・どのような目標を持って・どのように取り組むのかを取りまとめ

た 「気候市民会議提言ロードマップ」を策定し、令和６年 （2024年）10月11日に公

表しました。 

本計画では気候市民会議提言ロードマップと連携し、進捗管理の効率化を図ると

ともに、市民からいただいた提言の実現を目指し、より市民の実情を踏まえた施策

を推進します。 

 

表 気候市民会議提言ロードマップにおけるテーマ別のつくば市像 

テーマ ゼロカーボンで住みよいつくば市像 

移動・まちづくり 

歩いて暮らせる 

自転車が便利 

公共交通が便利 

電化・再エネが進んでいる 

緑が多い 

その他 

住まい・建物 

断熱性能が高い 

太陽光パネル・蓄電池が普及している 

AI 自動制御が普及している 

涼しい・暖かい場所に人が集まる 

消費電力等の把握がされている 

その他 

消費・生活 

シェアリングが普及している 

ゼロカーボンな消費・選択が容易である 

地産地消が進む 

フードロスや容器包装が減っている 

その他 

 
 
 
 

 
③ 気候市民会議提言ロードマップ 

本市ではゼロカーボンシティの実現に向けて、さまざまな取り組みを進める中で、

令和５年度 （2023年度）に無作為抽出で選ばれた市民が気候変動対策について話し

合い、「ゼロカーボンで住みよいつくば市」を実現するためのアイデアを市の施策

へ反映する場として「気候市民会議つくば2023」を開催しました。 

「気候市民会議つくば2023」では、「ゼロカーボンで住みよいつくば市」を実現す

るための市や市民、事業者に関する取組が話し合われ、最終的に採択された74の提

言を取りまとめた「気候市民会議つくば2023提言書」が市に提出されました。 

本市は、この提言内容を令和12年度 （2030年度）までに実現することを目的とし

て、いつまでに・どのような目標を持って・どのように取り組むのかを取りまとめ

た 「気候市民会議提言ロードマップ」を策定し、令和６年 （2024年）10月11日に公

表しました。 

第４次つくば市地球温暖化対策実行計画区域施策編 （以下 「本計画」といいます。）

では気候市民会議提言ロードマップと連携し、進捗管理の効率化を図るとともに、

市民からいただいた提言の実現を目指し、より市民の実情を踏まえた施策を推進し

ます。 

 

表２ 気候市民会議提言ロードマップにおけるテーマ別のつくば市像 

テーマ ゼロカーボンで住みよいつくば市像 

移動・まちづくり 

歩いて暮らせる 

自転車が便利 

公共交通が便利 

電化・再エネが進んでいる 

緑が多い 

その他 

住まい・建物 

断熱性能が高い 

太陽光パネル・蓄電池が普及している 

AI 自動制御が普及している 

涼しい・暖かい場所に人が集まる 

消費電力等の把握がされている 

その他 

消費・生活 

シェアリングが普及している 

ゼロカーボンな消費・選択が容易である 

地産地消が進む 

フードロスや容器包装が減っている 

その他 

  
←気候市民会議提言ロードマップの詳細については市のホームページを参照ください。 

パブリックコメント前後比較（実行計画）
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修正前                              修正後 

 

④ つくば市の再生可能エネルギー導入状況について 

本市の電力によるエネルギー使用量は1,828,897MWh、再生可能エネルギー導入量

は397,898MWhとなっており、再生可能エネルギー導入量に対する電力使用量を示す

再エネ自給率は21.8％に相当します。 

一方、再生可能エネルギー導入ポテンシャルは、4,638,608MWhです。再生可能エ

ネルギー導入ポテンシャルのうち、31.3%は建物への太陽光発電の導入ポテンシャ

ル、67.9%は土地への太陽光発電の導入ポテンシャル、0.7%は風力発電の導入ポテ

ンシャルとなっており、導入ポテンシャルの大部分が太陽光発電です。 

 

 

（出典）環境省「REPOS（再生可能エネルギー情報提供システム）」 

図 つくば市のエネルギー消費量と再エネ導入量・ポテンシャル量 

 

 

（出典）環境省「REPOS（再生可能エネルギー情報提供システム）」 

図 つくば市の再エネ導入ポテンシャルの構成 

 
 
 
 

④ つくば市の再生可能エネルギー導入状況について 

本市の令和５年度 （2023年度）の電気使用量は1,828,897MWh、再生可能エネルギー

導入量は397,898MWhとなっており、再生可能エネルギー導入量に対する電気使用量

を示す再生可能エネルギー自給率は21.8％に相当します。 

一方、再生可能エネルギー導入ポテンシャルは、4,638,608MWhです。再生可能エ

ネルギー導入ポテンシャルのうち、31.3%は建物への太陽光発電の導入、67.9%は土

地への太陽光発電の導入、0.7%は風力発電の導入となっており、導入ポテンシャル

の大部分が太陽光発電です。 

令和５年度 （2023年度）における市域の再生可能エネルギー導入ポテンシャルは

4,638,608MWhとなっており、これは市域での電気使用量1,828,897MWhの約2.5倍と

なります。 

本市では市域の電気使用量を市内の再生可能エネルギーによって賄うことを目

指し、再生可能エネルギーの導入を促進します。 

 

※再生可能エネルギー導入量とは、特定の区域や建物等において導入された再生

可能エネルギーの規模や実績を指します。指標としては、発電設備の最大出力を

示す 「設備容量 （単位の例 ：kW、MW等）」、または一定期間に発電された電気の量

を示す「発電電力量（単位の例：kWh、MWh等）」のいずれか、あるいは両方が用

いられます。 

※再生可能エネルギー導入ポテンシャルとは、エネルギーの採取・利用に関する

種々の制約要因による設置の可否を考慮した再生可能エネルギーの資源量のこ

とです。 

 

 

（出典）環境省「REPOS（再生可能エネルギー情報提供システム）」 

図７ つくば市の令和５年度（2023年度）電気使用量と再エネ導入量・ポテンシャル量 
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パブリックコメント前後比較（実行計画）
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修正前                              修正後 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（出典）環境省「REPOS（再生可能エネルギー情報提供システム）」 

図８ つくば市の再エネ導入ポテンシャルの構成（2023年度時点） 
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パブリックコメント前後比較（実行計画）

 19 



修正前                              修正後 

 

コラム ３ 再生可能エネルギーの導入を促進する方策 

 

太陽光発電の導入を促進する方策の１つとして、地球温暖化対策の推進に関する法律

に基づき、市町村が再エネ促進区域や、再エネ事業に求める環境保全・地域貢献の取組

を自らの計画に位置づけることができます。 

一方、促進区域の設定は、都道府県によって定められた基準に則り検討する必要があ

ります。本市において促進区域から除外すべき区域を下図に示します。 

 

 

 

 

 

本市は、環境に適正に配慮し地域に貢献する地域共生型の再生可能エネルギーの導入

促進に向けて、再エネ促進区域の設定について、引き続き検討を進めていくこととしま

す。 

 

促進区域から除外すべき区域の内訳 

砂防指定地 

急傾斜崩壊危険区域 

土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域 

河川区域 

農用地区域 

自然公園の特別保護地区 

自然公園の第１種特別地域・第２種特別地域・第３種

特別地域 

鳥獣保護区特別保護地区 

保安林 

景観形成重点地区 

つくば市再生可能エネルギー発電設備設置禁止区域 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

コラム ４ 再生可能エネルギーの導入を促進する方策 

 

太陽光発電の導入を促進する方策の１つとして、温対法に基づき、市町村が再生可能

エネルギー促進区域や、再生可能エネルギー事業に求める環境保全・地域貢献の取組を

自らの計画に位置づけることができる「地域脱炭素化促進事業制度」があります。 

地域脱炭素化促進事業制度とは、円滑な合意形成を図り、適正に環境に配慮し、地域

のメリットにもつながる、地域と共生する再生可能エネルギー事業の導入を促進する制

度です。この制度において市町村は、国や都道府県が定める環境保全に係る基準に基づ

き促進区域等を設定し、地域と共生する再生可能エネルギー事業の導入を促進します。 

また、地域における合意形成の方法や適正な環境への配慮、地域への導入のメリット

等をあらかじめ明示することで、地域の経済及び社会の持続的発展に資する再生可能エ

ネルギー事業の誘致につなげることを目的としています。 

促進区域の設定は、都道府県によって定められた基準に則り検討する必要がありま

す。本市において促進区域から除外すべき区域を下図に示します。 

本市は、環境に適正に配慮し地域に貢献する地域共生型の再生可能エネルギーの導入

促進に向けて、促進区域等の設定について、引き続き検討を進めていくこととします。 

 

表３ 促進区域から除外すべき区域の内訳   

 

 

 

 

図９ つくば市において促進区域から除外すべき区域 

 

 

促進区域から除外すべき区域の内訳 

砂防指定地 

急傾斜崩壊危険区域 

土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域 

河川区域 

農用地区域 

自然公園の特別保護地区 

自然公園の第１種特別地域・第２種特別地域・第３種

特別地域 

鳥獣保護区特別保護地区 

保安林 

景観形成重点地区 

つくば市再生可能エネルギー発電設備設置禁止区域 

 
 

※国及び都道府県によって設定されている基準を基に

令和７年（2025 年）10 月時点でつくば市に該当す

る区域を抜粋して作成 

つくば市において促進区域から 

除外すべき区域 

※国及び都道府県によって設定されている基準を基に

令和７年（2025 年）10 月時点でつくば市に該当す

る区域を抜粋して作成 

つくば市において促進区域から 

除外すべき区域 

パブリックコメント前後比較（実行計画）
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修正前                              修正後 

 

第２章 計画の基本的事項 

２－１．計画の位置づけ 

本計画は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」（以下「温対法」といいます。）第

21条第３項に基づく、温室効果ガスの排出の量の削減等を行うための施策に関する事項

を定める計画（「地方公共団体実行計画（区域施策編）」）及び気候変動適応法第 12 条

に基づく、「地域気候変動適応計画」に位置付けています。 

本計画では、「つくば市環境基本計画」との整合を図るとともに、本市の他の個別計

画との連携を図りながら、地球温暖化対策を推進します。 

 

 

図 「第４次つくば市地球温暖化対策実行計画」の位置づけ 

 

２－２．計画期間 

本計画の計画期間は、令和８年度 （2026年度）から令和12年度 （2030年度）までとし

ます。 
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２－３．対象とする温室効果ガス 

本計画で対象とする温室効果ガスは、温対法で定められている７種類の温室効果ガ

スのうち、二酸化炭素 （CO2）、メタン （CH4）、一酸化窒素 （N2O）、ハイドロフルオロカー

ボン（HFCs）とします。 

なお、本市ではパーフルオロカーボン（PFCs）、六ふっ化硫黄（SF6）、三ふっ化窒素

（NF3）の把握は困難かつ排出量もわずかであると考えられるため対象外とします。 

 

表 対象とする温室効果ガスの種類と部門・分野 

  温室効果ガスの種類 本市で対象の部門・分野 

対象 

二酸化炭素 

(CO2) 

エネルギー起源 産業部門、業務部門、家庭部門、運輸部門 

非エネルギー起源 廃棄物分野 

メタン(CH4) 燃料の燃焼分野、農業分野、廃棄物分野 

一酸化二窒素(N2O) 燃料の燃焼分野、農業分野、廃棄物分野 

ハイドロフルオロカーボン類(HFCs) 代替フロンガス等4分野 

対象

外 

パーフルオロカーボン類(PFCs) ― 

六ふっ化硫黄(SF6) ― 

三ふっ化窒素(NF3) ― 

 

２－４．つくば市の目指す姿 

本市では2050年においてゼロカーボンシティを実現すること宣言しており、2050年

ゼロカーボンの実現に向けては、気候変動対策にとどまらず、地域の持続可能な発展に

寄与する脱炭素に向けた施策を推進し、市民や事業者が安心で快適に過ごせる都市を

形成することが重要となります。 

本計画では本市の目指す姿として、「気候変動に適応し、安心で快適に暮らせる先進

的な脱炭素都市」を掲げます。 

また、本計画の推進によって実現を目指す本市の令和12年度 （2030年度）の姿として

以下の４つのまちの姿を掲げます。 

 

① 各主体の連携により、先進的な脱炭素都市を実現しているまち 

② 建物やモビリティの脱炭素化されているスマートシティ 

③ 高い環境意識が醸成され、脱炭素型ライフスタイルが確立しているまち 

④ 気候変動に適応しているまち 

 
 
 
 
 
 
 
 

２－３．対象とする温室効果ガス 

本計画で対象とする温室効果ガスは、温対法で定められている７種類の温室効果ガ

スのうち、二酸化炭素 （CO2）、メタン （CH4）、一酸化窒素 （N2O）、ハイドロフルオロカー

ボン（HFCs）とします。 

なお、本市ではパーフルオロカーボン（PFCs）、六ふっ化硫黄（SF6）、三ふっ化窒素

（NF3）の把握は困難かつ排出量もわずかであると考えられるため対象外とします。 

 

表４ 対象とする温室効果ガスの種類と部門・分野 

  温室効果ガスの種類 本市で対象の部門・分野 

対象 

二酸化炭素 

(CO2) 

エネルギー起源 産業部門、業務部門、家庭部門、運輸部門 

非エネルギー起源 廃棄物分野 

メタン(CH4) 燃料の燃焼分野、農業分野、廃棄物分野 

一酸化二窒素(N2O) 燃料の燃焼分野、農業分野、廃棄物分野 

ハイドロフルオロカーボン類(HFCs) 代替フロンガス等4分野 

対象

外 

パーフルオロカーボン類(PFCs) ― 

六ふっ化硫黄(SF6) ― 

三ふっ化窒素(NF3) ― 

 

２－４．つくば市の目指す姿 

本市では2050年においてゼロカーボンシティを実現することを宣言しており、2050

年ゼロカーボンの実現に向けては、気候変動対策にとどまらず、地域の持続可能な発展

に寄与する脱炭素に向けた施策を推進し、市民や事業者が安心で快適に過ごせる都市

を形成することが重要となります。 

本計画では本市の目指す姿として、「気候変動に適応し、安心で快適に暮らせる先進

的な脱炭素都市」を掲げます。 

また、本計画の推進によって実現を目指す本市の令和12年度 （2030年度）の姿として

以下の４つのまちのイメージを掲げます。 

 

⑤ 各主体の連携により、先進的な脱炭素都市を実現しているまち 

⑥ 建物やモビリティの脱炭素化されているスマートシティ 

⑦ 高い環境意識が醸成され、脱炭素型ライフスタイルが確立しているまち 

⑧ 気候変動に適応しているまち 
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図12 市の目指す姿（イメージ図） 

各主体の連携により、先進的な脱炭素都市を実現しているまち 

本市では 「我慢の省エネ」ではなく、各主体 （市民、事業者、民間団体、行政等）の日

常生活や日々の事業活動において、省エネ行動を実践や省エネ設備の導入により脱炭素

な生活・事業活動を営んでいます。 

また、各主体の連携により、本市ならではの先進的な脱炭素技術を活用することで脱炭

素な製品やサービスが普及した先進的な脱炭素都市を実現しています。 

 

建物やモビリティの脱炭素化されているスマートシティ 

家庭や事業所における再生可能エネルギー等の導入によるエネルギーの地産地消や効

率的なエネルギーマネジメントが実践され、ZEHやZEB等の脱炭素な住宅や建築物が普及

しています。 

また、脱炭素自動車の普及により脱炭素な移動が実現しています。 

さらに、デマンド型交通やシェアリングシステム等のICTを活用した移動手段が確立

し、公共交通や自転車利用が便利で快適になることで、自家用車に頼らなくても生活でき

るスマートなまちになっています。 

 

高い環境意識が醸成され、脱炭素型ライフスタイルが確立しているまち 

市民、事業者、市は、モノを消費する責任として日常的に地産地消や3R等を推進する

等、循環型消費行動を実践し、脱炭素型ライフスタイルを国内外へ積極的に発信していま

す。 

事業者は、モノを生産し販売する側の責任として、脱炭素な製品やサービスを提供して

います。 大人から子どもまで誰もが環境について学ぶ機会があり、市民一人ひとりが環

境を考え、日常生活において楽しみながら実践することができています。 

 

気候変動に適応しているまち 

酷暑や豪雨等の異常気象 ・災害に対して、ハード・ソフトの両面でその影響を低減する

ことにより、市民や事業者が気候変動に適応したレジリエントなまちとなっています。 

また、市民の健康が確保され、安全・安心な生活を送ることができています。 

図13 つくば市が目指すまちのイメージ 
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第３章 温室効果ガス排出量の推計 

３－１． 温室効果ガス排出量の現状 

本市における温室効果ガス排出量は、基準年度である平成25年度（2013年度）に

2,053千t-CO2eqでしたが、令和３年度 （2021年度）には1,868千t-CO2eqとなり、全体

として9.0％の排出量の削減がみられました。 

令和３年度（2021年度）の排出量が大きい部門別に見ると、業務部門は584千t-

CO2eq（基準年度比26.0％削減）、運輸部門は533千t-CO2eq（基準年度比0.6％削減）、

産業部門は406千t-CO2eq （基準年度比5.4％増加）、家庭部門は277千t-CO2eq （基準年

度比1.6％削減）、その他の分野は65千t-CO2eq （基準年度比16.6％増加）、エネルギー

転換部門は3千t-CO2eq （基準年度比42.7％削減）となっており、特に業務部門での削

減が市全域の排出量の削減に大きく寄与していることがわかります。一方、運輸部

門や家庭部門では、人口当たりの排出量の削減が続いているものの、平成25年度

（2013年度）以降に人口の流入が続いていることなどから大きな変動は見られませ

ん。産業部門においては平成25年度（2013年度）以降、増加傾向にあり、より一層

の対策を講じることが重要となります。 

本市の温室効果ガス排出量は、特に業務部門を中心に削減が進んでいますが、業

務部門以外の部門における削減に停滞がみられることから、各部門における効果的

な対策の推進が求められます。 

 

図 つくば市の温室効果ガス排出量の推移 
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図14 つくば市の温室効果ガス排出量の推移 
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３－２． 温室効果ガス排出量の将来推計（BAUシナリオ） 

本市における令和12年度 （2030年度）の温室効果ガスの将来排出量について、追加

的な対策を実施せず現行のトレンドが維持されたBAU(Business As Usual)シナリオを

たどった場合の推計を行いました。その結果、本市の温室効果ガス排出量は令和12年

度（2030年度）において、1,976千t-CO2eqとなる見込みです。 

 

 

図 つくば市の温室効果ガス排出量の将来推計（BAUシナリオ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表５ 各部門における排出源の例 

部門・分野 排出源の例 

産業部門 
製造業・建設業・鉱業・農林水産業等における工場・事業場のエネルギー消費

に伴う排出 

業務部門 
事務所・ビル、商業・サービス業施設、研究所等のほか、他のいずれの部門に

も帰属しないエネルギー消費に伴う排出 

家庭部門 

家庭におけるエネルギー消費に伴う排出（自家用自動車からの排出は、運輸部

門で計上します。） 

運輸部門 自動車・鉄道・船舶におけるエネルギー消費に伴う排出 

エネルギー転換部門 
発電所や熱供給事業所、石油製品製造業等における自家消費分及び送配電ロス

等に伴う排出 

そ

の

他

分

野 

廃棄物分野 
廃棄物の焼却、排水処理、製品の製造の用途への使用及び廃棄物燃料の使用に

伴い発生する排出 

燃料の燃焼分野 自動車等の燃料の燃焼等に伴う二酸化炭素以外の温室効果ガスの排出 

農業分野 水田からの二酸化炭素以外の温室効果ガスの排出 

代替フロン等４

ガス分野 
カーエアコンからの二酸化炭素以外の温室効果ガスの排出 

 

３－２． 温室効果ガス排出量の将来推計（成り行きシナリオ） 

本市における令和12年度 （2030年度）の温室効果ガスの将来排出量について、追加的

な地球温暖化対策を実施しない成り行きのシナリオ（BAU(Business As Usual)シナリ

オ）をたどった場合の推計を行いました。その結果、本市の温室効果ガス排出量は令和

12年度（2030年度）において、1,976千t-CO2eqとなることが示されています。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 15 つくば市の温室効果ガス排出量の将来推計（成り行きシナリオ） 
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修正前                              修正後 

 

部門・分野 
推計に用いる 

活動量 
令和12年度（2030年度）BAU推計の考え方 

産業部門 

(農林水産鉱建設業) 
従業者数 

第1次産業の従業者数は増減を繰り返し、一定

値を保っていることから活動量は過年度平均値

であると想定します。 

産業部門（製造業） 製造品出荷額 
製造品出荷額は一定の割合で増加していること

から、伸び率が同程度であると想定します。 

業務部門（公共） － 

公共系事業所数が増減を繰り返し、一定値を

保っていることから公共からの排出量は一定を

維持すると想定します。 

業務部門（民間） 
従業者数 

（民営） 

一定の割合で従業者数が増加していることか

ら、伸び率が同程度であると想定します。 

家庭部門 人口 
人口の増加率が国立社会保障・人口問題研究所

の将来推計に従うと想定します。 

運輸部門（自動車） 自動車保有台数 

自動車保有台数は増加の傾向を示し、その傾向

が徐々に増加していることから伸び率が指数近

似すると想定します。 

運輸部門（鉄道） 人口 
人口の増加率が国立社会保障・人口問題研究所

の将来推計に従うと想定します。 

エネルギー転換部門 － 

部門における活動量の将来推計が困難なことか

ら令和２年度（2020年度）排出量が令和12年度

（2030年度）まで続くと仮定します。 

廃棄物分野 人口 

つくば市一般廃棄物処理基本計画の令和11年度

（2029年度）ごみ排出量の将来推計値を適用し

ます。 

人口の増加率が国立社会保障・人口問題研究所

の将来推計に従うと想定します。 

その他分野 

(廃棄物分野を除く) 
－ 

その他分野における活動量の将来推計が困難な

ことから現在の排出量が令和12年度（2030年

度）まで続くと仮定します。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

表６ 成り行きシナリオの推計における想定条件 

部門・分野 
推計に用いる 

活動量 

令和12年度（2030年度） 

成り行き推計の想定条件 

産業部門 

(農林水産鉱建設業) 
従業者数 

第1次産業の従業者数は増減を繰り返し、一定

値を保っていることから活動量は過年度平均値

であると想定します。 

産業部門（製造業） 製造品出荷額 
製造品出荷額は一定の割合で増加していること

から、伸び率が同程度であると想定します。 

業務部門（公共） － 

公共系事業所数が増減を繰り返し、一定値を

保っていることから公共からの排出量は一定を

維持すると想定します。 

業務部門（民間） 
従業者数 

（民営） 

一定の割合で従業者数が増加していることか

ら、伸び率が同程度であると想定します。 

家庭部門 人口 
人口の増加率が国立社会保障・人口問題研究所

の将来推計に従うと想定します。 

運輸部門（自動車） 自動車保有台数 

自動車保有台数は増加の傾向を示し、その傾向

が徐々に増加していることから伸び率が指数近

似すると想定します。 

運輸部門（鉄道） 人口 
人口の増加率が国立社会保障・人口問題研究所

の将来推計に従うと想定します。 

エネルギー転換部門 － 

部門における活動量の将来推計が困難なことか

ら令和２年度（2020年度）排出量が令和12年度

（2030年度）まで続くと仮定します。 

廃棄物分野 人口 

つくば市一般廃棄物処理基本計画の令和11年度

（2029年度）ごみ排出量の将来推計値を適用し

ます。 

人口の増加率が国立社会保障・人口問題研究所

の将来推計に従うと想定します。 

その他分野 

(廃棄物分野を除く) 
－ 

その他分野における活動量の将来推計が困難な

ことから現在の排出量が令和12年度（2030年

度）まで続くと仮定します。 
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修正前                              修正後 

 

第４章 温室効果ガス排出量の削減目標 

４－１． 令和12年度（2030年度）削減目標 

 令和２年 （2020年）４月に策定された前計画では、前計画の策定時点において国で

掲げられていた令和12年度（2030年度）削減目標と同等の目標である、平成25年度

（2013年度）比26％削減が掲げられました。 

 国は、令和３年 （2021年）４月に削減目標の見直しを行い、2030年度において2013年

度比46%削減を目指すこと、さらに50%の高みに向けて挑戦を続けることを表明しまし

た。 

本計画では、令和12年度 （2030年度）目標として、現行の国の削減目標と同等の平成

25年度（2013年度）比46％削減を設定します。 

 

 

４－２． 令和17年度（2035年度）及び令和22年度（2040年度）削減目標 

本計画では、令和32年 （2050年）の 「ゼロカーボンシティ」達成を見据え、中期目

標として、令和17年度 （2035年度）及び令和22年度 （2040年度）における削減目標を

掲げます。 

国では、基準年である平成25年度 （2013年度）からの将来見通し （フォアキャスト）

と2050年カーボンニュートラル実現からの逆算 （バックキャスト）の両面に基づき、令

和17年度 （2035年度）及び令和22年度 （2040年度）における排出削減目標を、それぞれ

平成25年度（2013年度）比で60％削減及び73％削減としています。 

本市では、徹底的な省エネ対策や先進的な脱炭素技術の活用、再生可能エネルギーの

導入を推進することで、令和17年度 （2035年度）及び令和22年度 （2040年度）における

排出削減目標を、それぞれ平成25年度 （2013年度）比で61％削減及び74％削減と設定し、

国を上回る削減を目指します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第４章 温室効果ガス排出量の削減目標 

４－１． 令和12年度（2030年度）削減目標 

 令和２年 （2020年）４月に策定された前計画では、前計画の策定時点において国で掲

げられていた令和12年度 （2030年度）削減目標と同等の目標である、平成25年度 （2013

年度）比26％削減が掲げられました。 

 国は、令和３年 （2021年）４月に削減目標の見直しを行い、2030年度において2013年

度比46%削減を目指すこと、さらに50%の高みに向けて挑戦を続けることを表明しまし

た。 

本計画では、令和12年度 （2030年度）目標として、現行の国の削減目標と同等の平成

25年度（2013年度）比46％削減を設定します。 

 

表７ 削減目標に関する部門別の目安 

部門・分野 
2013年度 2030年度 

排出量 排出量 2013年度比 

産業部門 385.4 千t-CO2 217.7 千t-CO2 ▲44% 

業務部門 790.0 千t-CO2 209.4 千t-CO2 ▲73% 

家庭部門 281.2 千t-CO2 106.5 千t-CO2 ▲62% 

運輸部門 535.9 千t-CO2 514.8 千t-CO2 ▲ 4% 

エネルギー転換部門 4.4 千t-CO2 2.6 千t-CO2 ▲41% 

廃棄物分野 37.0 千t-CO2 31.1 千t-CO2 ▲16% 

その他分野 19.2 千t-CO2 22.8 千t-CO2 19% 

合計 2,053.0 千t-CO2 1,104.9 千t-CO2 ▲46% 

 

４－２． 令和17年度（2035年度）及び令和22年度（2040年度）削減目標 

本計画では、令和32年 （2050年）の 「ゼロカーボンシティ」達成を見据え、中期目標

として、令和17年度 （2035年度）及び令和22年度 （2040年度）における削減目標を掲げ

ます。 

国では、基準年である平成25年度 （2013年度）からの将来見通し （フォアキャスト）

と2050年カーボンニュートラル実現からの逆算 （バックキャスト）の両面に基づき、令

和17年度 （2035年度）及び令和22年度 （2040年度）における排出削減目標を、それぞれ

平成25年度（2013年度）比で60％削減及び73％削減としています。 

本市では、徹底的な省エネ対策や先進的な脱炭素技術の活用、再生可能エネルギーの導入を

推進することで、令和 17年度（2035 年度）及び令和 22年度（2040 年度）における排出削

減目標を、それぞれ平成 25 年度（2013 年度）比で 61％削減及び 74％削減と設定し、国を

上回る削減を目指します。 
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修正前                              修正後 

 

コラム ５ 部門別の削減見込み量 

 

本市における施策の推進によって見込まれる部門別の削減量を、①活動量の変化によ

る削減量、②国の対策と同等の対策（主に、省エネ対策や電力排出係数改善）による削

減量、③気候市民会議提言ロードマップ等による本市の取組による追加の削減量の三つ

に分けて推計しました。 

 

年度 項目 産業部門 業務部門 家庭部門 運輸部門 エネ転部門 廃棄物分野 その他分野 合計 

2013 ★排出量実績 385.4 790.0 281.2 535.9 4.4 37.0 19.2 2,053.0 

2030 

① 31.8 ▲164.2 21.6 32.0 ▲1.8 0.2 3.6  

② ▲130.8 ▲345.1 ▲147.9 ▲43.0 － － －  

③ ▲49.1 ▲59.0 ▲52.6 ▲33.6 － ▲6.1 －  

排出量推計 
★＋①＋②＋③ 237.3 221.6 102.3 491.3 2.6 31.1 22.8 1,109.0 

削減率 
（2013 年度比） 38% 72% 64% 8% 41% 16% ▲19% 46% 

2035 

① 51.6 ▲154.8 23.9 40.1 ▲1.8 0.5 3.6  

② ▲168.6 ▲441.9 ▲188.6 ▲56.4 － － －  

③ ▲58.9 ▲62.8 ▲62.4 ▲113.6 － ▲7.9 －  

排出量推計 
★＋①＋②＋③ 209.4 130.4 54.2 405.9 2.6 29.5 22.8 854.9 

削減率 
（2013 年度比） 46% 83% 81% 24% 41% 20% ▲19% 58% 

2040 

① 71.5 ▲145.3 23.9 43.8 ▲1.8 0.5 3.6 ▲3.7 

② ▲205.1 ▲530.0 ▲223.2 ▲70.2 － － － ▲1,028.5 

③ ▲54.6 ▲62.2 ▲73.7 ▲228.8 － ▲9.8 － ▲428.9 

排出量推計 
★＋①＋②＋③ 197.2 52.5 8.2 280.8 2.6 27.7 22.8 591.8 

削減率 
（2013 年度比） 

49% 93% 97% 48% 41% 25% ▲19% 71% 

※特段の記載のない限り、単位は千t-CO2 

 
推計の結果、基準年である平成25年度（2013年度）比の削減率は、令和12年度（2030

年度）46％、令和17年度（2035年度）58％、令和22年度（2040年度）71％となりまし
た。 

※上記で見込んでいる施策に上乗せして再生可能エネルギーの導入等を積極的に推進する
ことで、追加的な削減効果を生み出し、本市で掲げる削減目標である令和12年度 （2030年
度）46％削減、令和17年度 （2035年度）61％削減、令和22年度 （2040年度）74％削減を目
指していきます。 

 
 
 
 
 

コラム ６ 部門別の削減見込み量 

 

本市における施策の推進によって見込まれる部門別の削減量を、 
①活動量の変化による削減量 
②国の対策と同等の対策（主に、省エネ対策や電力排出係数の改善）による削減量 
③気候市民会議提言ロードマップ等による本市の取組による追加の削減量 
の三つに分けて推計しました。 

 

表８ 部門別の削減見込み量の試算結果 

年度 項目 産業部門 業務部門 家庭部門 運輸部門 エネ転部門 廃棄物分野 その他分野 合計 

2013 ★排出量実績 385.4 790.0 281.2 535.9 4.4 37.0 19.2 2,053.0 

2021 

排出量実績 406.0 584.2 276.8 532.9 2.5 32.4 33.1 1,868.0 

削減率 
（2013 年度比） 

▲5% 26% 2% 1% 43% 12% ▲72% 9% 

2030 

① 31.8 ▲164.2 21.6 32.0 ▲1.8 0.2 3.6 ▲76.8 

② ▲140.2 ▲357.4 ▲163.3 ▲41.9 － － － ▲702.7 

③ ▲59.3 ▲59.0 ▲33.0 ▲11.2 － ▲6.1 － ▲168.6 

排出量推計 
★＋①＋②＋③ 

217.7 209.4 106.5 514.8 2.6 31.1 22.8 1,104.9 

削減率 
（2013 年度比） 

44% 73% 62% 4% 41% 16% ▲19% 46% 

2035 

① 51.6 ▲154.8 23.9 40.1 ▲1.8 0.5 3.6 ▲36.8 

② ▲188.8 ▲466.1 ▲215.5 ▲54.2 － － － ▲924.6 

③ ▲67.0 ▲62.8 ▲41.4 ▲56.8 － ▲7.9 － ▲236.0 

排出量推計 
★＋①＋②＋③ 

181.2 106.3 48.2 464.9 2.6 29.5 22.8 855.6 

削減率 
（2013 年度比） 

53% 87% 83% 13% 41% 20% ▲19% 58% 

2040 

① 71.5 ▲145.3 23.9 43.8 ▲1.8 0.5 3.6 ▲3.7 

② ▲239.7 ▲570.0 ▲263.9 ▲66.6 － － － ▲1,140.2 

③ ▲60.2 ▲62.2 ▲39.2 ▲114.4 － ▲9.8 － ▲285.7 

排出量推計 
★＋①＋②＋③ 

156.9 12.5 2.1 398.8 2.6 27.7 22.8 623.3 

削減率 
（2013 年度比） 

59% 98% 99% 26% 41% 25% ▲19% 70% 

※特段の記載のない限り、単位は千t-CO2 

 
推計の結果、基準年である平成25年度（2013年度）比の削減率は、令和12年度（2030

年度）46％、令和17年度（2035年度）58％、令和22年度（2040年度）70％となりまし
た。 

 

※上記で見込んでいる施策に上乗せして再生可能エネルギーの導入等を積極的に推進することで、追加

的な削減効果を生み出し、本市で掲げる削減目標である令和12年度（2030年度）46％削減、令和17年

度（2035年度）61％削減、令和22年度（2040年度）74％削減を目指していきます。 

※電力排出係数の改善とは、電気を供給するにあたって排出されるCO2排出量を削減することを指し、再

生可能エネルギー由来発電への転換などがその手法の一つです。 
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修正前                              修正後 

 

４－３． 2050年度削減目標 

本計画の長期目標は、本市が令和４年 （2022年）２月に、2050年までに二酸化炭素排

出量を実質ゼロとする「つくば市ゼロカーボンシティ宣言」を行ったことを踏まえ、

「2050年ゼロカーボンの達成」を設定します。 

 

  
 

図 つくば市の温室効果ガス排出量削減のイメージ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４－３． 2050年度削減目標 

本計画の長期目標は、本市が令和４年 （2022年）２月に、2050年までに二酸化炭素排

出量を実質ゼロとする「つくば市ゼロカーボンシティ宣言」を行ったことを踏まえ、

「2050年ゼロカーボンの達成」を設定します。 

 

  
図16 つくば市の温室効果ガス排出量削減のイメージ 
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修正前                              修正後 

 

コラム ７ 特定排出事業者の取り扱い 

 

本市は、市域の排出量のうち、約4割を国に報告義務がある特定排出事業者が占めています。今

後、多量の温室効果ガスを排出する特定排出事業者の立地が想定されるため、市民や市内事業者等の

取組による二酸化炭素排出量の削減が相殺されてしまう懸念があります。 

 

 

 

新規に立地する特定排出事業者等には、本計画の目標に沿った温暖化対策の実施に取り組むことを

求めることで、本市の温暖化対策が着実に進むことを目指します。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

コラム ８ 特定排出者の取り扱い 

 

本市は、市域の排出量のうち、約4割を国に報告義務がある特定排出者が占めています。今

後、多量の温室効果ガスを排出する特定排出者の立地が想定されるため、市民や事業者等の取

組による二酸化炭素排出量の削減が相殺されてしまう懸念があります。 

特定排出者とは、温対法により事業活動によって排出された温室効果ガス排出量の国への報

告が義務づけられている事業者を指します。特定排出者による排出量については国のホーム

ページ等で公表されており、把握可能なことから、本市においては、特定排出者の市への追加

的な報告義務を課さないこととしています。 

その一方で、特定排出者による温室効果ガスの排出量が市全体の排出量の４割程度を構成す

ることを踏まえ、特定排出者への削減抑制の協力要請や連携体制の構築等をしていくことが重

要と認識しています。 

本市の温室効果ガス排出量の削減に向けて、本市は特定排出者との脱炭素化に向けた連携強

化を図っていきます。 

また、新規に立地する事業者を含む特定排出者等には、本計画の目標に沿った温暖化対策の

実施に取り組むことを求めることで、本市の温暖化対策が着実に進むことを目指します。 

 本市では今後、事業者向けの市域の協議会を創成・運営し、事業者のゼロカーボンを推進す

るためのコンテンツの提供や継続的な普及啓発を実施します。 

 

（出典）環境省データをもとにつくば市作成  

図17 令和３年度（2021年度）におけるつくば市の温室効果ガス排出量の内訳 

 

 

 
 
 
 

つくば市の

特定排出事業所以

外による排出量

1,173 千t-CO2
63％

製造業

209 千t-CO2

学術研究･専門･技

術サービス業

393 千t-CO2

教育･学習支援業

67 千t-CO2

公務5 千t-

CO2

その他21 千t-

CO2

つくば市内の

特定排出事業所

による排出量

695 千t-CO2
37％

つくば市の

特定排出事業所以

外による排出量

1,173 千t-CO2
63％

製造業

209 千t-CO2

学術研究･専門･技

術サービス業

393 千t-CO2

教育･学習支援業

67 千t-CO2

公務

5 千t-CO2

その他

21 千t-CO2

つくば市内の

特定排出事業所

による排出量

695 千t-CO2
37％
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修正前                              修正後 

 

第５章 施策の推進 

５－１．計画の施策体系 

本計画では、６つの方針を掲げ、各方針において本計画の目標を達成するための施策

を位置づけ、推進します。 

ゼロカーボンの実現に向けては、市の取組だけでは限界があり、市民や事業者の理解と

協力が不可欠となります。家庭や職場など日常生活における一人ひとりの行動が、温室効

果ガスの削減に大きな影響を与えることを踏まえ、本計画では、市全体で目標を共有し、

地域ぐるみでゼロカーボンの実現を目指します。 

本計画の施策体系は以下のとおりです。 

 

計画の方針 施策 

方針１ 

まち・建物の脱炭素化 

１－１ 建物の省エネ化・電化の促進 

１－２ 脱炭素先行地域づくり事業の推進 

１－３ 公共施設の脱炭素化 

方針２ 

脱炭素モビリティの普及促進 

２－１ 自動車の脱炭素化の促進 

２－２ 自転車利用の推進 

２－３ 公共交通の整備と利用促進 

２－４ 徒歩・自転車や公共交通等によりアクセス

しやすいまちづくり 

方針３ 

脱炭素型ライフスタイルへの転換 

３－１ 市民の行動変容に向けた環境学習・普及啓

発の推進 

３－２ 3Rの推進 

３－３ 地産地消の推進と食品ロスの抑制 

方針４ 

再生可能エネルギーの導入促進と

活用 

４－１ 再エネの導入促進 

４－２ エネルギーの地産地消の推進 

４－３ 効率的なエネルギーマネジメントの推進 

方針５ 

気候変動への適応 

５－１ 気候変動による災害への対策の強化 

５－２ 熱中症・感染症等への適切な対応 

５－３ 農業分野における適応策の推進 

５－４ 緑の保全と緑化の推進 

方針６ 

各主体の連携による環境と経済の

好循環 

６－１ 大学・研究機関や事業者、他自治体との連

携強化 

６－２ 「気候市民会議提言ロードマップ」の推進 

６－３ 事業者・研究機関等の脱炭素経営の促進・

支援 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

第５章 施策の推進 

５－１．計画の施策体系 

本計画では、６つの方針を掲げ、各方針において本計画の目標を達成するための施策を

位置づけ、推進します。 

2050年ゼロカーボンの実現に向けては、市の取組だけでは限界があり、市民や事業者の

理解と協力が不可欠となります。家庭や職場など日常生活における一人ひとりの行動が、

温室効果ガスの削減に大きな影響を与えることを踏まえ、本計画では、市全体で目標を共

有し、地域ぐるみでゼロカーボンの実現を目指します。 

本計画の施策体系は以下のとおりです。 

 

表９ 本計画の施策体系 

計画の方針 施策 目指すまちの姿 

方針１ 

まち・建物の脱炭素化 

１－１ 建物の省エネ化・電化等の促進 建物やモビリティ

の脱炭素化されて

いるスマートシ

ティ 

１－２ 脱炭素先行地域づくり事業の推進 

１－３ 公共施設の脱炭素化 

方針２ 

脱炭素モビリティの普

及促進 

２－１ 自動車の脱炭素化の促進 

２－２ 自転車利用の推進 

２－３ 公共交通の整備と利用促進 

２－４ 徒歩・自転車や公共交通等により

アクセスしやすいまちづくり 

方針３ 

脱炭素型ライフスタイ

ルへの転換 

３－１ 市民の行動変容に向けた環境学

習・普及啓発の推進 

高い環境意識が醸

成され、脱炭素型

ライフスタイルが

確立しているまち 

３－２ 3Rの推進 

３－３ 地産地消の推進と食品ロスの抑制 

方針４ 

再生可能エネルギーの

導入促進と活用 

４－１ 再エネの導入促進 建物やモビリティ

の脱炭素化されて

いるスマートシ

ティ 

４－２ エネルギーの地産地消の推進 

４－３ 効率的なエネルギーマネジメント

の推進 

方針５ 

気候変動への適応 

５－１ 気候変動による災害への対策の強

化 

気候変動に適応し

ているまち 

５－２ 熱中症・感染症等への適切な対応 

５－３ 農業分野における適応策の推進 

５－４ 緑の保全と緑化の推進 

方針６ 

各主体の連携による環

境と経済の好循環 

６－１ 大学・研究機関や事業者、他自治

体との連携強化 

各主体の連携によ

り、先進的な脱炭

素都市を実現して

いるまち 

６－２  「気候市民会議提言ロードマップ」
の推進 

６－３ 事業者・研究機関等の脱炭素経営
の促進・支援 
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修正前                              修正後 

 

方針１ まち・建物の脱炭素化 

市域の温室効果ガス排出量を抑制するために、家庭や事業所、公共施設における省エネ

化や電化等を推進することで、市域の排出量の大部分を占める建物由来の排出量の削減

を目指します。 

市は、公共施設の脱炭素化を進めるとともに、脱炭素先行地域づくり事業における取組

を市域全体の脱炭素化に向けたモデル事業として位置付け、その成果を広く展開し、脱炭

素のまちづくりを推進します。 

市民及び事業者は、脱炭素化の必要性を理解し、家庭や事業所等の省エネ化や電化等に

取り組みます。 

 

〇方針で推進する施策 

１－１ 建物の省エネ化・電化の促進 

・市民・事業者の省エネ行動の促進 

市民による省エネの促進を進め、省エネ効果のモニタリングとその効果の

周知を行い、市民・事業者の省エネ行動のさらなる促進を図ります。 

 

・市民・事業者の省エネ化・電化の促進 

市民や事業者の省エネ設備の導入や電化に向けた設備更新、既存住宅 ・建物

の断熱改修等の支援や周知を行い、建物の省エネ・電化、改修の促進を図り

ます。 

 

１－２ 脱炭素先行地域づくり事業の推進 

・脱炭素先行地域づくり事業の推進 

脱炭素先行地域の省エネ改修や再エネ設備の導入等の取組を進め、令和12

年度（2030年度）までに対象エリアを脱炭素化します。 

 

・脱炭素先行地域事業の市内横展開 

市域の脱炭素化を進めるため、脱炭素先行地域の取組の横展開を図ります。 

 

１－３ 公共施設の脱炭素化 

・公共施設における脱炭素化に向けた率先行動 

公共施設のエネルギーの有効活用やZEB化により脱炭素化を図ります。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

市域の温室効果ガス排出量を抑制するために、家庭や事業所、公共施設における省エネ

化や電化等を推進することで、市域の排出量の大部分を占める建物由来の排出量の削減

と低炭素電源利用への転換を目指します。 

市は、公共施設の脱炭素化を進めるとともに、脱炭素先行地域づくり事業における取組

を市域全体の脱炭素化に向けたモデル事業として位置付け、その成果を広く展開し、脱炭

素のまちづくりを推進します。 

市民及び事業者は、脱炭素化の必要性を理解し、家庭や事業所等の省エネ化や電化等に

取り組みます。 

〇方針で推進する施策 

１－１ 建物の省エネ化・電化等の促進 

目的・概要 

家庭や事業所における省エネ化や電化等を促進し、建物の脱炭素化を目指します。 

住宅 ・建物の断熱改修や高効率な省エネ設備への更新、電化等を周知 ・支援し、また、

省エネ性能の見える化や改修事例の情報発信を通じて市民 ・事業者の行動変容を促し、快

適に暮らせる質の高い居住環境の実現を図ります。 

取組内容 

・市民・事業者の省エネ行動の促進 

市民による省エネの促進を進め、省エネ効果のモニタリングとその効果の周知を行い、

市民・事業者の省エネ行動のさらなる促進を図ります。 

・市民・事業者の省エネ化・電化等の促進 

市民や事業者の省エネ設備の導入や電化等に向けた設備更新、既存住宅 ・建物の断熱改

修等の支援や周知を行い、建物の省エネ・電化、改修の促進を図ります。 

気候市民会議提言ロードマップにおける関連個票 

・個票28,29：市民や事業者は、既築建物の断熱改修を進める 

・個票30 ：事業者は、建物を建てる際にはBELS （建築物省エネルギー性能表示制度）の高

い基準を満たす 

・個票33 ：省エネ改修への理解を進めるために、市は、空き家をモデル的に改修して、そ

の情報を公開する 

・個票34：《建築物の断熱性能を高めるために、》国（県・市）は、省エネランクに応じ 

た断熱改修に補助金を出す 

市民・事業者にお願いしたいこと 

・住宅や建物のZEH・ZEB化を検討し、快適で質の高い居住環境を整えましょう。 

・家庭や事業所の断熱改修を進め、住宅や建物の環境負荷低減に取り組みましょう。 

・家庭や事業所において高効率設備への更新や電化等を進めましょう。 

進捗管理指標 

新築における国の省エネ基準以上の住宅数 

（新築戸建住宅におけるBELS交付（BEI0.7

以下）物件数） 

最新値（2024年度） 目標値（2030年度） 

284棟 487棟 

新築における国の省エネ基準以上の建物

（非住宅）数 （新築建物 （非住宅）における

BELS交付（BEI0.7以下）物件数） 

最新値（2024年度） 目標値（2030年度） 

7棟 99棟 

 
 

まち・建物の脱炭素化  方針１ 
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修正前                              修正後 

 

〇方針に紐づく指標 

指標 

１－１ 建物の省エネ化・電化の促進 

新築における国の省エネ基準以上の住宅数 

（新築戸建住宅におけるBELS交付（BEI0.7以下）物件数） 

新築における国の省エネ基準以上の建物数 

（新築建物におけるBELS交付（BEI0.7以下）物件数） 

１－２ 脱炭素先行地域づくり事業の推進 

脱炭素先行地域づくり事業の推進によるCO2削減量 

１－３ 公共施設の脱炭素化 

新築公共施設のZEB化割合（事務事業編重点対策） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１－２ 脱炭素先行地域づくり事業の推進 

目的・概要 

脱炭素先行地域において省エネ改修や再エネ設備の導入を集中的に実施し、令和12年

度（2030年度）までに対象エリアの脱炭素化を達成することを目指します。 

先行地域での先進的な取組をモデルケースとして市域全体へ横断的に展開し、環境白

書等での情報公開を通じて市域全体に取組を拡大します。 

取組内容 

・脱炭素先行地域づくり事業の推進 

脱炭素先行地域の省エネ改修や再エネ設備の導入等の取組を進め、令和12年度 （2030

年度）までに対象エリアを脱炭素化します。 

・脱炭素先行地域事業の市内横展開 

市域の脱炭素化を進めるため、脱炭素先行地域の取組の横展開を図ります。 

気候市民会議提言ロードマップにおける関連個票 

・個票31 ：ゼロカーボン実証実験のために、市は、ゼロカーボンのモデルとなる市営住宅

や施設をつくる 

・個票77 ：《ゼロカーボンで住みよいつくばを実現するために、》市は、毎年ゼロカーボン

達成状況を市民に知らせる義務を負う 

・個票73：事業者は、次世代エネルギーを中心としたまちづくりをする 

市民・事業者にお願いしたいこと 

・脱炭素先行地域づくり事業の取組に関心を持ち、日々の生活や事業活動に取り入れま

しょう。 

・環境白書などで公表される市の排出状況を確認し、脱炭素への関心を深めましょう。 

・事業所の先進的な脱炭素への取組事例を積極的に発信 ・共有することで、市内の他の事

業者や市域への波及に取り組みましょう。 

進捗管理指標 

脱炭素先行地域づくり事業の推進による

CO2削減量 

最新値（2024年度） 目標値（2030年度） 

7,652t-CO2/年 22,717 t-CO2/年 

 

１－３ 公共施設の脱炭素化 

目的・概要 

市自らが脱炭素化に向けた率先行動を示すことで、市域全体の脱炭素化に向けた取組

を牽引することを目指します。 

公共施設におけるエネルギーの有効活用やZEB化を推進し、温室効果ガスの排出抑制と

持続可能な施設運営を両立し、ゼロカーボンシティの実現に向けた象徴となるよう努め

ます。 

取組内容 

・公共施設における脱炭素化に向けた率先行動 

公共施設のエネルギーの有効活用やZEB化により脱炭素化します。 

気候市民会議提言ロードマップにおける関連個票 

・個票32：ゼロカーボン実証実験のために、市は、ゼロカーボンのモデルとなる市営住 

宅や施設をつくる 

市民・事業者にお願いしたいこと 

・公共施設をクーリングシェルターやウォームシェアスポットとして利用しましょう。 

進捗管理指標 

新築公共施設のZEB化割合 （事務事業編重

点対策） 

最新値（2024年度） 目標値（2030年

度） 

20%（Nearly ZEBを含

む） 

100% 
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修正前                              修正後 

 

コラム ９ ZEH・ZEBとは 

 

ZEH（ゼッチ）とはNet Zero Energy House（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）の

略、ZEB（ゼブ）とはNet Zero Energy Building（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）

の略で、エネルギー収支をゼロ以下にする住宅・建物の総称です。 

住宅や建物の中では人が活動しており、エネルギー消費量を完全にゼロにすることは

できませんが、省エネによって使うエネルギーを削減し、創エネ、つまり再エネの導入

によって使う分のエネルギーを創ることで、エネルギー消費量を正味（ネット）でゼロ

にすることが可能となります。 

 

 

（出典）環境省 

＜ZEH・ZEBによるネットゼロ実現のイメージ＞ 

 

 ZEHやZEBにはエネルギー消費量の削減割合などに応じて複数の種類があり、断熱や省

エネによって使うエネルギーを一定の割合で削減し、創エネによってエネルギーを創る

ことで、それぞれの種類で決められたエネルギー削減の基準を満たす必要があります。 

 

ZEH種類 定義 

『ZEH』 「20％以上の省エネ」＋「創エネ」により従来の住宅に比べ
て100％以上のエネルギー削減を実現 

Nearly ZEH 「20％以上の省エネ」＋「創エネ」により従来の住宅に比べ
て75％以上、100%未満のエネルギー削減を実現 

ZEH Oriented 従来の住宅に比べて「20％以上の省エネ」によるエネルギー
削減を実現 

 

ZEB種類 定義 

『ZEB』 「50％以上の省エネ」＋「創エネ」により従来の建物に比べ
て100％以上のエネルギー削減を実現 

Nearly ZEB 「50％以上の省エネ」＋「創エネ」により従来の建物に比べ
て75％以上、100%未満のエネルギー削減を実現 

ZEB Ready 従来の建物に比べて「50％以上の省エネ」によるエネルギー
削減を実現 

ZEB Oriented 該当する用途毎に、従来の建物に比べて「30％以上または
40％以上の省エネ※」＋「更なる省エネ」によるエネルギー削
減を実現 
※ホテル等、病院等、百貨店等、飲食店等、集会所等は30%以上 

※事務所等、学校等、工場等は40%以上 

 

 
 

 

コラム １０ ZEH・ZEBとは 

 

ZEH（ゼッチ）とはNet Zero Energy House（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）の

略、ZEB（ゼブ）とはNet Zero Energy Building（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）

の略で、エネルギー収支をゼロ以下にする住宅・建物の総称です。 

住宅や建物の中では人が活動しており、エネルギー消費量を完全にゼロにすることは

できませんが、省エネによって使うエネルギーを削減し、創エネ、つまり再エネの導入

によって使う分のエネルギーを創ることで、エネルギー消費量を正味（ネット）でゼロ

にすることが可能となります。 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）環境省 

図18 ZEH・ZEBによるネットゼロ実現のイメージ 

 

 ZEHやZEBにはエネルギー消費量の削減割合などに応じて複数の種類があり、断熱や省

エネによって使うエネルギーを一定の割合で削減し、創エネによってエネルギーを創る

ことで、それぞれの種類で決められたエネルギー削減の基準を満たす必要があります。 

 

表10 ZEHの定義 

ZEH種類 定義 

『ZEH』 「20％以上の省エネ」＋「創エネ」により従来の住宅に比べ

て100％以上のエネルギー削減を実現 

Nearly ZEH 「20％以上の省エネ」＋「創エネ」により従来の住宅に比べ

て75％以上、100%未満のエネルギー削減を実現 

ZEH Oriented 従来の住宅に比べて「20％以上の省エネ」によるエネルギー

削減を実現 

 

表11 ZEBの定義 

ZEB種類 定義 

『ZEB』 「50％以上の省エネ」＋「創エネ」により従来の建物に比べ

て100％以上のエネルギー削減を実現 

Nearly ZEB 「50％以上の省エネ」＋「創エネ」により従来の建物に比べ

て75％以上、100%未満のエネルギー削減を実現 

ZEB Ready 従来の建物に比べて「50％以上の省エネ」によるエネルギー

削減を実現 

ZEB Oriented 該当する用途毎に、従来の建物に比べて「30％以上または

40％以上の省エネ※」＋「更なる省エネ」によるエネルギー削

減を実現 

※ホテル等、病院等、百貨店等、飲食店等、集会所等は30%以上 

※事務所等、学校等、工場等は40%以上 
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 34 



修正前                              修正後 

 

 

 

＜ZEH種別の基準 イメージ＞ 

 

 

＜ZEB種別の基準 イメージ＞ 

 

（出典）環境省 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（出典）環境省 

図19 ZEH種別の基準 イメージ 

 

 

（出典）環境省 

図20 ZEB種別の基準 イメージ 
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 35 



修正前                              修正後 

 

方針２ 脱炭素モビリティの普及促進 

市内における化石燃料由来自動車からの排出量の削減を目指し、脱炭素自動車の導入

や入替を進めるとともに、自転車や公共交通の利用拡大を目指します。 

市は、公用車における脱炭素自動車の導入や入替を実施するとともに、道路環境や歩行

者空間の整備など、アクセスしやすいまちづくりを推進します。 

市民及び事業者は、脱炭素自動車の導入や入替に取り組むとともに、環境負荷の少ない

自転車や公共交通の利用に取り組みます。 

 

〇方針で推進する施策 

２－１ 自動車の脱炭素化の促進 

・脱炭素自動車の導入促進 

公用車の脱炭素自動車への入替や市民・事業者の脱炭素自動車への入替を

促進します。 

 

・運輸部門の脱炭素化に向けた行動変容、インフラ整備の促進 

運輸部門の脱炭素化に向け、脱炭素自動車普及のための周知やエコドライ

ブの啓発、EV充電設備設置を促進します。 

 

２－２ 自転車利用の推進 

・自転車利用の推進 

自転車利用を進めるため、駐輪場や自転車専用レーン、サイクリングステー

ション等のインフラ整備を促進します。 

 

２－３ 公共交通の整備と利用促進 

・公共交通の利用を促す周知、インフラ整備の促進 

市民や事業者の公共交通の利用を促進するため、低炭素な公共交通の充実

に向けた調査や検討に取り組みます。 

 

・市民や事業者の公共交通の利用促進 

インセンティブの付与等により、市民や事業者の公共交通の利用を促進し

ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

市内における化石燃料由来自動車からの排出量の削減を目指し、脱炭素モビリティの

導入や入替を進めるとともに、自転車や公共交通の利用拡大を目指します。 

市は、公用車における脱炭素自動車の導入や入替を実施するとともに、道路環境や歩行

者空間の整備など、アクセスしやすいまちづくりを推進します。 

市民及び事業者は、脱炭素自動車の導入や入替に取り組むとともに、環境負荷の少ない

自転車や公共交通の利用に取り組みます。 

 

〇方針で推進する施策 

２－１ 自動車の脱炭素化の促進 

目的・概要 

自動車の脱炭素化を推進することで利便性等を損なわずに環境負荷の低い移動手段の

普及を目指します。 

公用車の脱炭素自動車への入替や市民・事業者による脱炭素自動車への転換を促進す

るとともに、EV充電設備や水素ステーション等のインフラ整備を支援します。 

取組内容 

・脱炭素自動車の導入促進 

公用車の脱炭素自動車への入替や市民・事業者の脱炭素自動車への入替を促進しま

す。 

・運輸部門の脱炭素化に向けた行動変容、インフラ整備の促進 

運輸部門の脱炭素化に向け、脱炭素自動車普及のための周知やエコドライブの啓発、

EV充電設備設置を促進します。 

気候市民会議提言ロードマップにおける関連個票 

・個票19 ：電気自動車等を利用しやすくするために、ガソリンスタンドやコンビニなど生

活上利用しやすい場所にEV充電器を普及させる 

・個票20：電気自動車を増やすために、市（県・国）は、充電器整備に補助金を出す 

・個票21 ：電気自動車を普及させるために、市 （県 ・国）は、電気自動車の税金をなくす 

・個票22 ：電気自動車を普及させるために、市は、電気自動車を持つ 《（取得 ・保有する）》

際の補助金や減税のメリットをより広く知らせる 

・個票23：水素自動車を利用しやすくするために、水素ステーションを普及させる 

市民・事業者にお願いしたいこと 

・脱炭素自動車への買い換えを検討し、日々の生活や事業活動における移動由来の排出

量の削減に取り組みましょう。 

・エコドライブを実践し、燃費の向上と排出ガスの削減を心掛けましょう。 

・店舗や事業所へのEV充電器の設置を検討しましょう。 

進捗管理指標 

市域の次世代自動車導入率（EV、FCV、PHV

（HVを除く）） 

最新値（2024年度） 目標値（2030年度） 

1.3% 8.5% 

市域のEV充電器設置数 
最新値（2024年度） 目標値（2030年度） 

63基 278基 

脱炭素モビリティの普及促進  方針２ 
 

パブリックコメント前後比較（実行計画）

 36 



修正前                              修正後 

 

２－４ 徒歩・自転車や公共交通等によりアクセスしやすいまちづくり 

・市民や事業者がアクセスしやすいまちづくりの推進 

市民や事業者が徒歩や自転車、公共交通等を利用するアクセスしやすいま

ちづくりのためのインフラを整備します。 

 

〇方針に紐づく指標 

指標 

２－１ 自動車の脱炭素化の促進 

市域の次世代自動車導入率（EV、FCV、PHV、HV） 

市域のEV充電器設置数 

２－２ 自転車利用の推進 

シェアサイクル利用回数 

２－３ 公共交通の整備と利用促進 

つくバス、つくタク、つくばね号の年間利用者数 

２－４ 徒歩・自転車や公共交通等によりアクセスしやすいまちづくり 

「気候市民会議提言ロードマップ」における歩行者空間の整備に関する施策の進捗状況 

レベル１：施策の仕組み検討のための調査を実施、結果のとりまとめ 

レベル２：仕組み検討のための調査結果を受け、施策の方向性を決定 

レベル３：施策の方向性をもとに実現可能性を整理 

レベル４：施策の実行に向けた仕組みの構築 

レベル５：施策の実行 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２－２ 自転車利用の推進 

目的・概要 

市民・事業者が安全かつ快適に自転車を利用できる環境を整備することで日常的な移

動における自転車への転換を促すことを目指します。 

自転車専用レーンや駐輪場、サイクリングステーションといったインフラ整備を推進

するとともに、地域や事業者との連携によるシェアサイクルの普及を図ります。 

取組内容 

・自転車利用の推進 

自転車利用を進めるため、自転車専用レーンや駐輪場、サイクリングステーション等

のインフラ整備を促進します。 

気候市民会議提言ロードマップにおける関連個票 

・個票８：徒歩・自転車移動ができるように、市は、屋根や木などで日陰をつくる 

・個票９ ：自転車移動を増やすために、事業者や地域 ・自治会は、（電動 ・非電動問わず）

レンタサイクルを増やす 

・個票10 ：自転車が快適に走れるように、広く安全で見てわかりやすい自転車専用レーン

を設置する 

市民・事業者にお願いしたいこと 

・買い物や通勤などの日常的な移動に自転車の利用を検討しましょう。 

・事業所内の敷地の一部をシェアサイクルのステーションとして提供するなど、市内の

移動を支える拠点づくりに協力しましょう。 

・従業員の自転車通勤を推奨するための制度や駐輪環境を整えましょう。 

進捗管理指標 

シェアサイクルの利用回数 
最新値（2024年度） 目標値（2030年度） 

39,057回 37,500回 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

パブリックコメント前後比較（実行計画）
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修正前                              修正後 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２－３ 公共交通の整備と利用促進 

目的・概要 

公共交通の利便性を高め、公共交通の利用を促進することで、環境負荷の低減と円滑に

移動できる持続可能な地域交通の構築を目指します。 

バスロケーションシステムの整備や駐輪場の拡充、ポイント付与等のインセンティブ

制度の導入により、自家用車から公共交通への行動変容を促します。 

取組内容 

・公共交通をはじめとした様々な移動手段を選択できる環境の構築 

市民や事業者の公共交通の利用を促進するため、公共交通の利便性や快適性を向上

させるとともに、自家用車以外の交通手段でも自由に移動できる環境づくりに取り組

みます。 

・市民や事業者の公共交通の利用促進 

インセンティブの付与等により、市民や事業者の公共交通の利用を促進します。 

気候市民会議提言ロードマップにおける関連個票 

・個票11 ：バスの利便性を高くするために、事業者は、GPSを導入しバスの経路と遅延な

どがわかるアプリを作成する 

・個票12 ：《積極的にバス移動をするために、》市民は、アプリを使ってバスの動きを把握

できるようにする 

・個票15 ：バスを利用しやすくするために、市や事業者は、バスの経路 ・遅延 ・位置情報

などを分かりやすくするしくみ（交通アプリやバス停に表示）を入れる 

・個票13 ：多くの市民が公共交通機関を利用しやすくなるように、公共交通やバス停へア

クセスしやすいまちづくりをする 

・個票14 ：バスの本数と停留所を増やし値段を安くするために、市 （県 ・国）は、助成金

を出す 

・個票71 ：消費者による車の移動を減らすために、事業者は、注文できたり他の荷物 （宅

配便等）も載せられ 《たりす》る環境に配慮した移動販売車を市内に走らせる 

・個票１ ：徒歩や自転車等を応援するために、事業者は、徒歩や自転車等のゼロカーボン

移動にポイント（商品券など）を与える 

・個票２ ：《徒歩や自転車等を応援するために、》事業者は、移動距離や歩数に応じてポイ

ントなどを与えるしくみをアプリで作る 

・個票３ ：歩きを応援するために、市は、《徒歩や自転車等の》ゼロカーボン移動にポイ

ントを与える 

・個票16 ：免許返納とバスとタクシーの利用を促すために、高齢者 ・未就学児 ・土日祝日

限定利用者にバスとタクシーの無料券を渡す 

市民・事業者にお願いしたいこと 

・ゼロカーボン移動でポイントが付与されるアプリ等の活用や県の健康推進事業「元気

アっプ！リいばらき」などに参加し、環境にやさしい移動に取り組みましょう。 

・事業者は、県や市の健康推進事業等に参画し、公共交通を利用しやすい環境や制度を整

えることで、従業員の健康と脱炭素経営を同時に推進しましょう。 

・移動販売等の多様なサービスを活用した環境にやさしい商品提供の手法を検討しま

しょう。 

進捗管理指標 

つくバス、つくタク、つくばね号

の年間利用者数 

最新値（2024年度） 目標値（2029年度） 

つくバス：1,125,821人 

つくタク：48,019人 

つくばね号：7,171人 

つくバス：1,150,000人 

つくタク：59,000人 

つくばね号：10,000人 

パブリックコメント前後比較（実行計画）
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修正前                              修正後 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２－４ 徒歩・自転車や公共交通等によりアクセスしやすいまちづくり 

目的・概要 

徒歩や自転車、公共交通機関を快適かつ安全に利用できるインフラを整備し、移動の利

便性向上と温室効果ガスの排出削減を両立し、誰もがアクセスしやすい持続可能なまち

づくりを目指します。 

安全な歩行空間の創出や持続可能なバスネットワークの構築、AI制御信号機や自動運

転等の先端技術の活用により、自家用車への過度な依存を抑制する交通体系への転換を

推進します。 

取組内容 

・市民や事業者がアクセスしやすいまちづくりの推進 

市民や事業者が徒歩や自転車、公共交通等を利用するアクセスしやすいまちづくり

のためのインフラを整備します。 

気候市民会議提言ロードマップにおける関連個票 

・個票４ ：歩きやすくするために、市は、広く安全な歩行者空間 （ベンチ・雨よけ・歩き

やすい素材や遊歩道）を整備・拡充する 

・個票５ ：天候に左右されず徒歩 ・自転車移動ができるように、市は、屋根付き道路等の

雨を防げるものの整備を行う 

・個票６ ：《天候に左右されず徒歩 ・自転車移動ができるように、》市は、屋根付き道路等

のモデル地区を整備する 

・個票７：徒歩・自転車移動ができるように、市は、屋根や木などで日陰をつくる  

・個票17 ：バスやタクシーの自動運転を実現するために、市は、モデル地区を定め開発を

進める 

・個票18 ：《市民が必要な時にバスに乗れるようにするために、》市は、自動運転 （AI搭載）

循環バスを導入する  

・個票26 ：道路混雑緩和のために、事業者は、土日休みだけでない多様な働き方を進める 

・個票27 ：渋滞緩和とエコドライブ促進のために、警察 《 ・県 ・市》は、信号機の制御に

AIを活用する 

市民・事業者にお願いしたいこと 

・歩道の清掃や美化活動への参加し、アクセスしやすい持続可能なまちづくりに貢献し

ましょう。 

・事業者は、従業員が自転車や公共交通を利用しやすい環境を整え、通勤における排出量

の削減に取り組みましょう。 

・安全で快適な歩行者空間の創出に向けて、店舗や事業所の周辺環境の美化や整備に取

り組み、歩きたくなるまちづくりを支援しましょう。 

進捗管理指標 

「気候市民会議提言ロードマップ」における個票４の進捗状況＜

フェーズ１＞ 

・歩行者空間整備のためのガイドラインの作成及び整備に向け

た調整・計画 

・国道、県道における歩きやすい歩行者空間の計画や整備への働

きかけ 

・傷んだ舗装等について、関係地区と協議しながら適宜、補修 

・街路樹管理指針に基づいた街路樹の適正管理、木影のある緑豊

かな空間の維持 

・歩行者通行帯の整備（蓋のある側溝への入れ替え等）の継続 

＜フェーズ２＞ 

・ガイドラインに基づく路線の設計・施工・管理 

最新値 

(2024年度) 

目標値 

(2030年度) 

フェーズ 

１ 

「順調」 

フェーズ 

２ 

「完了」 

 
 

パブリックコメント前後比較（実行計画）
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修正前                              修正後 

 

方針３ 脱炭素型ライフスタイルへの転換 

脱炭素社会の実現に向けて、地球温暖化対策への理解を醸成し、脱炭素型ライフスタイ

ルへの転換を目指します。 

市は、市民や事業者向けに、環境学習や普及啓発を推進することで地球温暖化対策への

理解醸成に取り組みます。 

市民及び事業者は、脱炭素型ライフスタイルへの転換に向けて行動します。 

 

〇方針で推進する施策 

３－１ 市民の行動変容に向けた環境学習・普及啓発の推進 

・市民の行動変容に向けた環境学習・普及啓発のインフラ整備 

市民が参加するセミナーやイベントの開催、学校での 「つくばスタイル科」

や「環境IEC運動」等の人材を育む教育プログラムの推進など、市民の行動

変容を進めます。 

 

・市民の二酸化炭素排出量等把握の仕組み構築 

市民が家庭のエネルギー消費量や二酸化炭素排出量を把握するための仕組

みを構築し、市民の行動変容を促進します。 

 

３－２ 3Rの推進 

・循環型社会の形成の推進や普及啓発によるごみ減量の推進 

市民の意識向上や行動変容に向けた施策や、環境関連イベント等を通じた

普及啓発等を推進します。 

 

・循環型社会形成に向けた仕組みの検討・構築の推進 

ごみの減量につながるとともに、学校用品のリユース活動など地域内での

資源の循環などにつながる仕組みを構築します。 

 

３－３ 地産地消の推進と食品ロスの抑制 

・地産地消を推進するための仕組み構築や普及啓発 

地産地消を推進するための仕組み （地産地消レストラン、直売所等）や関連

する情報発信等を実施します。 

 

・市民や事業者による地産地消の推進と食品廃棄物の削減の推進 

地元食材の学校給食での利用（つくば市の学校給食における地産地消推進

ガイドライン）、食育等を実施し、地産地消を推進します。 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

脱炭素社会の実現に向けて、地球温暖化対策への理解を醸成し、脱炭素型ライフスタイ

ルへの転換を目指します。 

市は、市民や事業者向けに、環境学習や普及啓発を推進することで地球温暖化対策への

理解醸成に取り組みます。 

市民及び事業者は、脱炭素型ライフスタイルへの転換に向けて行動します。 

 

〇方針で推進する施策 

３－１ 市民の行動変容に向けた環境学習・普及啓発の推進 

目的・概要 

市民一人ひとりの自発的な行動変容を促すことを目指します。 

セミナーやイベントの開催、環境教育プログラムの推進、動画や漫画を活用した多角的

な情報発信などを通じ、環境意識の向上と教育を推進します。 

家庭のエネルギー消費量や二酸化炭素排出量を把握できる仕組みを構築し、客観的な

データに基づき環境に配慮したライフスタイルへの転換を図ります。 

取組内容 

・市民の行動変容に向けた環境学習・普及啓発のインフラ整備 

市民が参加するセミナーやイベントの開催、学校での 「つくばスタイル科」等の人材

を育む教育プログラムの推進など、市民の行動変容を進めます。 

・市民の二酸化炭素排出量等把握の仕組み構築 

市民が家庭のエネルギー消費量や二酸化炭素排出量を把握するための仕組みを構築

し、市民の行動変容を促進します。 

気候市民会議提言ロードマップにおける関連個票 

・個票50 ：《ゼロカーボン・省エネを推進するために、》市民は、ゼロカーボンの知識を持

つ 

・個票55 ：ゼロカーボンへの理解を促進するために、市 （県）は、ゼロカーボンに関する

カリキュラムを学校等に導入する 

・個票59 ：資源を有効利用するために、市は、教科書や参考書のデータの入ったタブレッ

トを貸与する 

・個票76 ：市は、ゼロカーボンを目指す取り組みを市民の共感を得られる人に広報しても

らう 

・個票62 ：ゼロカーボンに最適な買い替えを促すために、市は、買い替えをサポートする

サービスなどに補助金を出す 

・個票46 ：ゼロカーボン・省エネを意識するために、市民は、自分のエネルギー使用量 ・

二酸化炭素排出量を知る 

・個票48 ：市民がゼロカーボン・省エネを意識するように、市は、エネルギー使用量 ・二

酸化炭素排出量が見えるアプリを開発する 

市民・事業者にお願いしたいこと 

・市が開催する環境関連のセミナーやイベント、教育プログラム等には、積極的に参加し

ましょう。 

・家庭におけるエネルギー使用量や二酸化炭素排出量を把握しましょう。 

・市のホームページなどの情報発信サイトを定期的にチェックし、最新の環境情報を日々

の暮らしや事業に役立てましょう。 

 
 

脱炭素型ライフスタイルへの転換  方針３ 
 

パブリックコメント前後比較（実行計画）
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修正前                              修正後 

 

〇方針に紐づく指標 

指標 

３－１ 市民の行動変容に向けた環境学習・普及啓発の推進 

環境学習や環境関連イベントへの参加者 

環境情報に関する市HP閲覧数 

３－２ 3Rの推進 

つくば市クリーンセンターでの合成繊維及びプラスチックごみ焼却量 

３－３ 地産地消の推進と食品ロスの抑制 

地産地消店レストランの認定件数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３－１ 市民の行動変容に向けた環境学習・普及啓発の推進（続き） 

進捗管理指標 

地球温暖化対策に関連する環境学習等の参

加者 

最新値（2024年度） 目標値（2030年度） 

456人 550人 

地球温暖化対策に関連する情報の市HP閲覧

数 

最新値（2025年１月

～2025年12月） 

目標値（2030年度） 

69,645回 84,000回 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

３－２ 3Rの推進 

目的・概要 

市民や事業者の意識啓発と行動変容を通じて3Rを推進し、持続可能な循環型社会を構

築すること目指します。 

学校等でのリユース活動の支援や資源循環の仕組みづくりにより、ごみの発生抑制 ・減

量を図るとともに、プラスチック類等の焼却量を削減することで、温室効果ガスの排出削

減を市域一体となって実現します。 

取組内容 

・循環型社会の形成の推進や普及啓発によるごみ減量の推進 

市民の意識向上や行動変容に向けた施策や、環境関連イベント等を通じた普及啓発

等を推進します。 

・循環型社会形成に向けた仕組みの検討・構築の推進 

ごみの減量につながるとともに、学校用品のリユース活動など地域内での資源の循

環などにつながる仕組みを構築します。 

気候市民会議提言ロードマップにおける関連個票 

・個票56：使い捨てを減らすために、市民は、学用品を再利用する 

・個票57：制服を買わなくても済むように、学校は、私服と制服を選べるようにする 

・個票58：使い捨てを減らすために、市は、学用品を貸し出して繰り返し使う 

・個票74：リサイクルを推進するために、市は、ゴミ自動分別技術を導入する 

市民・事業者にお願いしたいこと 

・プラスチック等の資源は再利用できるよう、正しく分別・リサイクルしましょう。 

・マイバッグやマイボトルを日常的に利用し、できる限りごみを出さないライフスタイ

ルを選びましょう。 

・商品の過剰な包装を控えるとともに、使い捨て製品の削減に向け、必要性の確認や代替

素材への切り替えを積極的に進めましょう。 

・循環型社会の形成にむけた普及啓発イベント等を開催し、市域一体となった循環型社

会づくりを目指しましょう。 

進捗管理指標 

つくばサステナスクエアでの合成繊維及び

プラスチックごみ焼却量 

最新値（2024年度） 目標値（2030年度） 

11,698t 9,823t 

パブリックコメント前後比較（実行計画）

 41 



修正前                              修正後 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３－３ 地産地消の推進と食品ロスの抑制 

目的・概要 

地産地消の推進と食品ロスの削減を一体的に進めることで、持続可能な食の循環を構

築することを目指します。 

地元産食材の活用や直売所の利用促進を通じて、輸送コストの削減と地域農業の支援

を図るとともに、アプリの活用や規格外品の有効利用等により食品廃棄物を抑制します。 

取組内容 

・地産地消を推進するための仕組み構築や普及啓発 

地産地消を推進するための仕組み （地産地消レストラン、直売所等）や関連する情報

発信等を実施します。 

・市民や事業者による地産地消の推進と食品廃棄物の削減の推進 

地元食材の学校給食での利用（つくば市の学校給食における地産地消推進ガイドラ

イン）、食育等を実施し、地産地消を推進します。 

気候市民会議提言ロードマップにおける関連個票 

・個票63 ：輸送コスト削減や地元農家支援のために、市民は、地産地消の食品や商品を購

入する 

・個票65 ：《地産地消を行いやすくなるように、》市は、地産地消推進センター （道の駅 ・

朝市など）をつくる 

・個票66 ：フードロスを減らすために、事業者は、賞味 ・消費期限間近の食品や規格外品

が安く買える店舗をつくる 

・個票68 ：容器包装を減らすために、事業者は、過剰包装を見直し、マイ容器でも購入で

きるようにする 

・個票70 ：食品や農産物のロスをなくすために、市は、規格外の農産物を安く売る店をつ

くったり、給食等で使うしくみをつくる  

市民・事業者にお願いしたいこと 

・地元産農産物の利用や規格外食材の利用など地産地消や食品ロス抑制に積極的に取り

組みましょう。 

・事業者は、地元産農産物を積極的に利用し、適正な量の販売を心掛けましょう。 

・飲食店等は、“ナッジ”の考え方を活用し、適量注文や食べきりといった行動を促し、

食品ロスの抑制に取り組みましょう。 

進捗管理指標 

つくば市地産地消宣言者数 
最新値（2025年度） 目標値（2030年度） 

－ 150者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

パブリックコメント前後比較（実行計画）
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方針４ 再生可能エネルギーの導入促進と活用 

温室効果ガスの削減のため、市域での再生可能エネルギーの導入促進 ・拡大と地域での

利用を目指します。 

市は、新築建物への太陽光発電などの導入促進とあわせ、既存建物への再生可能エネル

ギーの導入支援を推進します。また、地域ごとの特性に応じて再生可能エネルギーの導入

を進めるため、適正なエリアへの再生可能エネルギーの設置誘導を推進します。さらに、

エネルギーの効率的な活用を図り、市域のエネルギー消費を最適化するための仕組を整

備します。 

市民及び事業者は、建物への再生可能エネルギーの導入と利用や、エネルギーマネジメ

ントシステムの導入に取り組みます。 

 

〇方針で推進する施策 

４－１ 再エネの導入促進 

・市民や事業者の再エネ導入の促進 

市民や事業者の再エネ導入を支援するため、蓄電池等の導入に対する補助

を行います。 

 

・再エネの導入を促進する仕組みの検討 

市内の再エネ導入を促進するための施策等を検討します。 

 

・再エネの導入を適正に誘導する仕組みの検討 

  市内の再エネ導入を適正に誘導するための施策等を検討します。 

 

４－２ エネルギーの地産地消の推進 

・地域資源のエネルギー利用の促進 

廃食油を回収し、BDFの精製と利活用を推進します。 

 

・サステナスクエアの廃棄物発電及び余熱利用の推進 

サステナスクエアの廃棄物発電及び余熱利用を推進します。 

 

４－３ 効率的なエネルギーマネジメントの推進 

・効率的なエネルギーマネジメントシステムの導入の促進 

AI制御技術を用いたエネルギーマネジメントシステムの導入を促進するた

め、情報提供や補助制度を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

温室効果ガスの削減のため、市域での再生可能エネルギーの導入促進 ・拡大と市域での

利用を目指します。 

市は、新築建築物への太陽光発電などの導入促進とあわせ、既存建物への再生可能エネ

ルギーの導入支援を推進します。また、地域ごとの特性に応じて再生可能エネルギーの導

入を進めるため、適正なエリアへの再生可能エネルギーの設置を誘導します。さらに、エ

ネルギーの効率的な活用を図り、市域のエネルギー消費を最適化するための仕組みを整

備します。さらに、市外へ流出していたエネルギー代金を市内で循環させるため、市内で

創出されたエネルギーを市内で消費するエネルギーの地産地消に取り組みます。 

市民及び事業者は、建物への再生可能エネルギーの導入と利用や、エネルギーマネジメ

ントシステムの導入に取り組みます。 

 

〇方針で推進する施策 

４－１ 再エネの導入促進 

目的・概要 

市内の再生可能エネルギーの導入を促進することを目指します。 

蓄電池等の導入支援を通じて市民や事業者の主体的な参画を促すとともに、設置に関

する環境や景観に配慮した適正な誘導ルールの構築や認定制度の検討を進めます。 

取組内容 

・市民や事業者の再エネ導入の促進 

市民や事業者の再エネ導入を支援するため、蓄電池等の導入に対する補助を行います。 

・再エネの導入を促進する仕組みの検討 

市内の再エネ導入を促進するための施策等を検討します。 

・再エネの導入を適正に誘導する仕組みの検討 

市内の再エネ導入を適正に誘導するための施策等を検討します。 

気候市民会議提言ロードマップにおける関連個票 

・個票35 ：《太陽光パネルの普及促進のために、》市民や事業者は、建築物を建築するとき

は、積極的に太陽光パネルを設置する 

・個票36 ：《太陽光パネルの普及促進のために、》国 （県 ・市）は、太陽光パネル設置 ・蓄

電池設置に補助金を出す 

・個票38：《市民や事業者が安心して太陽光パネルを設置できるようにするために、》市

（国）は、太陽光パネルのリサイクルや処分の経費を補助する 

・個票37 ：市民や事業者が安心して太陽光パネルを設置するために、市は、環境や景観に

配慮したルールをつくり、健全な業者を認定する。また、適正な金額を開示す

る 

市民・事業者にお願いしたいこと 

・太陽光発電等の再生可能エネルギー設備の導入・利用を検討しましょう。 

・家庭や事業所で使用する電力は再生可能エネルギー由来の電力を選択しましょう。 

  

再生可能エネルギーの導入促進と活用  方針４ 
 

パブリックコメント前後比較（実行計画）
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修正前                              修正後 

 

〇方針に紐づく指標 

指標 

４－１ 再エネの導入促進 

太陽光発電の導入量（太陽光10kW未満・10kW以上） 

（FIT・FIP導入件数から算出） 

太陽光発電設置件数 

（市域の太陽光発電（10kW未満）設備の導入件数） 

４－２ エネルギーの地産地消の推進 

つくばサステナスクエアにおける廃棄物発電電力の市内地消率 

４－３ 効率的なエネルギーマネジメントの推進 

「気候市民会議提言ロードマップ」におけるエネルギーマネジメントシステム導入誘導

施策の進捗状況 

レベル１：施策の仕組み検討のための調査を実施、結果のとりまとめ 

レベル２：仕組み検討のための調査結果を受け、施策の方向性を決定 

レベル３：施策の方向性をもとに実現可能性を整理 

レベル４：施策の実行に向けた仕組みの構築 

レベル５：施策の実行 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

４－２ エネルギーの地産地消の推進 

目的・概要 

市内で創られた再生可能エネルギーや地域資源を有効活用し、エネルギーの地産地消

を推進することを目指します。 

市内の太陽光発電等により発電された再生可能エネルギー由来電力の市内利用の拡大

を図るとともに、つくばサステナスクエアでの廃棄物発電や余熱利用の促進、廃食油の

BDF化と利活用を図ります。 

取組内容 

・地域資源のエネルギー利用の促進 

市内に導入されている太陽光発電等の再生可能エネルギー発電設備で発電された電

力の市内での利用を促進します。 

また、廃食油を回収し、BDFに精製することで地域資源としての利活用を推進します。 

・つくばサステナスクエアの廃棄物発電及び余熱利用の推進 

つくばサステナスクエアの廃棄物発電及び余熱利用を推進します。 

気候市民会議提言ロードマップにおける関連個票 

－ 

市民・事業者にお願いしたいこと 

・家庭や事業所に設置した太陽光発電等から発電された再生可能エネルギー由来電力の

積極的な自家消費を進めるとともに、蓄電池の導入なども検討しましょう。 

・家庭から出る廃食油を回収拠点へ出し、地域資源の循環に協力しましょう。 

・地域一体となって資源とエネルギーを循環させる仕組みづくりに積極的に協力しま

しょう。 

進捗管理指標 

つくばサステナスクエアにおける廃棄物発

電電力の市内地消率 

最新値（2024年度） 目標値（2030年度） 

32.5％ 69.5％ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４－１ 再エネの導入促進（続き） 

進捗管理指標 

太陽光発電の導入量 （太陽光10kW未満 ・10kW

以上） 

（FIT・FIP導入件数から算出） 

最新値（2024年度） 目標値（2030年度） 

322 MW 506 MW 

太陽光発電設置件数 

（市域の太陽光発電（10kW未満）設備の導

入件数） 

最新値（2024年度） 目標値（2030年度） 

13,619件 24,300件 

パブリックコメント前後比較（実行計画）
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修正前                              修正後 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４－３ 効率的なエネルギーマネジメントの推進 

目的・概要 

最新技術を用いたエネルギーマネジメントシステムの導入を促進することにより、効

率的なエネルギーマネジメントの実現を目指します。 

エネルギーマネジメントシステムの導入に向けた情報提供や補助制度の整備、民間事

業者との連携による実証事業等を通じて、家庭や事業所におけるエネルギー利用の効率

化と自動化を支援します。 

取組内容 

・効率的なエネルギーマネジメントシステムの導入の促進 

AI制御技術を用いたエネルギーマネジメントシステムの導入を促進するため、情報

提供や補助制度を実施します。 

気候市民会議提言ロードマップにおける関連個票 

・個票39 ：省エネと快適さの両立のために、市民や事業者は、AIによる自動空調システム

を導入する 

・個票40 ：エネルギー消費量を減らすために、AIによる自動制御設備を家庭や事業所に導

入する 

・個票41 ：《省エネと快適さの両立のために、》市は、AIによる自動制御設備の導入に補助

金を出す 

・個票42 ：《エネルギー消費量を減らすために、》市 （県 ・国）は、省エネ家電 ・AI家電を

購入する際に補助金を出す 

・個票43 ：《エネルギー消費量を減らすために、》市 （県 ・国）は、AI制御技術の開発費 ・

研究費を補助する 

市民・事業者にお願いしたいこと 

・HEMSやBEMSを活用して、家庭や事業所のエネルギー使用状況を 「見える化」しましょう。 

・事業者は先端技術を活用した効率的なエネルギーマネジメントの実証事業への参画や

新たな仕組みの構築に挑戦しましょう。 

・事業所において高効率で自動化された設備への更新を進めましょう。 

進捗管理指標 

「気候市民会議提言ロードマップ」における個票39の進

捗状況 

＜フェーズ１＞ 

・低炭素 （建物 ・街区）ガイドラインの改定方針の検討 

・AI制御技術を用いたエネマネシステムの市場動向調

査 

＜フェーズ２＞ 

・低炭素（建物・街区）ガイドラインの改      

 定 

・低炭素 （建物 ・街区）ガイドライン認定に伴う市民 ・

事業者向け支援制度の検討 （補助メニュー・補助対象

等） 

＜フェーズ３＞ 

・低炭素 （建物 ・街区）ガイドライン認定に対する市民

向け支援制度の改定、メニュー新設 

・低炭素 （建物 ・街区）ガイドライン認定に対する支援

制度の周知 

最新値 

（2024年度） 

目標値 

（2030年度） 

フェーズ 

１ 

「順調」 

フェーズ 

３ 

「完了」 

 
 
 

パブリックコメント前後比較（実行計画）
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修正前                              修正後 

 

コラム １１ 太陽光発電の導入促進の仕組み 

 

一定の戸数を供給する事業者に対し、太陽光発電の設置率目標を掲げた住宅トップラ

ンナー制度（下図参照）が制定されました。本市においても、新築の住宅への太陽光発電

の導入が進むことが期待されます。 

 

 

＜住宅トップランナー制度の概要＞ 

 

 

また、既存住宅等への太陽光発電の導入促進については、事業者が初期費用を一時負担

して太陽光発電設備を設置し、住宅所有者は電気料金等を支払うことで、初期費用０円で

太陽光発電を設置する仕組み（PPA）等を活用することも想定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）環境省 

 
 

コラム １２ 目標達成に向けて必要な再生可能エネルギー導入量のイメージ 

 

 本市では温室効果ガス削減目標の達成に向けて、再生可能エネルギーの導入を促進す

ることしています。 

 令和12年度（2030年度）の削減目標の達成に向けた再生可能エネルギーの導入促進施

策によって見込む温室効果ガス削減量の目安は133.4千t-CO2であり、事業所及び家庭に

おける再生可能エネルギーの導入による削減量の内訳は以下のとおりです。 

 

 事業所 家庭 

太陽光発電の設置 10.2 千t-CO2 

(既存事業所の10％が設置) 

16.1 千t-CO2 

(既存住宅の５％が設置) 

再生可能エネルギー由来

電力メニューへの切替 

81.0 千t-CO2 

(既存事業所の50％が切替) 

26.1 千t-CO2 

(既存住宅の20％が切替) 

 

 令和12年度（2030年度）の温室効果ガス削減目標を達成するために必要な温室効果ガ

スの削減量は763.1千t-CO2（令和３年度（2021年度）の本市の温室効果ガス排出量

1,868.0千t-CO2から令和12年度（2030年度）の本市の目標排出量1,104.9千t-CO2の差

分）です。 

 令和12年度（2030年度）の削減目標の達成に向けた再生可能エネルギーの導入促進施

策によって見込む温室効果ガス削減量133.4千t-CO2は、令和12年度（2030年度）までに

必要な削減量763.1千t-CO2の約18％に相当します。 

 令和12年度（2030年度）に向けては事業所や家庭への太陽光発電の設置や再生可能エ

ネルギー由来電力メニューへの切替等の対策のみならず、駐車場への太陽光発電設備の

導入や土地への環境に配慮された適正な再生可能エネルギーの導入、省エネの推進等の

対策が求められ、市・市民・事業者が連携して削減に向けた取組を進めることが重要と

なります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

パブリックコメント前後比較（実行計画）
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修正前                              修正後 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

コラム １３ 太陽光発電の導入促進の仕組み 

 

国の住宅トップランナー制度で、一定の戸数を供給する事業者に対して太陽光発電の

設置率の目標値が追加され、2025年4月から施行がスタートしました（下図参照）。本市に

おいても、新築の住宅への太陽光発電の導入が進むことが期待されます。 

 

 

図21 住宅トップランナー制度の概要 

 

また、既存住宅等への太陽光発電の導入促進については、事業者が初期費用を一時負担

して太陽光発電設備を設置し、住宅所有者は電気料金等を支払うことで、初期費用０円で

太陽光発電を設置する仕組み（PPA）等を活用することも想定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）環境省 

図22 ０円ソーラーの仕組みのイメージ 

 
 

パブリックコメント前後比較（実行計画）
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修正前                              修正後 

 

方針５ 気候変動への適応 

地球温暖化への適応の必要性の理解が進み、気候変動に適応しているまちの実現を目

指します。 

市は、気候変動による災害や健康被害、農作物への被害等を軽減する取組を推進します。

また、気候変動適応策の一環として緑の保全や緑化の推進に取り組むことで、気候変動へ

の適応のみならず、温室効果ガスの吸収源対策もあわせて推進します。 

市民及び事業者は、気候変動への適応の必要性を理解し、「つくば市防災ガイド・ハザー

ドマップ」の理解や活用による災害への備えのみならず、クールシェルターやウォーム

シェルターの活用など適応策に取り組みます。 

 

〇方針で推進する施策 

５－１ 気候変動による災害への対策の強化 

・災害への対策の強化 

市民や事業者に対して、気候変動に適応することの重要性の意識啓発 ・理解

促進を図ります。 

 

５－２ 熱中症・感染症等への適切な対応 

・熱中症・感染症等への適切な対応 

熱中症警戒アラートの周知などの普及啓発、クーリングシェルター・ウォー

ムシェルターの指定や周知を行います。 

 

５－３ 農業分野における適応策の推進 

・農業分野における適応策の推進 

気候変動の影響に適応する品種や方策に関する普及啓発を実施します。 

 

５－４ 緑の保全と緑化の推進 

・森林の維持・保全 

森林の適切な維持管理を推進します。 

 

・まちなかの緑の保全 

まちなかの緑を保全するため、都市公園等の管理 ・整備や工場や商業施設等

の緑地率の向上、市民参加の緑化活動を実施します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

気候変動について緩和とともに適応が必要であることの理解が市域に浸透した、気候

変動に適応しているまちの実現を目指します。 

市は、気候変動による災害や健康被害、農作物への被害等を軽減する取組を推進します。

また、気候変動適応策の一環として緑の保全や緑化の推進に取り組むことで、気候変動へ

の適応のみならず、温室効果ガスの吸収源対策もあわせて推進します。 

市民及び事業者は、気候変動への適応の必要性を理解し、「つくば市防災ガイド 洪水 ・

土砂ハザードマップ」の理解や活用による災害への備えのみならず、クーリングシェル

ターやウォームシェアスポットの活用など適応策に取り組みます。 

 

〇方針で推進する施策 

５－１ 気候変動による災害への対策の強化 

目的・概要 

気候変動に伴う気象災害の激甚化 ・頻発化を見据え、市民や事業者の自発的な防災行動

を促進することで災害に強い持続可能なまちの実現を目指します。 

つくば市防災ガイド 洪水・土砂ハザードマップの活用を通じた具体的な備えを支援

し、気候変動に適応することの重要性の意識啓発 ・理解促進を通し、市域全体の防災意識

の醸成を図ります。 

取組内容 

・災害への対策の強化 

市民や事業者に対して、気候変動に適応することの重要性の意識啓発 ・理解促進を図

ります。 

気候市民会議提言ロードマップにおける関連個票 

－ 

市民・事業者にお願いしたいこと 

・日頃から、「つくば市防災ガイド 洪水 ・土砂ハザードマップ」等を活用して、災害に

対する事前の備えを実施しましょう。 

・停電への備えとして、蓄電池等の導入を検討しましょう。 

進捗管理指標 

災害への事前の備えとして３日分以上の食

料・飲料水の備蓄をしている市民の割合 

最新値（2025年度） 目標値（2030年度） 

50.5% 53.0% 

 

  

気候変動への適応  方針５ 
 

←「つくば市防災ガイド 洪水・土砂ハザードマップ」の詳細については市のホームページ
を参照ください。 

パブリックコメント前後比較（実行計画）
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修正前                              修正後 

 

〇方針に紐づく指標 

指標 

５－１ 気候変動による災害への対策の強化 

気候変動への備えに取り組んでいる市民のうち、「つくば市防災ガイド・ハザードマッ

プ」を活用した災害への事前の備えに取り組んでいる割合 

５－２ 熱中症・感染症等への適切な対応 

クーリングシェルター・ウォームシェルターの指定数 

５－３ 農業分野における適応策の推進 

農業分野に関する適応策の普及啓発活動の実施数 

５－４ 緑の保全と緑化の推進 

森林保全協定の締結面積 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５－２ 熱中症・感染症等への適切な対応 

目的・概要 

気候変動に伴う猛暑や感染症の脅威から市民や事業者の健康と生命を守り、市民が安

全かつ健やかに暮らせる気候変動に適応したまちの実現を目指します。 

熱中症警戒アラートの迅速な周知や普及啓発を強化するとともに、一時的な避難場所

となるクーリングシェルターやウォームシェアスポットの指定・周知を推進します。 

取組内容 

・熱中症・感染症等への適切な対応 

熱中症警戒アラートの周知などの普及啓発、クーリングシェルター・ウォームシェア

スポットの指定や周知を行います。 

気候市民会議提言ロードマップにおける関連個票 

・個票44 ：《クールシェア・ウォームシェア推進のために、》市と事業者は、(子どもを含

めた)市民が集える涼しい・暖かい場所をつくる 

・個票45：シェアリングエコノミー推進のために、市民は、商業施設や公共空間を利用 

する 

市民・事業者にお願いしたいこと 

・夏場はこまめに水分、塩分を摂取し、脱水状態を防ぎましょう。 

・公共施設やショッピングモール等のクーリングシェルターやウォームシェアスポット

を積極的に利用しましょう。  

・日傘の使用等により、気温上昇に適応したライフスタイルを実践しましょう。 

・夏でも涼しく効率的に働くことができるクールビズを推進しましょう。 

・感染症を媒介する蚊の繁殖を防ぐため、庭の不要な水たまりを除去するなど、感染症の

被害の予防を心掛けましょう。 

進捗管理指標 

クーリングシェルターの指定数 
最新値（2025年度） 目標値（2030年度） 

104施設 110施設 

ウォームシェアのスポット数 
最新値（2025年度） 目標値（2030年度） 

49施設 55施設 

 

５－３ 農業分野における適応策の推進 

目的・概要 

地球温暖化による気温上昇や気象災害が農業生産に及ぼす影響を最小限に抑えること

を目指します。 

気候変動に適応した品種の導入や、生産効率を高めるスマート農業の実装に関する普

及啓発を通じ、農業経営の安定化を支援します。 

取組内容 

・農業分野における適応策の推進 

気候変動の影響に適応する品種や方策に関する普及啓発を実施します。 

気候市民会議提言ロードマップにおける関連個票 

・個票64 ：地産地消のものが安く買えるように、市は、農家を支援 （補助金 ・スタートアッ

プ）する 

市民・事業者にお願いしたいこと 

・農作物の高温耐性品種の選択・栽培等、食糧の安定的な確保に努めましょう。 

・農作物の栽培時期を調整する等、気候変動の影響を低減する方策を実施しましょう。 

進捗管理指標 

農業分野に関する適応策の普及啓発活動の

実施数 

最新値（2025年度） 目標値（2030年度） 

２回 県発表情報の周知 

 

パブリックコメント前後比較（実行計画）
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修正前                              修正後 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５－４ 緑の保全と緑化の推進 

目的・概要 

市民や事業者との協働により森林の保全や都市緑化を推進し、市域の緑地率や緑被率

を高めることで、CO2吸収源の確保とヒートアイランド現象の緩和を目指します。 

森林の適切な管理や公園整備に加え、工場 ・商業施設における緑地率の向上や、日陰を

創出する樹木の適正配置等を行います。 

取組内容 

・森林の維持・保全 

森林の適切な維持管理を推進します。 

・まちなかの緑の保全 

まちなかの緑を保全するため、都市公園等の管理 ・整備や工場や商業施設等の緑地率

や緑被率の向上、市民参加の緑化活動を実施します。 

気候市民会議提言ロードマップにおける関連個票 

・個票24 ：外で涼めるように、《事業者や地域 ・自治会は、》日陰のできる街路樹や緑地な

どを増やす 

・個票25：《まちの緑を増やすために、》商業施設は、グリーン化を進める 

市民・事業者にお願いしたいこと 

・市民参加の緑化 ・植樹活動等に積極的に参加し、市域の緑地率 ・緑被率の向上に貢献し

ましょう。 

・事業敷地内の積極的な緑化を推進し、市域の緑地率 ・緑被率の向上に貢献しましょう。 

進捗管理指標 

森林バンク制度の維持管理総面積 
最新値（2025年度） 目標値（2030年度） 

51,012㎡ 151,012㎡ 

森林バンク制度の仲介総件数 
最新値（2025年度） 目標値（2030年度） 

11件 36件 
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方針６ 各主体の連携による環境と経済の好循環 

温室効果ガス排出削減と経済成長の同時実現に資する地球温暖化対策を推進し、環境

負荷の低減と経済の活性化が両立する社会の実現を目指します。 

市は、大学 ・研究機関や事業者との連携による脱炭素技術等の取組を進めるとともに、

国や県、他自治体との広域連携による脱炭素の取組を推進します。 

市民及び事業者は、大学 ・研究機関や事業者と連携して、環境と経済の好循環に取り組

みます。 

 

〇方針で推進する施策 

６－１ 大学・研究機関や事業者、他自治体との連携強化 

・脱炭素を軸とした新たな取組の創出 

市内の大学 ・研究機関や事業者との連携を強化し、新たなビジネスや取組を

創出します。地産地消の推進や脱炭素技術の普及展開など、脱炭素を起点に

新たな価値を生み出す取組やビジネスを積極的に支援し、脱炭素と地域経

済の活性化を一体的に推進します。 

 

６－２ 「気候市民会議提言ロードマップ」の推進 

・ 「気候市民会議提言ロードマップ」の推進 

「気候市民会議提言ロードマップ」の施策・取組を推進します。 

 

６－３ 事業者・研究機関等の脱炭素経営の促進・支援 

・事業者・研究機関等の取組の発信 

事業者 ・研究機関等と連携し、温室効果ガス排出量の見える化と市のHPでの

公表を進めます。 

 

・事業者・研究機関等の取組の支援 

事業者 ・研究機関等の取組を支援するため、筑波研究学園都市交流協議会等

と連携し、技術者等の養成支援、情報発信の支援などを実施します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

温室効果ガス排出削減と経済成長の同時実現に資する地球温暖化対策を推進し、環境

負荷の低減と経済の活性化が両立する社会の実現を目指します。 

市は、大学 ・研究機関や事業者との連携による脱炭素技術等の取組を進めるとともに、

国や県、他自治体との広域連携による脱炭素の取組を推進します。 

市及び市民、事業者は、大学 ・研究機関や事業者と連携して、環境と経済の好循環に取

り組みます。 

 

〇方針で推進する施策 

６－１ 大学・研究機関や事業者、他自治体との連携強化 

目的・概要 

市内の大学 ・研究機関や事業者、他自治体との広域での連携を強化し、脱炭素を軸とし

た新たな価値とビジネスを創出することを目指します。 

最先端の脱炭素技術の社会実装や次世代エネルギー利用の開発支援を通じて、地域経

済の活性化と温室効果ガスの排出削減を一体的に推進します。 

取組内容 

・脱炭素を軸とした新たな取組の創出 

市内の大学 ・研究機関や事業者との連携を強化し、新たなビジネスや取組を創出しま

す。 

地産地消の推進や脱炭素技術の普及展開など、脱炭素を起点に新たな価値を生み出

す取組やビジネスを積極的に支援し、脱炭素と地域経済の活性化を一体的に推進しま

す。 

気候市民会議提言ロードマップにおける関連個票 

・個票61 ：市民の選択を支援するために、国は、カーボンフットプリント （商品 ・サービ

スの原材料調達から廃棄 ・リサイクルまでのCO2排出量）の表示を製品等に義

務付ける 

・個票72 ：リサイクルを促進するために、企業と研究所は、ゴミ自動分別技術を開発する 

・個票75：国は、次世代エネルギー利用のための技術開発を支援する 

市民・事業者にお願いしたいこと 

・カーボンフットプリント表示等に注目し、より環境負荷の少ない製品や商品を選ぶ習

慣を身につけましょう。 

・ 「脱炭素」を新たな価値と捉え、地域資源を活用した地産地消の推進や環境にやさしい

商品提供に取り組みましょう。 

進捗管理指標 

エネルギー消費当たりのCO2排出量 

（CO2排出量/エネルギー消費量） 

最新値（2021年度） 目標値（2030年度） 

78 t-CO2/TJ 57 t-CO2/TJ 

経済活動のエネルギー効率 

（エネルギー消費量/GDP） 

最新値（2021年度） 目標値（2030年度） 

0.013 TJ/億円 0.011 TJ/億円 

GDP当たりのCO2排出量 

（CO2排出量/GDP） 

最新値（2021年度） 目標値（2030年度） 

1.2 t-CO2/億円 0.6 t-CO2/億円 

 
 
 
 
 

各主体の連携による環境と経済の好循環  方針６ 
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修正前                              修正後 

 

〇方針に紐づく指標 

指標 

６－１ 大学・研究機関や事業者、他自治体との連携強化 

①エネルギー消費当たりのCO2排出量（CO2排出量/エネルギー消費量）、 

②経済活動のエネルギー効率（エネルギー消費量/GDP）、 

③GDP当たりのCO2排出量（CO2排出量/GDP） 

６－２ 「気候市民会議提言ロードマップ」の推進 

「気候市民会議提言ロードマップ」の進捗状況 

６－３ 事業者・研究機関等の脱炭素経営の促進・支援 

「気候市民会議提言ロードマップ」における見える化に取り組む企業や研究機関に関す

る施策の進捗状況 

レベル１：施策の仕組み検討のための調査を実施し、結果のとりまとめ 

レベル２：仕組み検討のための調査結果を受け、施策の方向性を決定 

レベル３：施策の方向性をもとに実現可能性を整理 

レベル４：施策の実行に向けた仕組みの構築 

レベル５：施策の実行 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６－２ 「気候市民会議提言ロードマップ」の推進 

目的・概要 

市民の意見を集約した 「気候市民会議提言ロードマップ」に基づき、各取組を網羅的か

つ着実に推進することを目指します。 

「気候市民会議提言ロードマップ」の推進により、市域一体となった脱炭素への行動を

加速させ、市民参画による持続可能なゼロカーボンシティを実現します。 

取組内容 

・ 「気候市民会議提言ロードマップ」の推進 

「気候市民会議提言ロードマップ」の施策・取組を推進します。 

気候市民会議提言ロードマップにおける関連個票 

※本施策では「気候市民会議提言ロードマップ」全体の推進を目指すことから掲載され

ている全個票を関連個票とします。 

市民・事業者にお願いしたいこと 

・気候市民会議から生まれた具体的な提案を自分事として捉え、日常生活の中に取り入

れましょう。 

・事業者は市と連携し、自社の知見を活用することで 「気候市民会議提言ロードマップ」

に掲げられた個票の実現に向けた取組を支援しましょう。 

進捗管理指標 

「気候市民会議提言ロードマップ」の進捗

状況 

最新値（2024年度） 目標値（2030年度） 

96% 100% 

 

 

６－３ 事業者・研究機関等の脱炭素経営の促進・支援 

目的・概要 

市内の事業者 ・研究機関等における脱炭素経営を支援 ・促進し、温室効果ガス排出削減

と経済成長の同時実現を目指します。 

筑波研究学園都市交流協議会等と連携し、温室効果ガス排出量の見える化や情報公表

を促進するとともに、専門技術者の養成やゼロカーボン推進室の設置支援を行います。 

グリーン購入の促進や食品ロス削減等の取組も一体的に進め、地域経済の持続的な発

展とゼロカーボンシティの実現を図ります。 

取組内容 

・事業者・研究機関等の取組の発信 

事業者 ・研究機関等と連携し、温室効果ガス排出量の見える化と市のHPでの公表を進

めます。 

・事業者・研究機関等の取組の支援 

事業者・研究機関等の取組を支援するため、筑波研究学園都市交流協議会等と連携

し、技術者等の養成支援、情報発信の支援などを実施します。 

気候市民会議提言ロードマップにおける関連個票 

・個票47 ：《ゼロカーボン・省エネを意識するために、》事業者は、エネルギー使用量 ・二

酸化炭素排出量の見える化をする 

・個票49 ：非住宅 （事業所等）のゼロカーボンを促すために、市は、事業所等のエネルギー

消費量・二酸化炭素排出量の状況を示すwebサイトをつくる 

・個票51 ：ゼロカーボンを達成するために、市内の研究機関は、ゼロカーボン推進課 ・推

進室を設置する 

・個票52 ：ゼロカーボン技術を導入するために、事業者は、ゼロカーボン技術者を養成す

る 
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修正前                              修正後 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６－３ 事業者・研究機関等の脱炭素経営の促進・支援（続き） 

気候市民会議提言ロードマップにおける関連個票（続き） 

・個票53 ：ゼロカーボンを進めるために、事業者は、ゼロカーボンの管理者を指定／養成

する 

・個票54 ：《ゼロカーボン・省エネを推進するために、》市は、市民と事業者に省エネ技術

等を学ぶ・知る場を提供する 

・個票60 ：《ゼロカーボンな商品 ・サービスが普及するように、》市を含む事業者は、カー

ボンフットプリント （商品 ・サービスの原材料調達から廃棄 ・リサイクルまで

のCO2排出量）が小さい製品を選ぶ・購入する 

・個票67 ：フードロスを減らすために、事業者は、使い捨て容器をやめて食品の量り売り

をする 

・個票69 ：《フードロス削減に取り組む店を支援するために、》国 （県 ・市）は、フードロ

ス削減に取り組む店の税を軽減する 

市民・事業者にお願いしたいこと 

・自社のエネルギー使用状況を見える化し、その使用状況を積極的に公表しましょう。 

・ゼロカーボンに関する専門技術者の養成と推進体制の整備に取り組みましょう。 

・他の事業者や研究機関等との連携による技術革新に取り組むなど、地域経済の発展と

脱炭素化の両立に取り組みましょう。 

進捗管理指標 

「気候市民会議提言ロードマップ」におけ

る個票47の進捗状況 

＜フェーズ１＞ 

・国、県等の既存制度情報収集・整理 

・事例調査 

・筑波研究学園都市交流協議会等の既存組

織と連携し、市内の研究機関や企業におけ

る二酸化炭素排出量等の見える化に関する

現状を把握 

＜フェーズ２＞ 

・筑波研究学園都市交流協議会等の既存組

織と連携し、市内の研究機関や企業へ二酸

化炭素排出量等の見える化を要請 

・周知、啓発 

最新値（2024年度） 目標値（2030年度） 

フェーズ１「順調」 フェーズ２「完了」 
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コラム １４ 方針別の削減量 

 

本市において、削減目標（令和12年度（2030年度）46％、令和17年度（2035年度）

61％、令和22年度（2040年度）74％）を達成するための６つの方針別削減量の推計結果

を示します。 

 

 令和 12 年度

（2030 年度） 

令和 17 年度

（2035 年度） 

令和 22 年度

（2040 年度） 

方針別の

削減効果 

方針１ ▲ 446.6 ▲ 575.5 ▲ 700.3 

方針２ ▲ 75.5 ▲ 167.9 ▲ 295.3 

方針３ ▲ 6.1 ▲ 7.9 ▲ 9.8 

方針４ ▲ 167.0 ▲ 196.8+α ▲ 205.1+α 

方針５ - - - 

方針６ ▲ 6.1 ▲ 7.8 ▲ 9.6 

活動量の変化量 ▲ 76.8 ▲ 36.8 ▲ 3.7 

電力排出係数の改善 ▲ 165.9 ▲ 205.3 ▲ 237.4 

合計 ▲ 944.0 ▲ 1,198.1+α ▲ 1,461.2+α 

 

令和17年度（2035年度）・令和22年度（2040年度）における目標削減量不足分について

は、＋αとして設定しています。これは、施策間連携による相乗効果や技術革新、再エ

ネ市場の醸成等を見込んでいるものです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

コラム １５ 方針別の削減量 

 

本市において、削減目標（令和12年度（2030年度）46％、令和17年度（2035年度）

61％、令和22年度（2040年度）74％）を達成するための６つの方針別削減量の推計結果

を示します。 

 

表12 方針別の削減量の推計結果 

（千 t-CO2） 
令和 12 年度

（2030 年度） 

令和 17 年度

（2035 年度） 

令和 22 年度

（2040 年度） 

方針別の

削減効果 

方針１ ▲ 446.6 ▲ 575.5 ▲ 700.3 

方針２ ▲ 53.1 ▲ 111.1 ▲ 181.0 

方針３ ▲ 6.1 ▲ 7.9 ▲ 9.8 

方針４ ▲ 156.8 ▲ 188.7+α ▲ 199.4+α 

方針５ - - - 

方針６ ▲ 6.1 ▲ 7.8 ▲ 9.6 

活動量の変化量 ▲ 76.8 ▲ 36.8 ▲ 3.7 

電力排出係数の改善 ▲ 201.8 ▲ 274.4 ▲ 349.1 

合計 ▲ 947.3 ▲ 1,202.2+α ▲ 1,452.8+α 

 

令和17年度（2035年度）・令和22年度（2040年度）における目標削減量不足分について

は、＋αとして設定しています。これは、施策間連携による相乗効果や技術革新、再エ

ネ市場の醸成等を見込んでいるものです。 
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コラム １６ 市民・事業者で取り組める具体策と削減効果 

 

 市民や事業者が家庭や事業所で取り組める取組には以下の例があります。脱炭素に向

けた取組はCO2排出量の削減のみならず、光熱費の削減などの効果もあります。 

 

家庭で取り組める取組と効果の例 

 

 家庭で取り組める対策として太陽光パネルの導入は削減効果が大きいですが、集合住

宅に住んでいる方や自宅の状態により設置ができない方など様々な事情で自宅に太陽光

パネルを設置できない場合には家庭で契約している電力メニューを再生可能エネルギー

電力由来メニューに切り替えるなどの取組も有効です。近年では急速な再生可能エネル

ギーの発電設備の価格低下等により、電力を普通に購入するよりも安く使えるといった

ケースも増えています。 

 

事業所で取り組める取組と効果の例 

 

 

 このほかにも事業者のBCP（Business Continuity Plan;事業継続計画）の一環の対策

として、蓄電池の導入なども事業者の脱炭素化には有効です。太陽光パネルの設置と組

み合わせることで、平常時は太陽光パネルによって発電された余剰電力の蓄電を行いな

がら、非常時には非常用電源として活用することが可能となります。 

 

 
 
 

コラム １７ 市民・事業者で取り組める具体策と削減効果 

 

 市民や事業者が家庭や事業所で取り組める取組には以下の例があります。 

 

家庭で取り組める取組と効果の例 

※電気料金単価は 31 円/kWh で試算（出典）（公社）全国家庭電気製品公正取引協議会、電力排出係数は 0.421kg-CO2/kWh（出典）東京電力 2024 年度実績 

 

 家庭で取り組める対策として太陽光パネルの導入は削減効果が大きいですが、集合住

宅に住んでいる方や自宅の状態により設置ができない方など様々な事情で自宅に太陽光

パネルを設置できない場合には家庭で契約している電力メニューを再生可能エネルギー

電力由来メニューに切り替えるなどの取組も有効です。 

また、脱炭素に向けた取組はCO2排出量の削減や光熱費の削減のメリットだけでなく、

太陽光発電設備と蓄電池を併せて設置することによる災害時の安定した電力供給の実現

や断熱改修等により夏は涼しく、冬は暖かい快適な室内環境を実現するなど災害対策面

や健康面でも大きなメリットがあります。 

 

事業所で取り組める取組と効果の例 

 

 このほかにも事業者のBCP（Business Continuity Plan;事業継続計画）の一環の対策

として、蓄電池の導入なども事業者の脱炭素化には有効です。太陽光パネルの設置と組

み合わせることで、平常時は太陽光パネルによって発電された余剰電力の蓄電を行いな

がら、非常時には非常用電源として活用することが可能となります。 

 

 
 
 

高効率エアコンへの入替 

CO2削減効果：70kg-CO2 

光熱費削減効果：7,338 円/年 

（出典）環境省「デコ活」 

高効率冷蔵庫への入替 

CO2削減効果：108kg-CO2 

光熱費削減効果：11,413円/年 

（出典）環境省「デコ活」 

LED ランプへの入替 

CO2削減効果：40kg-CO2 

光熱費削減効果：2,883 円/年 

（出典）環境省「デコ活」 

高効率空調への入替 

CO2削減効果：27t-CO2 

光熱費削減効果：120 万円/年 

（出典）（一社）環境イニシアチブ 

LED照明への入替 

CO2削減効果：44t-CO2 

光熱費削減効果：194万円/年 

（出典）（一社）環境イニシアチブ 

太陽光パネルの導入 

CO2削減効果：29t-CO2 

光熱費削減効果：126 万円/年 

※50kW の太陽光パネルを設置した場合 

※電力単価は 18.5 円/kWh で試算 

太陽光パネルの導入 

CO2削減効果：2,860kg-CO2 

光熱費削減効果：21 万円/年 

※５kW の太陽光パネルを設置した場合 

※電力単価は 31 円/kWh で試算 

エアコンを使用する 
時間を１時間短縮する 

CO2削減効果：131.5kg-CO2/年 

光熱費削減効果：9,684 円/年 

（出典）環境省 

「デコ活データベース ver.1.1」 

冷蔵庫の温度を 
高く設定して使用する 

CO2削減効果：33.5kg-CO2/年 

光熱費削減効果：2,466円/年 

（出典）環境省 

「デコ活データベース ver.1.1」 

家庭で照明を使用する 
時間を１時間短縮する 

CO2削減効果：1.5kg-CO2/年 

光熱費削減効果：109 円/年 

（出典）環境省 

「デコ活データベース ver.1.1」 

高効率空調への入替 

CO2削減効果：29.9t-CO2/年 

光熱費削減効果：110 万円/年 

（出典）（一社）環境共創イニシアチブ 

「令和５年度補正予算 省エネルギー投資促

進支援事業 成果報告」 

制御機能付き 
LED照明器具への入替 

CO2削減効果：26.2t-CO2/年 

光熱費削減効果：104万円/年 

（出典）（一社）環境共創イニシアチブ 

「令和５年度補正予算 省エネルギー投資促

進支援事業 成果報告」 

太陽光パネルの導入 

CO2削減効果：29t-CO2/年 

光熱費削減効果：136 万円/年 

※50kW の太陽光パネルを設置した場合 

※電気料金単価は20円/kWhで試算（出典）（一

社）環境共創イニシアチブ「令和５年度補正

予算 省エネルギー投資促進支援事業 成果

報告」 

※電力排出係数は 0.421kg-CO2/kWh（出典）

東京電力 2024 年度実績 

太陽光パネルの導入 

CO2削減効果：2,860.5kg-CO2/年 

光熱費削減効果：21 万円/年 

※５kW の太陽光パネルを設置した場合 

断熱リフォームをして 
冷暖房を節約する 

CO2削減効果：950.4kg-CO2/年 

光熱費削減効果：69,985円/年 

（出典）環境省 

「デコ活データベース ver.1.1」 

脱炭素自動車の購入 

CO2削減効果：610.3kg-CO2/台 

燃料費削減効果：75,152円/年 

（出典）環境省 

「『脱炭素につながる新しい豊かな暮らしの

10 年後』の関連資料」 

←家庭で取り組める取組の詳細については環境省「デコ活」ホームページを参照ください。 
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計画の推進体制 

６－１．計画の進行管理 

本計画における進行管理には、PDCA（Plan・Do・Check・Action）サイクルを活用し、

目標・指標・施策内容の設定（Plan）と施策の実施（Do）、定期的な進捗評価（Check）、

評価結果に基づく見直しと改善 （Action）を継続的に行うことで、計画の実効性を高めま

す。 

 

６－２．計画の推進体制 

本計画を実効性のあるものとしていくため、計画の進行管理を行います。計画の進行管

理は、以下のような体制で進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 計画の推進体制 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第６章 計画の推進体制 

６－１．計画の進行管理 

本計画における進行管理には、PDCA （Plan ・Do ・Check ・Act）サイクルを活用し、目標 ・

指標・施策内容の設定（Plan）と施策の実施（Do）、定期的な進捗評価（Check）、評価結

果に基づく見直しと改善（Act）を継続的に行うことで、計画の実効性を高めます。 

 

６－２．計画の推進体制 

本計画を実効性のあるものとしていくため、計画の進行管理を行います。計画の進行管

理は、以下のような体制で進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図23 計画の推進体制 
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（１）つくば市の特性 

〇つくば市の位置と地勢 

 本市は、茨城県の南西部に位

置し、茨城県の県庁所在地水戸

市から南西に約 50km、首都東京

から北東に約 50km、成田国際空

港（成田市）から北西に約 40km

の距離に位置しています。面積

は 283.72km2で、これは県内で４

番目の広さになっています。 

北に関東の名峰筑波山を擁

し、東には我が国第２位の面

積を有する霞ヶ浦を控え、あわせて水郷筑波国定公園に指定されています。 

また、筑波山地域を除く市域の大部分は、筑波 ・稲敷台地と呼ばれる標高 20～30mの関

東ローム層に覆われた平坦な地形であり南北に流れる小貝川、桜川、谷田川、西谷田川な

どの河川は、周辺の平地林、畑地あるいは水田等と一体となって落ち着いた田園風景を醸

し出しています。 

 

〇気候 

 本市の年平均気温は、昭和 50 年（1975 年）から令和７年（2025）年の 50 年間で増

加の傾向をたどっており、昭和 50年 （1975年）に 13.2℃だった年平均気温が、令和７年

（2025 年）には 15.7℃まで上昇しています。 

 

 
図 25 つくば市の年平均気温の推移 
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図 24 つくば市の位置 
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〇人口 

  本市の人口及び世帯数は増加の一途をたどっており、令和７年（2025 年）にはそれ

ぞれ 261,771 人、122,486 世帯まで増加しています。また、本市の将来推計人口は令和 22

年（2040年）頃まで増加傾向にあり、今後、さらなる人口増加が見込まれます。 

 

   

 

図 26 つくば市の人口及び世帯数の推移 

 
 

〇事業所の推移 

 本市の業務系事業所は増減を繰り返しており、令和３年度 （2021年度）において、6,819

事業所となっています。一方、業務系従業者数は増加の傾向にあり、令和３年度 （2021 年

度）において 114,038 人となっています。 

 業務系事業所数に大きな変化がなく、業務系従業者数が増加していることから、業務系

事業所の大規模化が進んでいることが考えられます。 

 

 

図 27 つくば市の業務系事業所数及び従業者数の推移 
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（出典）人口及び世帯数：住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 
将来人口：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口令和５(2023)年推計」 
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また、産業系事業所数は減少傾向となっており、令和３年度 （2021年度）において、1,389

事業所となっています。一方、産業系従業者数は微増の傾向にあり、令和３年度 （2021 年

度）において 18,623 人となっています。 

産業系事業所数が減少し、産業系従業者数が増加していることから、業務系事業所と同

様に産業系事業所も大規模化が進んでいることが考えられます。 

 

 
図 28 つくば市の産業系事業所数及び従業者数の推移 

 

〇自動車保有台数の推移 

 本市の自動車保有台数は増加傾向にあり、令和３年度 （2021 年度）において、172,056

台となっています。 

また、一人当たり自動車保有台数も増加傾向にあるため、人口増加等に伴う自動車の増

加のみならず、自動車を複数台保有する人が増加していることなどが考えられます。 

 

 

図 29 つくば市の自動車保有台数及び一人当たり自動車保有台数 
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（出典）茨城県統計年鑑 
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〇ごみ排出量の推移 

 本市のごみ排出量は微増傾向となっており、令和３年度 （2021年度）において 95,695t

となっています。一方で、一人当たりごみ排出量は減少傾向にあり、令和３年（2021 年

度）において 1,068g/人・日となっています。 

 人口増加に伴うごみ排出量の増加がみられるものの、一人当たりごみ量排出が減少し

ていることから、3R の推進などによるごみ排出量の削減対策が浸透していることが考え

られます。 

 また、本市のプラスチック焼却量は平成 30年度 （2018 年度）まで増加傾向とでしたが、

平成 30年度 （2018 年度）以降、減少傾向にあり、令和３年度 （2021年度）において 9,988t

となっています。廃棄物由来の温室効果ガス排出量の多くはプラスチックの焼却による

もので、廃棄物分野における温室効果ガス排出量の削減に向けてはプラスチック焼却量

の削減対策が重要となります。 

  

図 30 つくば市のごみ排出量及び一人当たりごみ排出量 

  
図 31 つくばサステナスクエアでの合成繊維及びプラスチックごみ焼却量 
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（１）排出量の推計方法 

① 産業部門、業務部門 
産業部門及び業務部門のエネルギー起源 CO2 の排出量は、「温室効果ガス算定・

報告・公表制度」（環境省）（以下、「SHK 制度」といいます。）で対象とされている

事業所(以下、「特定事業所」といいます。)の内、つくば市の対象業種の排出量と

SHK 制度の対象外の事業所(以下、「中小規模事業所」といいます。)の対象業種の

排出量を合算して求めます。 

中小規模事業所のエネルギー起源 CO2の排出量は、茨城県の中小規模事業所１件

当たりの排出量原単位に、つくば市の中小規模事業所数を乗じて求めます。 

 

表 産業部門・業務部門の推計に使用した統計資料 

出典 フローにおける番号 

SHK 制度の開示データ（環境省） ②、⑦、⑪、⑬ 

経済センサス‐基礎調査、活動調査（経済産業省） ⑥、⑫ 

都道府県別エネルギー消費統計（経済産業省） ⑭ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）排出量の推計方法 

② 産業部門、業務部門 
産業部門及び業務部門のエネルギー起源 CO2 の排出量は、「温室効果ガス算定・

報告・公表制度」（環境省）（以下、「SHK 制度」といいます。）で対象とされている

事業所(以下、「特定事業所」といいます。)の内、つくば市の対象業種の排出量と

SHK 制度の対象外の事業所(以下、「中小規模事業所」といいます。)の対象業種の

排出量を合算して求めます。 

中小規模事業所のエネルギー起源 CO2の排出量は、茨城県の中小規模事業所１件

当たりの排出量原単位に、つくば市の中小規模事業所数を乗じて求めます。 

 

表13 産業部門・業務部門の推計に使用した統計資料 

出典 フローにおける番号 

SHK 制度の開示データ（環境省） ②、⑦、⑪、⑬ 

経済センサス‐基礎調査、活動調査（経済産業省） ⑥、⑫ 

都道府県別エネルギー消費統計（経済産業省） ⑭ 
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図 32 産業部門・業務部門の推計フロー 
 
 
 
 
 
 
 
 

④つくば市の対象業種の中

小規模事業所数 

④ ＝ ⑥ - ⑦ 

①当該部門排出量 

（t-CO2） 

① ＝ ② ＋ ③ 

②つくば市内の対象業種の特定事業

所の排出量(t-CO2) 

③つくば市内の対象業種の中小

規模事業所の排出量(t-CO2) 

③ ＝ ④ × ⑤ 

⑧＝ ⑩ － ⑪ 

⑧茨城県内の対象業

種の中小規模事業所

の排出量(t-CO2) 

⑩ ＝ ⑭ × ⑮ 

⑤茨城県内の対象業種の中小規模事業

所 1 件当たりの排出量 

(t-CO2) 

⑤ ＝ ⑧ ÷ ⑨ 

⑨ ＝ ⑫ － ⑬ 

⑨茨城県内の対象業種

の中小規模事業所数 

⑫茨城県内の対象

業種の事業所数 

⑬茨城県内の 

対象業種の 

特定事業所数 

⑩茨城県内の対象業

種の排出量 

(t-CO2) 

⑮二酸化炭素換算係数 

44/12 

⑭茨城県内の対象業種

の炭素排出量 

（t-C） 

⑪茨城県内の対象

業種の特定事業所

の排出量 

(t-CO2) 

⑦つくば市内の

対象業種の 

特定事業所数 

⑥つくば市内

の対象業種の

事業所数 

④つくば市の対象業種の中

小規模事業所数 

④ ＝ ⑥ - ⑦ 

①当該部門排出量 

（t-CO2） 

① ＝ ② ＋ ③ 

②つくば市内の対象業種の特定事業

所の排出量(t-CO2) 

③つくば市内の対象業種の中小

規模事業所の排出量(t-CO2) 

③ ＝ ④ × ⑤ 

⑧＝ ⑩ － ⑪ 

⑧茨城県内の対象業

種の中小規模事業所

の排出量(t-CO2) 

⑩ ＝ ⑭ × ⑮ 

⑤茨城県内の対象業種の中小規模事業

所 1 件当たりの排出量 

(t-CO2) 

⑤ ＝ ⑧ ÷ ⑨ 

⑨ ＝ ⑫ － ⑬ 

⑨茨城県内の対象業種

の中小規模事業所数 

⑫茨城県内の対象

業種の事業所数 

⑬茨城県内の 

対象業種の 

特定事業所数 

⑩茨城県内の対象業

種の排出量 

(t-CO2) 

⑮二酸化炭素換算係数 

44/12 

⑭茨城県内の対象業種

の炭素排出量 

（t-C） 

⑪茨城県内の対象

業種の特定事業所

の排出量 

(t-CO2) 

⑦つくば市内の

対象業種の 

特定事業所数 

⑥つくば市内

の対象業種の

事業所数 

パブリックコメント前後比較（実行計画）
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修正前                              修正後 

 

 
③ 家庭部門 
家庭部門のエネルギー起源 CO2 の排出量は、「家庭部門の CO2 排出量実態統計調

査」（環境省）における関東甲信の世帯当たりの燃料種別の排出量を合算し、これ

に「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」(総務省)におけるつく

ば市の世帯数を乗じて求めます。 

 

表 家庭部門の推計に使用した統計資料 

出典 フローにおける番号 

住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 

（総務省） 
③ 

家庭部門の CO2排出実態統計調査（環境省） ④、⑤、⑥、⑦ 

 

 

図 家庭部門の推計フロー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

② 家庭部門 
家庭部門のエネルギー起源 CO2 の排出量は、「家庭部門の CO2 排出量実態統計調

査」（環境省）における関東甲信の世帯当たりの燃料種別の排出量を合算し、これ

に「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」(総務省)におけるつく

ば市の世帯数を乗じて求めます。 

 

表 14 家庭部門の推計に使用した統計資料 

出典 フローにおける番号 

住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 

（総務省） 
③ 

家庭部門の CO2排出実態統計調査（環境省） ④、⑤、⑥、⑦ 

 

 

図 33 家庭部門の推計フロー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①家庭部門排出量 

(t-CO2) 

① ＝ ② × ③ 

②関東甲信の世帯当たりの排出量 

(t-CO2) 

③つくば市の世帯数 

④関東甲信の世帯当たりの電気の排出量(t-CO2) 

⑤関東甲信の世帯当たりの都市ガスの排出量(t-CO2) 

⑥関東甲信の世帯当たりの LPG の排出量(t-CO2) 

⑦関東甲信の世帯当たりの灯油の排出量(t-CO2) 

② ＝ ④ ＋ ⑤ ＋ ⑥ ＋ ⑦ 

①家庭部門排出量 

(t-CO2) 

① ＝ ② × ③ 

②関東甲信の世帯当たりの排出量 

(t-CO2) 

③つくば市の世帯数 

④関東甲信の世帯当たりの電気の排出量(t-CO2) 

⑤関東甲信の世帯当たりの都市ガスの排出量(t-CO2) 

⑥関東甲信の世帯当たりの LPG の排出量(t-CO2) 

⑦関東甲信の世帯当たりの灯油の排出量(t-CO2) 

② ＝ ④ ＋ ⑤ ＋ ⑥ ＋ ⑦ 

パブリックコメント前後比較（実行計画）
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修正前                              修正後 

 

③ 運輸部門 
運輸部門のエネルギー起源 CO2 の排出量は、自動車及び鉄道の走行による排

出量を合計して求めます。 

自動車の排出量は、「道路交通センサス自動車起終点調査データ」（環境省）の

各車種１台当たりの排出量に、「市区町村別自動車保有車両数」（国土交通省関東

運輸局）及び「つくば市市税概要」（つくば市）における車種別の保有台数を乗じ

て求めます。 

鉄道は、「鉄道統計年報」（国土交通省）における各社の燃料使用量に、つくば市

内を通る路線延長の割合を乗じて求めます。 

 

表 運輸部門の推計に使用した統計資料 

出典 フローにおける番号 

市区町村別自動車保有車両数（国土交通省関東運輸局） 
④ 

つくば市市税概要（つくば市） 

道路交通センサス自動車起終点調査データ(環境省) ⑤ 

電気事業者別排出係数（環境省） ⑦ 

鉄道統計年報(国土交通省) ⑨ 

鉄道要覧 (国土交通省) ⑨、⑩、⑪ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③ 運輸部門 
運輸部門のエネルギー起源 CO2の排出量は、自動車及び鉄道の走行による排出量

を合計して求めます。 

自動車の排出量は、「道路交通センサス自動車起終点調査データ」（環境省）の各

車種１台当たりの排出量に、「市区町村別自動車保有車両数」（国土交通省関東運輸

局）及び「つくば市市税概要」（つくば市）における車種別の保有台数を乗じて求

めます。 

鉄道は、「鉄道統計年報」（国土交通省）における各社の燃料使用量に、つくば市

内を通る路線延長の割合を乗じて求めます。 

 

表 15 運輸部門の推計に使用した統計資料 

出典 フローにおける番号 

市区町村別自動車保有車両数（国土交通省関東運輸局） 
④ 

つくば市市税概要（つくば市） 

道路交通センサス自動車起終点調査データ(環境省) ⑤ 

電気事業者別排出係数（環境省） ⑦ 

鉄道統計年報(国土交通省) ⑨ 

鉄道要覧 (国土交通省) ⑨、⑩、⑪ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

パブリックコメント前後比較（実行計画）
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修正前                              修正後 

 

 

図 運輸部門の推計フロー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 34 運輸部門の推計フロー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 運輸部門の排出量

(t-CO2) 

① ＝ ② + ③ 

③つくば市の 

鉄道の排出量 

(t-CO2) 

③ ＝ ⑥ × ⑦ 

②つくば市の 

自動車の排出量 

(t-CO2) 

②＝Σ（④ × ⑤) 

⑧総延長における 

つくば市の延長割合 

⑧ ＝ ⑩ ÷ ⑪ 

⑤車種別 

排出係数 

(t-CO2/台） 

④車種別 

保有台数 

⑥つくば市の 

鉄道の電力消費量 

（kWh） 

⑥＝ ⑧ × ⑨ 

⑦電力の排出係数 

(t-CO2/kWh) 

⑩つくば市内の路

線延長(km) 

⑪全路線延長 

(km) 

⑨鉄道の電力の消費量 

(kWh) 

② 運輸部門の排出量

(t-CO2) 

① ＝ ② + ③ 

③つくば市の 

鉄道の排出量 

(t-CO2) 

③ ＝ ⑥ × ⑦ 

②つくば市の 

自動車の排出量 

(t-CO2) 

②＝Σ（④ × ⑤) 

⑧総延長における 

つくば市の延長割合 

⑧ ＝ ⑩ ÷ ⑪ 

⑤車種別 

排出係数 

(t-CO2/台） 

④車種別 

保有台数 

⑥つくば市の 

鉄道の電力消費量 

（kWh） 

⑥＝ ⑧ × ⑨ 

⑦電力の排出係数 

(t-CO2/kWh) 

⑩つくば市内の路

線延長(km) 

⑪全路線延長 

(km) 

⑨鉄道の電力の消費量 

(kWh) 

パブリックコメント前後比較（実行計画）
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修正前                              修正後 

 

④ エネルギー転換部門 
エネルギー転換部門のエネルギー起源 CO2の排出量は、「SHK 制度の開示請求デー

タ」(環境省)からエネルギー転換部門に該当する特定事業所の排出量を合算して

求めます。 

 
表 エネルギー転換部門の推計に使用した統計資料 

出典 フローにおける番号 

SHK 制度の開示請求データ(環境省) ② 

 

 

 

図 エネルギー転換部門の推計フロー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④ エネルギー転換部門 
エネルギー転換部門のエネルギー起源 CO2の排出量は、「SHK 制度の開示請求デー

タ」(環境省)からエネルギー転換部門に該当する特定事業所の排出量を合算して

求めます。 

 
表 16 エネルギー転換部門の推計に使用した統計資料 

出典 フローにおける番号 

SHK 制度の開示請求データ(環境省) ② 

 

 

 

図 35 エネルギー転換部門の推計フロー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①エネルギー転換部門の排出量 

(t-CO2) 

① ＝ ② 

②エネルギー転換部門の特定事業所の排出量 

(t-CO2) 

①エネルギー転換部門の排出量 

(t-CO2) 

① ＝ ② 

②エネルギー転換部門の特定事業所の排出量 

(t-CO2) 

パブリックコメント前後比較（実行計画）
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修正前                              修正後 

 

⑤ 廃棄物分野 
廃棄物分野のエネルギー起源 CO2以外のガスの排出量は、一般廃棄物の焼却によ

る排出量と排水処理による排出量を合算して求めます。 

 

 

 

図 廃棄物分野の推計フロー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑤ 廃棄物分野 
廃棄物分野のエネルギー起源 CO2以外のガスの排出量は、一般廃棄物の焼却によ

る排出量と排水処理による排出量を合算して求めます。 

 

 

 

図 36 廃棄物分野の推計フロー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①廃棄物分野の排出量 

(t-CO2eq) 

① ＝ ② + ③  

③排水の処理による排出量 

(t-CO2eq) 

④プラスチック類の焼却に

よる排出量 

(t-CO2) 

⑤一般廃棄物の焼却 

による排出量 

(t-CO2eq) 

②一般廃棄物の焼却に

よる排出量 

(t-CO2eq) 

② ＝ ④ + ⑤ 
詳細は次ページ以降に記載 

詳細は次ページ以降に記載 詳細は次ページ以降に記載 

①廃棄物分野の排出量 

(t-CO2eq) 

① ＝ ② + ③  

③排水の処理による排出量 

(t-CO2eq) 

④プラスチック類の焼却に

よる排出量 

(t-CO2) 

⑤一般廃棄物の焼却 

による排出量 

(t-CO2eq) 

②一般廃棄物の焼却に

よる排出量 

(t-CO2eq) 

② ＝ ④ + ⑤ 
詳細は次ページ以降に記載 

詳細は次ページ以降に記載 詳細は次ページ以降に記載 

パブリックコメント前後比較（実行計画）
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修正前                              修正後 

 

(ア)プラスチック類の焼却 
一般廃棄物に含まれるプラスチック類の焼却による非エネルギー起源 CO2

の排出量は、「つくば市調べ」における合成繊維以外のプラスチックの焼却量

及び「一般廃棄物処理実態調査」(環境省)における一般廃棄物量から推計した

合成繊維の乾燥重量に各排出係数を乗じて合算して求めます。 

 

表 プラスチック類の焼却による排出量の推計に使用した統計情報 

出典 フローにおける番号 
つくば市調べ ④ 
地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施 

マニュアル 算定手法編 Ver.1.0(環境省) ⑤、⑦、⑧、⑨、⑩ 

一般廃棄物処理実態調査(環境省) ⑪ 
 

 

 

図 プラスチック類の焼却による排出量の推計フロー 

 
 
 
 
 
 

(ア)プラスチック類の焼却 
一般廃棄物に含まれるプラスチック類の焼却による非エネルギー起源 CO2

の排出量は、「つくば市調べ」における合成繊維以外のプラスチックの焼却量

及び「一般廃棄物処理実態調査」(環境省)における一般廃棄物量から推計した

合成繊維の乾燥重量に各排出係数を乗じて合算して求めます。 

 

表 17 プラスチック類の焼却による排出量の推計に使用した統計情報 

出典 フローにおける番号 
つくば市調べ ④ 
地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施 

マニュアル 算定手法編 Ver.1.0(環境省) ⑤、⑦、⑧、⑨、⑩ 

一般廃棄物処理実態調査(環境省) ⑪ 
 

 

 

図 37 プラスチック類の焼却による排出量の推計フロー 

 
 
 
 
 

①プラスチック類の焼却 

による排出量 

(t-CO2) 

① ＝ ② ＋ ③ 

②合成繊維以外のプラスチックの 

焼却による排出量(t-CO2) 

② ＝ ④ × ⑤ 

③合成繊維の焼却による排出量 

(t-CO2) 

③ ＝ ⑥ × ⑦ 

⑩焼却量に占める繊維くずの割合(%) 

⑨繊維くずの固形分割合(%) 

⑧繊維くずに含まれる合成繊維の割合(%) 

④プラスチックの

焼却量(ｔ) 

⑤プラスチックの

排出係数 

(t-CO2/t) 

⑦合成繊維の排

出係数 

(t-CO2/t) 

⑥ ＝ ⑧× ⑨ × ⑩ × ⑪ 

⑥合成繊維量(t) 

⑪一般廃棄物焼却量(t) 

①プラスチック類の焼却 

による排出量 

(t-CO2) 

① ＝ ② ＋ ③ 

②合成繊維以外のプラスチックの 

焼却による排出量(t-CO2) 

② ＝ ④ × ⑤ 

③合成繊維の焼却による排出量 

(t-CO2) 

③ ＝ ⑥ × ⑦ 

⑩焼却量に占める繊維くずの割合(%) 

⑨繊維くずの固形分割合(%) 

⑧繊維くずに含まれる合成繊維の割合(%) 

④プラスチック

の焼却量(ｔ) 

⑤プラスチック

の排出係数 

(t-CO2/t) 

⑦合成繊維の

排出係数 

(t-CO2/t) 
⑥ ＝ ⑧× ⑨ × ⑩ × ⑪ 

⑥合成繊維量(t) 

⑪一般廃棄物焼却量(t) 

パブリックコメント前後比較（実行計画）
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修正前                              修正後 

 

(イ)一般廃棄物の焼却 
一般廃棄物の焼却による CH4、N2O の排出量は、「一般廃棄物処理実態調査」

(環境省)における一般廃棄物焼却量に各排出係数を乗じて求めます。 

 

表 一般廃棄物の焼却による排出量の推計に使用した統計情報 

出典 フローにおける番号 
地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施 

マニュアル 算定手法編 Ver.1.0(環境省) 
③、⑤ 

一般廃棄物処理実態調査（環境省） ④ 
 

 

 
 

図 一般廃棄物の焼却による排出量の推計フロー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(イ)一般廃棄物の焼却 
一般廃棄物の焼却による CH4、N2O の排出量は、「一般廃棄物処理実態調査」

(環境省)における一般廃棄物焼却量に各排出係数を乗じて求めます。 

 

表 18 一般廃棄物の焼却による排出量の推計に使用した統計情報 

出典 フローにおける番号 
地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施 

マニュアル 算定手法編 Ver.1.0(環境省) 
③、⑤ 

一般廃棄物処理実態調査（環境省） ④ 
 

 

 
 

図 38 一般廃棄物の焼却による排出量の推計フロー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑤一般廃棄物の焼却による排出係数 

(t-CH4/t、t-N2O/t) 
④一般廃棄物焼却量(t)  

②一般廃棄物焼却による排出量 

(t-CH4、t-N2O) 

② ＝ ④ × ⑤ 

①一般廃棄物の焼却による排出量 

(t-CO2eq) 

① ＝ ② × ③ 

③地球温暖化係数 

(CO2/CH4、CO2/N2O) 

⑤一般廃棄物の焼却による排出係数 

(t-CH4/t、t-N2O/t) 
④一般廃棄物焼却量(t)  

②一般廃棄物焼却による排出量 

(t-CH4、t-N2O) 

② ＝ ④ × ⑤ 

①一般廃棄物の焼却による排出量 

(t-CO2eq) 

① ＝ ② × ③ 

③地球温暖化係数 

(CO2/CH4、CO2/N2O) 

パブリックコメント前後比較（実行計画）
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修正前                              修正後 

 

(ウ)排水処理 
排水処理による CH4、N2O の排出量は、処理施設ごとの処理人口に各排出係

数を乗じて求めた排出量と、「一般廃棄物処理実態調査」(環境省)におけるし

尿処理量に各排出係数を乗じて求めた排出量を合算して求めます。 

 

表 排水処理による排出量の推計に使用した統計情報 

出典 フローにおける番号 
地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル 

算定手法編 Ver.1.0(環境省) 
③、⑦、⑨ 

一般廃棄物処理実態調査（環境省） ⑥、⑧ 
 

 

 

 

図 排水処理による排出量の推計フロー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ウ)排水処理 
排水処理による CH4、N2O の排出量は、処理施設ごとの処理人口に各排出係

数を乗じて求めた排出量と、「一般廃棄物処理実態調査」(環境省)におけるし

尿処理量に各排出係数を乗じて求めた排出量を合算して求めます。 

 

表 19 排水処理による排出量の推計に使用した統計情報 

出典 フローにおける番号 
地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル 

算定手法編 Ver.1.0(環境省) 
③、⑦、⑨ 

一般廃棄物処理実態調査（環境省） ⑥、⑧ 
 

 

 

 

図 39 排水処理による排出量の推計フロー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

②排水の処理による排出量 

(t-CH4、t-N2O) 

② = ④ + ⑤ 

③地球温暖化係数

(CO2/CH4、CO2/N2O) 

①排水の処理による排出量 

(t-CO2eq) 

① = ② × ③ 

④当該施設の排出量

(t-CH4、t-N2O) 

④ ＝ ⑥ × ⑦ 

⑤し尿処理施設の排出量

(t-CH4、t-N2O) 

⑤ ＝ ⑧ × ⑨ 

⑦該当施設の排出係数 

(t-CH4/人、t-CO2/人) 

⑥該当施設

の人口 

⑨し尿処理施設の排出係数 

(t-CH4/㎥、t-N2O/㎥) 
⑧し尿処理量(㎥) 

②排水の処理による排出量 

(t-CH4、t-N2O) 

② = ④ + ⑤ 

③地球温暖化係数

(CO2/CH4、CO2/N2O) 

①排水の処理による排出量 

(t-CO2eq) 

① = ② × ③ 

④当該施設の排出量

(t-CH4、t-N2O) 

④ ＝ ⑥ × ⑦ 

⑤し尿処理施設の排出量

(t-CH4、t-N2O) 

⑤ ＝ ⑧ × ⑨ 

⑦該当施設の排出係数 

(t-CH4/人、t-CO2/人) 

⑥該当施設

の人口 

⑨し尿処理施設の排出係数 

(t-CH4/㎥、t-N2O/㎥) 
⑧し尿処理量(㎥) 

パブリックコメント前後比較（実行計画）

 71 



修正前                              修正後 

 

⑥ 燃料の燃焼分野 
燃料の燃焼分野の CH4、N2O の排出量は、「道路交通センサス自動車起終点調査

データ」(環境省)及び「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」(国立研究開発

法人国立環境研究所)における車種別・燃料種別の自動車の走行距離に、各排出係

数を乗じて求めます。 

 

表 燃料の燃焼分野の推計に使用した統計情報 

出典 フローにおける番号 
地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施 

マニュアル 算定手法編 Ver.1.0(環境省) ④ 

道路交通センサス自動車起終点調査データ(環境省) ⑤ 
日本国温室効果ガスインベントリ報告書 

(国立研究開発法人国立環境研究所) ⑤、⑥ 

 

 

図 燃料の燃焼分野の推計フロー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑥ 燃料の燃焼分野 
燃料の燃焼分野の CH4、N2O の排出量は、「道路交通センサス自動車起終点調査

データ」(環境省)及び「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」(国立研究開発

法人国立環境研究所)における車種別・燃料種別の自動車の走行距離に、各排出係

数を乗じて求めます。 

 

表 20 燃料の燃焼分野の推計に使用した統計情報 

出典 フローにおける番号 
地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施 

マニュアル 算定手法編 Ver.1.0(環境省) ④ 

道路交通センサス自動車起終点調査データ(環境省) ⑤ 
日本国温室効果ガスインベントリ報告書 

(国立研究開発法人国立環境研究所) ⑤、⑥ 

 

 

図 40 燃料の燃焼分野の推計フロー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

①燃料の燃焼分野の排出量 

(t-CO2eq) 

① ＝ ② 

② ＝ ③ × ④ 

②自動車の走行による排出量 

(t-CO2eq) 

⑥各種自動車の走行による排出係数 

(t-CH4/km、t-N2O/km) 

⑤各種自動車の 

走行距離(km)  

③自動車の走行による排出量 

(t-CH4、t-N2O) 

③ ＝ Σ(⑤ × ⑥) 

④地球温暖化係数

(CO2/CH4、CO2/N2O) 

①燃料の燃焼分野の排出量 

(t-CO2eq) 

① ＝ ② 

② ＝ ③ × ④ 

②自動車の走行による排出量 

(t-CO2eq) 

⑥各種自動車の走行による排出係数 

(t-CH4/km、t-N2O/km) 

⑤各種自動車の 

走行距離(km)  

③自動車の走行による排出量 

(t-CH4、t-N2O) 

③ ＝ Σ(⑤ × ⑥) 

④地球温暖化係数

(CO2/CH4、CO2/N2O) 

パブリックコメント前後比較（実行計画）
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修正前                              修正後 

 

⑦ 農業分野 
農業分野のエネルギー起源 CO2 以外のガスの排出量は、水田の使用による CH4、

N2O の排出量を算出します。 

水田の使用による CH4、N2O の排出量は、「農林業センサス」(農林水産省)におけ

る水田の面積に各排出係数を乗じて推計します。 

 

表 水田の推計に使用した統計情報 

出典 フローにおける番号 
地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施 

マニュアル 算定手法編 Ver.1.0(環境省) ⑤、⑦、⑪ 

日本国温室効果ガスインベントリ報告書 

(国立研究開発法人国立環境研究所) 
⑫、⑭、⑯、⑰ 

農林業センサス(農林水産省) ⑩ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑦ 農業分野 
農業分野のエネルギー起源 CO2 以外のガスの排出量は、水田の使用による CH4、

N2O の排出量を算出します。 

水田の使用による CH4、N2O の排出量は、「農林業センサス」(農林水産省)におけ

る水田の面積に各排出係数を乗じて推計します。 

 

表 21 水田の推計に使用した統計情報 

出典 フローにおける番号 
地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施 

マニュアル 算定手法編 Ver.1.0(環境省) ⑤、⑦、⑪ 

日本国温室効果ガスインベントリ報告書 

(国立研究開発法人国立環境研究所) 
⑫、⑭、⑯、⑰ 

農林業センサス(農林水産省) ⑩ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

パブリックコメント前後比較（実行計画）
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修正前                              修正後 

 

 

 

 図 水田からの排出量の推計フロー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 図 41 水田からの排出量の推計フロー 

 
 
 
 
 
 
 
 

①水田の使用による排出量 

(t-CO2eq) 

① ＝ ② ＋ ③ 

②水田の CH4排出量 

(t-CO2eq) 

② ＝ ④ × ⑤ 

③水田の N2O 排出量 

(t-CO2eq) 

③ ＝ ⑥ × ⑦ 

⑫間欠灌漑水田

の排出係数 

(t-CH4/㎡)  

⑩水田の面積

(ha)  

⑪肥料の使用 

による排出係数 

(t-N2O/ha) 

⑦地球温暖化係数

（CO2/N2O） 

⑥水田の排出量

(t-N2O) 

⑥ ＝ ⑩ × ⑪ 

④水田の排出量

(t-CH4) 

④ ＝ ⑧ ＋ ⑨ 

⑧ ＝ ⑫ × ⑬ ⑨ ＝ ⑭ × ⑮ 

⑬ ＝ ⑩ × ⑯ ⑮ ＝ ⑩ × ⑰ 

⑤地球温暖化係数

（CO2/CH4） 

⑭常時湛水田

の排出係数 

(t-CH4/㎡)  

⑧間欠灌漑水田の排出量 

(t-CH4)  

⑨常時湛水田の排出量 

(t-CH4)  

⑬間欠灌漑水田の面積 

(㎡)  

⑮常時湛水田の面積 

(㎡)  

⑩水田の面積

(ha)  

⑰常時湛水田

の割合(％)  

⑯間欠灌漑水田

の割合(％)  

①水田の使用による排出量 

(t-CO2eq) 

① ＝ ② ＋ ③ 

②水田の CH4排出量 

(t-CO2eq) 

② ＝ ④ × ⑤ 

③水田の N2O 排出量 

(t-CO2eq) 

③ ＝ ⑥ × ⑦ 

⑫間欠灌漑水田

の排出係数 

(t-CH4/㎡)  

⑩水田の面積

(ha)  

⑪肥料の使用 

による排出係数 

(t-N2O/ha) 

⑦地球温暖化係数

（CO2/N2O） 

⑥水田の排出量

(t-N2O) 

⑥ ＝ ⑩ × ⑪ 

④水田の排出量

(t-CH4) 

④ ＝ ⑧ ＋ ⑨ 

⑧ ＝ ⑫ × ⑬ ⑨ ＝ ⑭ × ⑮ 

⑬ ＝ ⑩ × ⑯ ⑮ ＝ ⑩ × ⑰ 

⑤地球温暖化係数

（CO2/CH4） 

⑭常時湛水田

の排出係数 

(t-CH4/㎡)  

⑧間欠灌漑水田の排出量 

(t-CH4)  

⑨常時湛水田の排出量 

(t-CH4)  

⑬間欠灌漑水田の面積 

(㎡)  

⑮常時湛水田の面積 

(㎡)  

⑩水田の面積

(ha)  

⑰常時湛水田

の割合(％)  

⑯間欠灌漑水田

の割合(％)  
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修正前                              修正後 

 

⑧ 代替フロンガス等４分野 
代替フロンガス等４分野の HFC134a の排出量は、カーエアコンの使用による排

出量を算出します。 

カーエアコンの使用による排出量は、「つくば市市税概要」(つくば市)及び「市

区町村別自動車保有車両数」（国土交通省関東運輸局）における自動車の保有台数

にカーエアコンの HFC134a 排出係数を乗じて求めます。 

 

表 代替フロン等 4ガス分野の推計に使用した統計情報 

出典 フローにおける番号 

地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施 

マニュアル 算定手法編 Ver.1.0(環境省) 
③、⑤ 

つくば市市税概要（つくば市） 
④ 

市区町村別自動車保有車両数（国土交通省関東運輸局） 

 

 

図 代替フロン等４ガス分野の推計フロー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑧ 代替フロンガス等４分野 
代替フロンガス等４分野の HFC134a の排出量は、カーエアコンの使用による排

出量を算出します。 

カーエアコンの使用による排出量は、「つくば市市税概要」(つくば市)及び「市

区町村別自動車保有車両数」（国土交通省関東運輸局）における自動車の保有台数

にカーエアコンの HFC134a 排出係数を乗じて求めます。 

 

表 22 代替フロン等 4ガス分野の推計に使用した統計情報 

出典 フローにおける番号 

地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施 

マニュアル 算定手法編 Ver.1.0(環境省) 
③、⑤ 

つくば市市税概要（つくば市） 
④ 

市区町村別自動車保有車両数（国土交通省関東運輸局） 

 

 

図 42 代替フロン等４ガス分野の推計フロー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③地球温暖化係数

(CO2/HFC134a) 

④自動車の車

種別保有台数 

⑤カーエアコンの使用

に伴う HFC の排出係数

(t-HFC134a/台)  

② ＝ Σ(④ × ⑤) 

②カーエアコンの使用によ

る排出量(t-HFC134a) 

①代替フロン等 4 ガス分野の

排出量(t-CO2eq) 

① ＝ ② × ③  

③地球温暖化係数

(CO2/HFC134a) 

④自動車の車

種別保有台数 

⑤カーエアコンの使用

に伴う HFC の排出係数

(t-HFC134a/台)  

② ＝ Σ(④ × ⑤) 

②カーエアコンの使用によ

る排出量(t-HFC134a) 

①代替フロン等 4 ガス分野の

排出量(t-CO2eq) 

① ＝ ② × ③  

パブリックコメント前後比較（実行計画）
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修正前                              修正後 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）つくば市の部門別排出量の現況 

〇産業部門 

本市の令和３年度（2021 年度）の産業部門の排出量は 406 千 t-CO2eq と、基準年度の

385 千 t-CO2eq と比べて約 5.5％増加しています。 

なお、令和３年度（2021 年度）の燃料種別の排出量では、電力が 161 千 t-CO2eq と最

も多く、続いて石炭・石炭製品が 106 千 t-CO2eq となっています。基準年度と比較する

と、電力が減少している一方で、石炭 ・石炭製品およびその他の燃料が増加しています。 

 

図 43 産業部門における燃料種別排出量の推移 

〇業務部門 

本市の令和３年度（2021 年度）の業務部門の排出量は 584 千 t-CO2eq と、基準年度の

790 千 t-CO2eqと比べて約 26.1％減少しています。 

なお、令和３年度 （2021 年度）の燃料種別の排出量では、電力が 455 千 t-CO2eqと最も

多く、続いて都市ガスが 62 千 t-CO2eq となっています。基準年度と比較すると、電力、

都市ガス、重油、灯油およびその他の燃料のすべての項目で減少しています。 

 

図 44 業務部門における燃料種別排出量の推移 
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修正前                              修正後 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〇家庭部門 

本市の令和３年度（2021 年度）の家庭部門の排出量は 277 千 t-CO2eq と、基準年度の

281 千 t-CO2eqと比べて約 1.4％減少しています。 

なお、令和３年度 （2021 年度）の燃料種別の排出量では、電力が 185 千 t-CO2eqと最も

多く、続いて都市ガスが 58 千 t-CO2eq となっています。基準年度と比較すると、電力、

灯油が減少している一方で、都市ガス、LPGは増加しています。 

 

図 45 家庭部門における燃料種別排出量の推移 

〇運輸部門 

本市の令和３年度（2021 年度）の運輸部門の排出量は 526 千 t-CO2eq と、基準年度の

528 千 t-CO2eqと比べて約 0.4％減少しています。 

なお、令和３年度 （2021 年度）の車種別の排出量では、乗用車が 283 千 t-CO2eqと最も

多く、続いて小型 ・普通貨物車が 114 千 t-CO2eqとなっています。基準年度と比較すると、

小型 ・普通貨物車、バスが減少している一方で、乗用車、軽乗用車、軽貨物車、特殊車は

増加しています。 

 

図 46 運輸部門における燃料種別排出量の推移 
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〇その他分野 

本市の令和３年度 （2021 年度）のその他分野の排出量は 65千 t-CO2eqと、基準年度の

56 千 t-CO2eqと比べて約 16.1％増加しています。 

なお、令和３年度 （2021 年度）の分野別の排出量では、廃棄物分野が 32 千 t-CO2eq と

最も多く、続いて農業分野が 28 千 t-CO2eq となっています。基準年度と比較すると、廃

棄物分野、燃料の燃焼分野、代替フロン等 4ガス分野が減少している一方で、農業分野は

増加しています。 

 

 

図 47 その他分野部門における燃料種別排出量の推移 
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（３）前計画における取組実績 

 前計画の施策に関する取組実績は以下のとおりです。 

 各施策による進捗管理指標の実績の推移について整理するとともに、施策による

温室効果ガス削減効果の算定が可能なものについてはその削減量を記載しています。 

 

※進捗管理指標の設定有無や進捗管理指標の設定時期は施策ごとに異なります。 

 

（１）各主体による低炭素の推進 

つくば市役所における排出量は令和４年度（2022 年度）に大幅に増加しているも

のの、令和５年度（2023 年度）に削減がみられます。 

引き続き、市の事務事業における温室効果ガス排出量の削減に向け、つくば市役所

における削減対策を進めていくことが重要となります。 

 

表 23 「(１)各主体による低炭素の推進」における実績 

施策 進捗管理指標 

進捗管理指標の実績の推移 CO2削減量 

(2020 年度～

2023 年度) 
2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

エネルギーの

有効利用 

つくば市役所における

CO2排出量[t-CO2] 
54,726 48,768 58,251 50,159 4,567 t-CO2 

省エネ効果の

モニタリング 

エネルギー消費量デー

タ取得率[%] 
－ － 43 85 － 

コミュニケー

ションツール

の検討 

－ － 
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（２）低炭素なまちづくりの推進 

低炭素住宅の認定戸数はおおむね毎年度一定数の認定を実施しており、令和４年

度（2020 年度）から令和５年度（2023 年度）までの４年間で 1,294t-CO2の CO2削減

効果に寄与するなど施策の推進の効果が確認できます。 

一方、燃料電池補助金交付数は令和４年度（2020 年度）以降、減少しています。 

また、令和５年度（2023 年度）に蓄電池補助金交付決定数の大幅な増加がみられ

ます。 

市域の温室効果ガス排出量のさらなる削減に向けた、低炭素(建物 ・街区)ガイドラ

インの運用等、建物省エネに向けた対策の推進や再生可能エネルギーの導入支援な

ど、引き続きの取組の推進が重要です。 

 

表 24 「（２）低炭素なまちづくりの推進」における実績 

施策 進捗管理指標 

進捗管理指標の実績の推移 CO2削減量 

(2020 年度～

2023 年度) 
2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

低炭素(建物 ・街

区)ガイドライ

ンの運用 

低炭素住宅の認定戸数

[戸/年]  
83 111 111 93 1,294 t-CO

2
 

再生可能エネル

ギー等の導入支

援 

蓄電池補助金交付決定

数[件/年] 
174 152 177 301 － 

燃料電池補助金交付数

[件/年] 
56 36 21 10 172 t-CO

2
 

低炭素な先進モ

デル構築の検討 

住宅・技術メーカーへ

の聞き取り[件/年]  
－ － 4 2 － 
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（３）低炭素なモビリティの普及促進 

つくバス１便当たりの平均利用者数は増加の傾向にあり、公共交通の促進の施策

の効果が確認できます。 

主要自転車駐車場における市民１人当たりの年間利用回数は令和４年度（2022 年

度）において増加しているものの、おおむね一定の数値を維持しています。 

低炭素な自動車の普及促進においては、令和５年度（2023年度）に EV 補助事業

を実施していないことや FCV 補助金交付決定台数が少ないことなどから、低炭素な

自動車の普及促進に向けた施策の見直し及び強化が求められます。 

 

 

表 25 「（３）低炭素なモビリティの普及促進」における実績 

施策 進捗管理指標 

進捗管理指標の実績の推移 CO2削減量 

(2020 年度～

2023 年度) 
2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

低炭素な自動

車の普及促進 

EV 補助金交付決定台数

[台/年] 
14 17 70 － 75 t-CO

2
 

FCV 補助金交付決定台数

[台/年] 
1 1 0 0 1 t-CO

2
 

V2H 補助金交付決定数

[件/年] 
－ 5 8 13 － 

公共交通利用

の促進 

つくバス１便当たりの平

均利用者数[人/便・年] 
6.3 7.0 8.5 9.7 － 

自転車利用の

促進 

主要自転車駐車場におけ

る市民１人当たりの年間

利用回数[回/人・年] 

5.2 5.6 6.4 5.4 － 

シェアリング

システムの検

討 

－ － 
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（４）持続可能なライフスタイルの推進 

 宅配ボックス設置事業補助金件数、リサイクル率、つくばサステナスクエアの見学

者の人数、地産地消レストランの認定件数は増加傾向、市民一人当たりの生活系ごみ

排出量は減少傾向にあり、それぞれ施策の推進による効果が確認できます。 

 引き続き、廃棄物発電及び余熱利用の推進やプラスチックごみの減量化とリサイ

クル促進、地産地消の推進と食品廃棄の減量化に取り組むことで、市域の温室効果ガ

ス排出量の削減に努めることが重要となります。 

 

表 26 「（４）持続可能なライフスタイルの推進」における実績 

施策 進捗管理指標 

進捗管理指標の実績の推移 CO2削減量 

(2020 年度～

2023 年度) 
2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

荷物の再配達

の防止 

宅配ボックス設置事業補

助金件数[件/年] 
－ － 14 16 75 t-CO

2
 

廃棄物発電及

び余熱利用の

検討 

BDF 利用量[ℓ] － 2,718 3,287 2,484 22 t-CO2 

プラスチック

ごみの減量化

とリサイクル

促進 

市民一人当たりの生活系

ごみ排出量[g/人・日] 
679 658 634 614 － 

リサイクル率[％] 21.7 23.0 25.2 26.6 － 

家庭系プラスチック製容

器包装の回収量[t] 
639 751 910 859 － 

つくばサステナスクエア

の見学者の人数[人] 
0 26 1,265 2,136 － 

地産地消の推

進と食品廃棄

の減量化 

地産地消レストランの認

定件数（累計） 
126 153 157 160 － 

地産地消率[%] 

（つくば市で生産・収穫

された食品数の割合） 

－ － 18.4 15.4 － 
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（５）市民参加型の環境意識啓発 

 環境教育事業の実施回数、エコクッキング事業の実施回数においてはいずれも令

和５年度（2023 年度）において増加の傾向にあります。 

 引き続き、環境教育や環境イベント等を通した普及啓発を進めることで、市民の環

境リテラシーの向上や次世代の環境意識の向上を目指すことが重要となります。 

 

表 27 「（５）市民参加型の環境意識啓発」における実績 

施策 進捗管理指標 

進捗管理指標の実績の推移 CO2削減量 

(2020 年度～

2023 年度) 
2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

環境教育シス

テムの構築 

環境情報に関する市 HP

掲載数[回/年] 
－ － － 4 － 

環境イベント

等を通じた環

境意識の啓発 

環境教育事業の実施回数

[回/年] 
－ － 3 6 － 

次世代環境プ

ログラムの実

践 

エコクッキング事業の実

施回数[回/年] 
－ － 10 19 － 

 

（６）気候変動に適応する 

 熱中症対策の推進、自然災害に備える、農作物の収量や品質の確保においては進捗

管理指標を設定せずに施策を推進することとしています。 

 計画の改定に当たっては、気候変動適応策に関連する施策について、新たな進捗管

理指標の設定を行い、適切な施策の進行管理を実施することが重要となります。 

 

表 28 「（６）気候変動に適応する」における実績 

施策 進捗管理指標 

進捗管理指標の実績の推移 CO2削減量 

(2020 年度～

2023 年度) 
2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

熱中症対策の

推進 
－ － 

自然災害に備

える 
－ － 

農作物の収量

や品質の確保 
－ － 
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（４）前計画を踏まえた本計画の改定の方向性 

 本市におけるこれまでの温室効果ガス排出量は、平成 25年度 （2013 年度）から令

和３年度 （2021年度）にかけて 9.0％の減少となりました。この減少には業務部門で

の削減が寄与したものの、産業部門では温室効果ガス排出量が増加傾向であり、事業

者向け対策が十分でなかったと考えられます。また、家庭部門や運輸部門は削減が停

滞しており、脱炭素化を進めやすい機器 ・設備や車両等の普及などにも課題があった

と考えられます。 

 こうしたなか、国における削減目標の見直しや近年の国内外の動向等を踏まえ、本

計画では、前計画で平成 25年度（2013年度）比 26％としていた令和 12年度（2030

年度）の削減目標を、46％削減へと大幅に引き上げることとし、さらに、2050 年ゼ

ロカーボンの達成に向けた中期目標として 2035 年度及び 2040 年度における新たな

削減目標を設定することとしました。 

 この新たな削減目標を達成するためには、個々の取組の一段の推進はもとより、市

域排出量の約４割を占める特定排出者との連携や、各取組の連携 ・協調によるまち全

体への脱炭素化拡大を加速化させていくことが重要です。 

これを受け、本計画では、「気候市民会議つくば 2023」より提出された提言の実行を

目指し、令和６年度に公表した 「気候市民会議提言ロードマップ」を本計画に包含し、

施策に直接反映することで市民の実情に即した市民参画型の取組を強化するなど、

６つの方針のもとで、施策・事業の見直し・強化を図りました。 

 

表 29 本計画に掲げる方針と前計画を踏まえ見直し・強化を図った内容 

本計画の方針 見直し・強化を図った内容 

方針１ まち・建物の脱炭素化 省エネ化の促進や先行地域事業の推進

について 

方針２ 脱炭素モビリティの普及促進 自動車の脱炭素化や公共交通の利用拡

大について 

方針３ 脱炭素型ライフスタイルへの

転換 

市民の行動変容に向けた環境学習や 3R

の推進について 

方針４ 再生可能エネルギーの導入促

進と活用 

再エネの導入拡大とエネルギーの地産

地消について 

方針５ 気候変動への適応 災害対策の強化や熱中症 ・感染症への対

応について 

方針６ 各主体の連携による環境と経

済の好循環 

大学 ・研究機関との連携や事業者の脱炭

素経営支援について 

 
 
 
 
 

パブリックコメント前後比較（実行計画）

 84 



修正前                              修正後 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（５）計画に掲げる施策に関連する事業 

 本計画の各方針で推進する施策に関連する事業は以下のとおりです。 

 

表 30 方針１ まち・建物の脱炭素化 
 施策 取組 関連事業 

1-1 

建物の省エ

ネ化・電化

等の促進 

市民・事業者の省エ

ネ行動の促進 
市民・事業者による省エネの促進 

市民・事業者の省エ

ネ化・電化等の促進 

建物の省エネの推進 

低炭素な先進モデル構築の検討  

高水準断熱新築・改修の補助・周知 

安心住宅リフォーム支援補助金の継続・拡

充 

空家活用補助金を活用した空き家の省エネ

改修事例の情報公開、研究機関や住宅メー

カー等との連携による省エネ改修住宅やリ

ノベーション住宅等の情報を収集・発信 

新築・既存建物の建築・改修に対する補助

や周知等の実施 

1-2 

脱炭素先行

地域づくり

事業の推進 

脱炭素先行地域づく

り事業の推進 

脱炭素先行地域エリア内公共施設等の省エ

ネ改修・再エネ導入等の実施 

市域、市役所及び脱炭素先行地域の CO2排出

量の環境白書での公表 

脱炭素先行地域づく

り事業の市内横展開 

低炭素(建物・街区)ガイドラインの運用  

脱炭素先行地域の取組を市域に広げるまち

づくりの先導 

1-3 
公共施設の

脱炭素化 

公共施設における脱

炭素化に向けた率先

行動 

エネルギーの有効利用 

公共施設の ZEB 化の推進 

 

表 31 方針２ 脱炭素モビリティの普及促進 

 施策 取組 関連事業 

2-1 

自動車の脱

炭素化の促

進 

脱炭素自動車の導入

促進 
次世代自動車の普及促進 

運輸部門の脱炭素化

に向けた行動変容、

インフラ整備の促進 

商業施設及び EV 事業者に対する EV充電器

設置の働きかけ 

V2H の設置補助、県に対して EV 用充電器等

への設置補助の要望 

効果的な税制優遇策を調査・検討、国

（県）等に対する要望 

電気自動車の経済的利点や環境価値等に関

する情報を調査・収集・発信 

水素ステーション誘致策の検討や県等へ誘

致に向けた要望実施 
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 施策 取組 関連事業 

2-2 
自転車利用

の推進 
自転車利用の推進 

自転車利用の促進 

サイクリングステーション等を拡充、自転

車を利用しやすい環境整備 

事業者や地域・自治会との連携によるシェ

アサイクル・レンタサイクルの利用促進 

自転車通行空間の整備推進および市管轄道

路における拡充、自転車が快適に走れるま

ちづくりの推進 

2-3 
公共交通の

利用促進 

公共交通をはじめと

した様々な移動手段

を選択できる環境の

構築 

公共交通利用の促進 

シェアリングシステムの検討 

低炭素な公共交通の充実 

バスロケーションシステムの提供 

利用者が多いバス停留所付近における駐輪

場の整備 

バス運転士の採用に対する補助実施、補助

や割引の既存事業の継続とともに運賃の検

討 

移動販売を含む多様化する商品購入方法の

調査、環境にやさしい方法を提示する等の

普及啓発の実施、民間路線バスとつくバス

の重複路線の見直し 

市民や事業者の公共

交通の利用促進 

「いばらき健康経営推進事業所認定制度」

の募集案内・周知 

「いばらきヘルスケアポイント事業 元気

アっプ！リいばらき」の県公式スマート

フォンアプリの利用案内・周知 

ゼロカーボン移動に対するポイントが付与

されるアプリを構築・運用 

既存の制度の継続・周知広報、利便性の向

上策の検討・実施 

2-4   

徒歩・自転

車や公共交

通等により

アクセスし

やすいまち

づくり 

市民や事業者がアク

セスしやすいまちづ

くりの推進 

低炭素でコンパクトなまちづくり 

安全で快適な歩行者空間の調整・計画・整

備・管理 

快適な歩行空間の創出 

自動運転バス実装の推進 

持続可能なバスネットワークの構築 

事業者へのマイカー通勤抑制につながる通

勤方法等の周知啓発、自家用有償旅客運送

サービス実施システムの構築・実証実験 

AI 制御信号機の活用 
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表 32 方針３ 脱炭素型ライフスタイルへの転換 

 施策 取組 関連事業 

3-1 

市民の行動

変容に向け

た環境学

習・普及啓

発の推進 

市民の行動変容に向

けた環境学習・普及

啓発のインフラ整備 

荷物の再配達の抑制 

次世代環境プログラムの実践  

環境教育システムの構築 

環境イベント等を通じた環境意識の啓発  

環境情報の集約・発信 

ゼロカーボン・省エネに関する情報を動画

や漫画などのコンテンツ提供 

学校におけるゼロカーボン学習カリキュラ

ムの導入推進 

児童生徒向け学習者用端末の整備 

インフルエンサーや漫画等の活用によるゼ

ロカーボンに関する広報 

買い替えをサポートサービスの情報整理と

広報、国等へ補助制度等の要望 

市民の二酸化炭素排

出量等把握の仕組み

構築 

市民向けエネルギー使用量・二酸化炭素排

出量の把握の仕組みの普及 

市民向けエネルギー使用量・二酸化炭素排

出量の把握の仕組みの構築 

3-2 ３Ｒの推進 

循環型社会の形成の

推進や普及啓発によ

りごみの減量を推進 

プラスチックごみの減量化とリサイクル促

進  

市民・事業者によるごみ減量化の促進 

循環型社会形成に係る普及啓発 

循環型社会形成に向

けた仕組みの検討・

構築を推進 

学校における学用品リユース活動の支援 

学校における制服リユースの活動の検討 

学校において共有化できる学用品の備品化

の拡充 

ごみ自動分別技術の導入へ向けた検討 

3-3 

地産地消の

推進と食品

ロスの抑制 

地産地消を推進する

ための仕組み構築や

普及啓発 

地産地消の推進と食品廃棄の減量化 

産地直売所等の活用による地産地消の推

進、輸送コスト削減と地元農家の支援 

食品ロス削減アプリの導入によるフードロ

ス削減に向けた行動変容の促進 

市民や事業者による

地産地消の推進と食

品廃棄物の削減の推

進 

学校での地産地消の推進 

3-3 

(続

き) 

地産地消の

推進と食品

ロスの抑制

（続き） 

市民や事業者による

地産地消の推進と食

品廃棄物の削減の推

進（続き）  

（再掲）産地直売所等の活用による地産地

消の推進、輸送コスト削減と地元農家の支

援 

量り売りやマイ容器、マイボトルに取り組

む企業の募集・周知 

（仮称）つくば市茎崎給食レストランを整

備、規格外品を活用できる仕組みの構築 
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表 33 方針４ 再生可能エネルギーの導入促進と活用 

 施策 取組 関連事業 

4-1 
再エネの導

入促進 

市民や事業者の再エ

ネ導入の促進 

再生可能エネルギー等の導入支援 

太陽光発電設備と連携する蓄電池設置に対

する導入を支援 

再エネの導入を促進

する仕組みの検討 

太陽光設置の義務化等を検討 

太陽光発電事業者の認定制度の立ち上げ又

は国等への要望 

再エネの導入を適正

に誘導する仕組みの

検討 

太陽光パネルの設置に関する環境や景観に

配慮したルールの構築 

促進区域の検討 

営農型太陽光発電等の農業分野における再

エネ導入可能性の検討 

4-2 

エネルギー

の地産地消

の推進 

地域資源のエネル

ギー利用の促進 
資源の有効活用を推進 

つくばサステナスク

エアの廃棄物発電及

び余熱利用の推進 

廃棄物発電及び余熱利用の検討  

4-3 

効率的なエ

ネルギーマ

ネジメント

の推進 

効率的なエネルギー

マネジメントシステ

ムの導入の促進 

AI 制御技術を用いたエネルギーマネジメン

トシステム（HEMS・BEMS）に対する補助制

度を実施 

AI 制御技術を用いたエネルギーマネジメン

トシステム（HEMS・BEMS）等の導入やより

自動化された設備への更新の促進 

国等に対する AI 制御技術を用いた家電製品

に対する補助実施の要望 

現状把握/民間事業者提案の募集/採択/実証

事業の実施/実証事業の結果検証の実施、AI

制御技術の開発フェーズに併せた支援メ

ニューの紹介 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

パブリックコメント前後比較（実行計画）

 88 



修正前                              修正後 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 34 方針５ 気候変動への適応 

 施策 取組 関連事業 

5-1 

気候変動に

よる災害へ

の対策の強

化 

災害への対策の強化 

自然災害に備える  

気候変動と関連する災害による影響の低減 

5-2 

熱中症・感

染症等への

適切な対応 

熱中症・感染症等へ

の適切な対応 

熱中症対策の推進 

気候変動の中での健康の維持 

クーリングシェルター／ウォームシェアス

ポットの指定・周知 

5-3 

農業分野に

おける適応

策の推進 

農業分野における適

応策の推進 

農作物の収量や品質の確保  

スマート農業の導入等の事業実施 

5-4 
緑の保全と

緑化の推進 

森林の維持・保全 森林の維持・保全 

まちなかの緑の保全 

都市公園・緑の管理 

都市域の緑の確保 

市民参加による緑化活動 

開発に伴う緑地の減少を抑制 

公園や緑地に日陰となる樹木等植栽の適正

配置 

商業施設の緑化に関する普及啓発等の実施 

 

表 35 方針６ 各主体の連携による環境と経済の好循環 

 施策 取組 関連事業 

6-1 

大学・研究

機関や事業

者、他自治

体との連携

強化 

脱炭素を軸とした新

たな取組の創出 

マルチベネフィットな低炭素化プロジェク

トの推進 

国に対する製品等へのカーボンフットプリ

ント表示の義務化の要望 

ごみ自動分別技術を開発する企業や研究所

等への支援 

市内事業者等に対する活用可能な制度の周

知、国に対する次世代エネルギー利用のた

めの技術開発支援に関する要望 

6-2 

「気候市民

会議提言

ロードマッ

プ」の推進 

「気候市民会議提言

ロードマップ」の推

進 

「気候市民会議提言ロードマップ」の推進 

6-3 

事業者・研

究機関等の

脱炭素経営

の促進・支

援 

事業者・研究機関等

の取組の発信 

事業者・研究機関等

の取組の支援 

事業者のエネルギー使用量・二酸化炭素排

出量の見える化の要請 

事業者のエネルギー使用量・二酸化炭素排

出量の情報公開 

研究機関や企業にゼロカーボン推進室の設

置促進 

事業者等へのゼロカーボン技術者・管理者

の養成促進 

ゼロカーボンを推進する市域の協議会の組

成・運営・講習会等の開催 
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 施策 取組 関連事業 

6-3 

(続

き) 

事業者・研

究機関等の

脱炭素経営

の促進・支

援（続き） 

事業者・研究機関等

の取組の支援(続き) 

グリーン購入を行う事業者の公表、事業者

のゼロカーボンな商品・サービスの購入活

動の促進 

つくば SDGs パートナーズ団体会員や包括連

携協定を締結している事業者との連携によ

る食品ロスに関する現場の課題を把握と解

決方法の検討・実施 

事業者へのフードロス削減支援 
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（２）計画策定の経緯 
 計画の策定に当たっては、つくば市地球温暖化対策実行計画区域施策編改定専門

部会を設け、以下のスケジュールと委員により内容を協議及び決定しました。 

 
表 計画策定のスケジュールと概要 

年月日 概要 

令 和 ７ 年

（2025 年）

４月 22日 

第１回つくば市地球温暖化対策実行計画区域施策編改定専門部会 

（１）つくば市地球温暖化対策実行計画区域施策編の改定に当たっての基本

的事項の整理 

（２）2050 年ゼロカーボンシティの実現に向けた脱炭素シナリオ及び 2030

年度削減目標の見直しについて 

令 和 ７ 年

（2025 年）

６月 26日 

第２回つくば市地球温暖化対策実行計画区域施策編改定専門部会 

（１）温室効果ガス排出量の 2030年度削減目標の見直しについて 

（２）「つくば市地球温暖化対策実行計画区域施策編」における将来像及び

施策の洗い出しについて 

（３）地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく促進区域制度の検討につ

いて 

（４）太陽光発電設置促進に関する意見交換 

（５）特定排出事業者の取扱いに関する意見交換（非公開） 

令 和 ７ 年

（2025 年）

８月 20日 

第３回つくば市地球温暖化対策実行計画区域施策編改定専門部会 

（１）「つくば市地球温暖化対策実行計画区域施策編」の中期目標について  

（２）「つくば市地球温暖化対策実行計画区域施策編」の施策体系について  

（３）つくば市の温室効果ガス排出量の算定方法について  

（４）「つくば市地球温暖化対策実行計画区域施策編」における個別事業の

洗い出しについて  

（５）地球温暖化対策推進法に基づく促進区域の設定方針について  

（６）「つくば市地球温暖化対策実行計画区域施策編」における特定排出事

業者の取扱いについて（非公開） 

令 和 ７ 年

（2025 年）

９月 26日 

第４回つくば市地球温暖化対策実行計画区域施策編改定専門部会 

（１）第３回つくば市地球温暖化対策実行計画区域施策編改定専門部会にお

ける委員意見と対応について 

（２）「つくば市地球温暖化対策実行計画区域施策編」の中期目標について 

（３）つくば市の温室効果ガス排出量の算定方法について 

（４）「つくば市地球温暖化対策実行計画区域施策編」の進捗管理指標につ

いて 

（５）太陽光発電設置促進策に関する検討について（非公開） 

 
 
 
 
 
 
 

（６）計画策定の経緯 
 計画の策定に当たっては、つくば市地球温暖化対策実行計画区域施策編改定専門

部会を設け、以下のスケジュールと委員により内容を協議及び決定しました。 

 
表 36 計画策定のスケジュールと概要 

年月日 概要 

令和７年（2025 年）

４月 22日 

第１回つくば市地球温暖化対策実行計画区域施策編改定専門部会 

（１）つくば市地球温暖化対策実行計画区域施策編の改定に当たっ

ての基本的事項の整理 

（２）2050 年ゼロカーボンシティの実現に向けた脱炭素シナリオ

及び 2030年度削減目標の見直しについて 

令和７年（2025 年）

６月 26日 

第２回つくば市地球温暖化対策実行計画区域施策編改定専門部会 

（１）温室効果ガス排出量の 2030年度削減目標の見直しについて 

（２）「つくば市地球温暖化対策実行計画区域施策編」における将

来像及び施策の洗い出しについて 

（３）地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく促進区域制度の

検討について 

（４）太陽光発電設置促進に関する意見交換 

（５）特定排出事業者の取扱いに関する意見交換（非公開） 

令和７年（2025 年）

８月 20日 

第３回つくば市地球温暖化対策実行計画区域施策編改定専門部会 

（１）「つくば市地球温暖化対策実行計画区域施策編」の中期目標

について  

（２）「つくば市地球温暖化対策実行計画区域施策編」の施策体系

について  

（３）つくば市の温室効果ガス排出量の算定方法について  

（４）「つくば市地球温暖化対策実行計画区域施策編」における個

別事業の洗い出しについて  

（５）地球温暖化対策推進法に基づく促進区域の設定方針について 

（６）「つくば市地球温暖化対策実行計画区域施策編」における特

定排出事業者の取扱いについて（非公開） 

令和７年（2025 年）

９月 26日 

第４回つくば市地球温暖化対策実行計画区域施策編改定専門部会 

（１）第３回つくば市地球温暖化対策実行計画区域施策編改定専門

部会における委員意見と対応について 

（２）「つくば市地球温暖化対策実行計画区域施策編」の中期目標

について 

（３）つくば市の温室効果ガス排出量の算定方法について 

（４）「つくば市地球温暖化対策実行計画区域施策編」の進捗管理

指標について 

（５）太陽光発電設置促進策に関する検討について（非公開） 
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年月日 概要 

令 和 ７ 年

（2025 年）

10月 15 日 

第５回つくば市地球温暖化対策実行計画区域施策編改定専門部会 

（１）第４回つくば市地球温暖化対策実行計画区域施策編改定専門部会にお

ける委員意見と対応について  

（２）地球温暖化対策推進法に基づく促進区域の設定について  

（３）「つくば市地球温暖化対策実行計画区域施策編」のパブコメ案につい

て 

令 和 ７ 年

（2025 年）

12月～ 

令 和 ８ 年

（2026 年）

１月 

パブリックコメント 

令 和 ８ 年

（2026 年）

２月 

第６回つくば市地球温暖化対策実行計画区域施策編改定専門部会 

 

 

 

表 つくば市地球温暖化対策実行計画区域施策編改定専門部会名簿 

氏名 

（敬称略） 
所属 備考 

◎松橋 啓介 国立研究開発法人国立環境研究所  

伊神 里美 株式会社カスミ 令和７年（2025 年）８月から 

磐田 朋子 学校法人芝浦工業大学  

江守 正多 国立大学法人東京大学  

金森 有子 国立研究開発法人国立環境研究所  

木下 潔 市民委員 令和７年（2025 年）７月まで 

佐久間 美奈子 東京電力パワーグリッド株式会社  

鈴木 石根 国立大学法人筑波大学  

（◎は部会長。部会長以降は五十音順。） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年月日 概要 

令和７年（2025 年）

９月 26日 

第４回つくば市地球温暖化対策実行計画区域施策編改定専門部会 

（１）第３回つくば市地球温暖化対策実行計画区域施策編改定専門

部会における委員意見と対応について 

（２）「つくば市地球温暖化対策実行計画区域施策編」の中期目標

について 

（３）つくば市の温室効果ガス排出量の算定方法について 

（４）「つくば市地球温暖化対策実行計画区域施策編」の進捗管理

指標について 

（５）太陽光発電設置促進策に関する検討について（非公開） 

令和７年（2025 年）

10月 15 日 

第５回つくば市地球温暖化対策実行計画区域施策編改定専門部会 

（１）第４回つくば市地球温暖化対策実行計画区域施策編改定専門

部会における委員意見と対応について  

（２）地球温暖化対策推進法に基づく促進区域の設定について  

（３）「つくば市地球温暖化対策実行計画区域施策編」のパブコメ

案について 

令和７年（2025 年）

12月～ 

令和８年（2026 年）

１月 

パブリックコメント 

令和８年（2026 年）

1月 27 日 

第６回つくば市地球温暖化対策実行計画区域施策編改定専門部会 

（１）「第 4 次つくば市地球温暖化対策実行計画区域施策編」のパ

ブリックコメント実施結果について 

（２）「第 4 次つくば市地球温暖化対策実行計画区域施策編」の最

終案について 

 

表 37 つくば市地球温暖化対策実行計画区域施策編改定専門部会名簿 

氏名 

（敬称略） 
所属 備考 

◎松橋 啓介 国立研究開発法人国立環境研究所  

伊神 里美 株式会社カスミ 令和７年（2025 年）８月から 

磐田 朋子 学校法人芝浦工業大学  

江守 正多 国立大学法人東京大学  

金森 有子 国立研究開発法人国立環境研究所  

木下 潔 市民委員 令和７年（2025 年）７月まで 

佐久間 美奈子 東京電力パワーグリッド株式会社  

鈴木 石根 国立大学法人筑波大学  

（◎は部会長。部会長以降は五十音順。） 
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修正前                              修正後 

 

（３）用語解説 

 
用語 解説 

ウォームシェルター 

寒波や停電などで暖房が使えないときに、暖かい環境を確保でき

る避難・滞在施設のことです。高齢者や要配慮者の健康を守る目

的で設けられています。 

エコドライブ 

急発進や急加速をしない、アイドリングストップの励行など環境

に配慮した運転方法を指します。 CO2や排気ガスを抑制する環境

改善効果があり、燃料代の節約効果もあります。さらに、穏やか

な運転につながり、事故防止の効果も期待できます。 

エネルギー起源 CO2 
石炭や石油などの化石燃料を燃焼して作られたエネルギーを、産

業や家庭が利用・消費することによって生じる CO2のことです。 

エネルギー基本計画 

我が国のエネルギー政策の基本的な方向性を定めた政府計画で

す。例えば、2025年２月に閣議決定された「第７次エネルギー基

本計画」では、2040 年度を見据えて「再生可能エネルギー主力電

源化」「省エネルギー」「非化石エネルギー転換」などが盛り込ま

れています。 

エネルギーマネジメ

ントシステム 

工場やビルなどの施設におけるエネルギー使用状況を把握した上

で、最適なエネルギー利用を実現するためのシステムのことで

す。EMS ともいいます。EMS によってエネルギー使用状況の「見

える化」や、管理・分析・制御といった、全般的なエネルギーマ

ネジメントが可能になります。 

温室効果ガス 

温室効果をもたらす大気中に拡散された気体のことです。京都議

定書では、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素などが削減対象の

温室効果ガスと定められました。 

カーボンニュートラ

ル 

二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量から、植林、森

林管理などによる吸収量を差し引いて、合計を実質ゼロにするこ

とです。 

カーボンプライシン

グ 

企業などの排出する CO2（カーボン、炭素）に価格をつけ、それ

によって排出者の行動を変化させるために導入する政策手法で

す。カーボンクレジットや、炭素税等がそれに当たります。 

環境 IEC 運動 

つくば市教育委員会が進める環境教育活動で、I＝インプルーブ

メント（改善）・E＝エンバイロメント（環境保護）・C＝コミュニ

ティー（地域社会）の頭文字を取ったものです。学校・家庭・地

域が協力し、電気や水の使用削減、リサイクル、環境意識の向上

などに取り組むことで、次世代を担う子どもたちの環境意識を育

てる運動です。 

クーリングシェル

ター 

猛暑時に、冷房の効いた公共施設などを一時的な避難・休憩場所

として開放する仕組みです。熱中症の予防を目的としています。 

再生可能エネルギー 

太陽光・風力・地熱・中小水力・バイオマスといった、温室効果

ガスを排出せず、国内で生産できるエネルギーのことです。エネ

ルギー安全保障にも寄与できる有望かつ多様で、重要な低炭素の

国産エネルギー源です。 

シェアモビリティ 

自動車や自転車などの移動手段を個人で所有せず、複数人で共同

利用する仕組みのことです。カーシェア、シェアサイクル、ライ

ドシェアなどが含まれ、交通の効率化や CO2排出削減に役立ちま

す。 

 

（７）用語解説 

 

表 38 用語解説 

 用語 解説 

あ

行 ウォームシェアスポット 

寒波や停電などで暖房が使えないときに、暖かい環境を

確保できる避難・滞在施設のことです。高齢者や要配慮

者の健康を守る目的で設けられています。 

エコドライブ 

急発進や急加速をしない、アイドリングストップの励行

など環境に配慮した運転方法を指します。 CO2や排気ガ

スを抑制する環境改善効果があり、燃料代の節約効果も

あります。さらに、穏やかな運転につながり、事故防止

の効果も期待できます。 

エネルギー起源 CO2 

石炭や石油などの化石燃料を燃焼して作られたエネル

ギーを、産業や家庭が利用・消費することによって生じ

る CO2のことです。 

エネルギー基本計画 

我が国のエネルギー政策の基本的な方向性を定めた政府

計画です。例えば、2025 年２月に閣議決定された「第７

次エネルギー基本計画」では、2040 年度を見据えて「再

生可能エネルギー主力電源化」「省エネルギー」「非化石

エネルギー転換」などが盛り込まれています。 

エネルギーマネジメント

システム 

工場やビルなどの施設におけるエネルギー（電気やガス

等）使用状況を把握した上で、最適なエネルギー利用を

実現するためのシステムのことです。EMS ともいいま

す。EMS によってエネルギー使用状況の「見える化」

や、管理・分析・制御といった、全般的なエネルギーマ

ネジメントが可能になります。 

温室効果ガス 

温室効果をもたらす大気中に拡散された気体のことで

す。京都議定書では、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒

素などが削減対象の温室効果ガスと定められました。 

か

行 カーボンニュートラル 

二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量から、

植林、森林管理などによる吸収量を差し引いて、合計を

実質ゼロにすることです。 

カーボンフットプリント 

製品・サービスの原材料調達から廃棄、リサイクルに至

るまでのライフサイクル全体を通した温室効果ガス排出

量を、二酸化炭素排出量として換算した値のことです。 

カーボンプライシング 

企業などの排出する CO2（カーボン、炭素）に価格をつ

け、それによって排出者の行動を変化させるために導入

する政策手法です。カーボンクレジットや、炭素税等が

それに当たります。 

環境 IEC 運動 

つくば市教育委員会が進める環境教育活動で、I＝イン

プルーブメント（改善）・E＝エンバイロメント（環境保

護）・C＝コミュニティー（地域社会）の頭文字を取った

ものです。学校・家庭・地域が協力し、電気や水の使用

削減、リサイクル、環境意識の向上などに取り組むこと

で、次世代を担う子どもたちの環境意識を育てる運動で

す。 

 
 

パブリックコメント前後比較（実行計画）

 93 



修正前                              修正後 

 

自営線マイクログ

リッド 

特定の地域や施設内で電力を自給自足できるように構築された小規

模な独立型電力ネットワークのことです。再生可能エネルギーや蓄

電池を組み合わせ、災害時でも停電せず電力を確保できる分散型エ

ネルギーシステムとして注目されています。 

次世代自動車 

窒素酸化物（NOx）や粒子状物質（PM）等の大気汚染物質の排出が

少ない、またはまったく排出しない、燃料性能が優れているなどの

環境にやさしい自動車のことです。電気自動車（EV）、プラグイン

ハイブリッド自動車（PHV）、燃料電池自動車（FCV）などがありま

す。 

食品ロス 

食べられる状態であるにもかかわらず廃棄される食品を指します。

小売店での売れ残り・期限切れ、製造過程で発生する規格外品、飲

食店や家庭での食べ残し・食材の余り等が主な原因となります。 

ゼロカーボン 

二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの「排出量」から、植林、

森林管理などによる「吸収量」を差し引いて、温室効果ガスの排出

量が全体として実質的にゼロになっている状態のことです。カーボ

ンニュートラルと呼ばれることもあります。 

脱炭素 
地球温暖化の原因となる代表的な温室効果ガスである二酸化炭素の

排出量をゼロにしようという取り組みのことです。 

地域気候変動適応計

画 

地域気候変動適応計画とは、気候変動による影響（猛暑・豪雨・農

作物被害など）に対して、地域ごとに被害を軽減するための具体的

な対策をまとめた計画です。自治体が策定主体となり、健康、農

業、水資源、災害などの分野で適応策を進めます。 

地域脱炭素ロード

マップ 

2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、地域から脱炭素化

を進めるための国の道筋を示したものです。2030 年度までに「脱

炭素先行地域」を少なくとも 100 か所つくることを目標としてお

り、再生可能エネルギーの導入や省エネ建築、ゼロカーボン交通な

ど、14の重点対策がまとめられています。地域の特色を生かしな

がら、経済の活性化と温室効果ガス削減を両立させる「地方発の脱

炭素社会づくり」を進めていく内容となっています。 

地球温暖化対策計画 

地球温暖化対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、国が地球温

暖化対策の推進に関する法律に基づいて策定した、地球温暖化に関

する総合的な計画です。温室効果ガスの排出抑制及び吸収の目標、

事業者、国民等が講ずべき措置に関する基本的事項、目標達成のた

めに国・地方公共団体が講ずべき施策等について記載されていま

す。 

地球温暖化対策の推

進に関する法律 

地球温暖化防止を目的に 1998年 10月に制定された法律で、温室効

果ガスを多量に排出する者に自らの温室効果ガスの排出量を算定

し、国へ報告することを義務付けた。温対法と略されます。 

地産地消店 

地元食材や地酒を提供している飲食店や販売店、直売所のこと。つ

くばの食の魅力を発信するウェブサイト「Farm to Table つく

ば ーつくばの食の魅力ー」で、つくばならではの物産品やグルメ

など、つくばの食を総合的に発信しています。 

筑波研究学園都市交

流協議会 

筑波研究学園都市の国際性を活かし、筑波研究学園都市の将来像を

ふまえ、会員相互が研究交流、共通問題等について相互に緊密に連

携し、必要な意見交換を行うとともに、真に住み良い成熟した都市

づくりを図ることを目的として、研究交流及び産学官連携に関する

こと、都市づくり及び環境に関すること等について協議する組織で

す。 

 用語 解説 

か

行 クーリングシェルター 

猛暑時に、冷房の効いた公共施設などを一時的な避難・

休憩場所として開放する仕組みです。熱中症の予防を目

的としています。 

さ

行 
再生可能エネルギー 

太陽光・風力・地熱・中小水力・バイオマスといった、

温室効果ガスを排出せず、国内で生産できるエネルギー

のことです。エネルギー安全保障にも寄与できる有望か

つ多様で、重要な低炭素の国産エネルギー源です。 

再生可能エネルギー導入

ポテンシャル 

エネルギーの採取・利用に関する種々の制約要因による

設置の可否を考慮した再生可能エネルギーの資源量のこ

とです。 

再生可能エネルギー導入

量 

特定の区域や建物等において導入された再生可能エネル

ギーの規模や実績を指します。指標としては、発電設備

の最大出力を示す「設備容量（単位の例：kW、MW 等）」、

または一定期間に発電された電気の量を示す「発電電力

量（単位の例：kWh、MWh等）」のいずれか、あるいは両

方が用いられます。 

シェアモビリティ 

自動車や自転車などの移動手段を個人で所有せず、複数

人で共同利用する仕組みのことです。カーシェア、シェ

アサイクル、ライドシェアなどが含まれ、交通の効率化

や CO2排出削減に役立ちます。 

自営線マイクログリッド 

特定の地域や施設内で電力を自給自足できるように構築

された小規模な独立型電力ネットワークのことです。再

生可能エネルギーや蓄電池を組み合わせ、災害時でも停

電せず電力を確保できる分散型エネルギーシステムとし

て注目されています。 

次世代自動車 

窒素酸化物（NOx）や粒子状物質（PM）等の大気汚染物

質の排出が少ない、またはまったく排出しない、燃料性

能が優れているなどの環境にやさしい自動車のことで

す。電気自動車（EV）、プラグインハイブリッド自動車

（PHV）、燃料電池自動車（FCV）などがあります。 

食品ロス 

食べられる状態であるにもかかわらず廃棄される食品を

指します。小売店での売れ残り・期限切れ、製造過程で

発生する規格外品、飲食店や家庭での食べ残し・食材の

余り等が主な原因となります。 

ゼロカーボン 

二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの「排出量」か

ら、植林、森林管理などによる「吸収量」を差し引い

て、温室効果ガスの排出量が全体として実質的にゼロに

なっている状態のことです。カーボンニュートラルと呼

ばれることもあります。 

た

行 脱炭素 

地球温暖化の原因となる代表的な温室効果ガスである二

酸化炭素の排出量をゼロにしようという取り組みのこと

です。 
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つくばスタイル科 

つくば市内の全小・中学校で行われている独自教科で、「総合的

な学習の時間」を発展させた教育課程です。「つくば次世代型ス

キル」の育成を目的に、発信型プロジェクト学習と外国語活動で

構成され、環境・科学・国際理解など７分野の学びを通して社会

力やコミュニケーション力を育てます。 

つくば 3Eフォーラ

ム 

つくばエコシティ構想に基づき、つくば市を省エネルギー・低炭

素の科学都市として構築する研究に取り組むことを目的に、大

学、研究機関、自治体が連携して 2007年に結成されました。 

電力排出係数 

1kWhの電気を供給するためにどのくらいの CO2を排出しているか

を示す指標のことです。CO2排出量が少ないほど排出係数も低く

なり、CO2を排出しない再生可能エネルギーによる発電の CO2排出

係数はゼロです。火力発電の燃料の違いや地域ごとの電力需要に

よって、CO2排出係数は変わります。 

特定排出事業者 

地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、一定規模以上のエ

ネルギーを使用する事業者を指します。これらの事業者は、「温

室効果ガス算定・報告・公表制度（SHK制度）」の対象となり、毎

年度の排出量を国に報告し、公表する義務があります。 

バイオマス燃料 

バイオマス（生物資源）を原料とする燃料を指します。バイオ燃

料を燃焼させた場合にも、化石燃料と同様に CO2が必ず発生しま

すが、植物はその CO2を吸収して成長し、バイオマスを再生産す

るため、全体として見れば大気中の CO2が増加しないことになり

ます。 

排出係数 
単位活動量（世帯数、従業者数など）当たりの温室効果ガス排出

量を表すものです。 

バックキャスト 現在から未来を考えるのではなく、「未来のあるべき姿」から

「未来を起点」に解決策を見つける思考法のこと。一般的には

「未来から現在に逆算」していく方法とも言われています。 

パリ協定 

2015年 12月に、国連気候変動枠組条約第 21回締約国会議

（COP21）において採択された協定。世界共通の長期目標（２度

目標、努力目標 1.5度以内）が掲げられていること、京都議定書

の後継にあたる 2020 年以降の気候変動問題に関する枠組みであ

ること、すべての締結国を対象に目標の策定・提出が義務づけら

れていることが特徴として挙げられます。 

非エネルギー起源

CO2 

原材料として使用する工業プロセスや廃棄物の焼却から生じる

CO2のことです。 

モビリティ 

動きやすさ、移動性、機動性。交通分野では、人が社会的活動の

ために交通（空間的移動）をする能力を指します。一般にモビリ

ティは個人の身体的能力や交通手段を利用する社会的・経済的能

力、交通環境によって左右されます。 

AI 

人工知能を意味します。一般的には、「人が実現するさまざまな

知覚や知性を人工的に再現するもの」という意味合いで理解され

ています。Artificial Intelligenceの略。 

BAU 
「現状維持した場合」、「特段の対策のない自然体ケース」という

意味で使用されます。Business As Usualの略。 

 
 
 

 用語 解説 

た

行 

地域気候変動適応計画 

地域気候変動適応計画とは、気候変動による影響（猛

暑・豪雨・農作物被害など）に対して、地域ごとに被害

を軽減するための具体的な対策をまとめた計画です。自

治体が策定主体となり、健康、農業、水資源、災害など

の分野で適応策を進めます。 

地域脱炭素ロードマップ 

2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、地域から

脱炭素化を進めるための国の道筋を示したものです。

2030年度までに「脱炭素先行地域」を少なくとも 100 か

所つくることを目標としており、再生可能エネルギーの

導入や省エネ建築、ゼロカーボン交通など、14の重点対

策がまとめられています。地域の特色を生かしながら、

経済の活性化と温室効果ガス削減を両立させる「地方発

の脱炭素社会づくり」を進めていく内容となっていま

す。 

地球温暖化対策計画 

地球温暖化対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、

国が地球温暖化対策の推進に関する法律に基づいて策定

した、地球温暖化に関する総合的な計画です。温室効果

ガスの排出抑制及び吸収の目標、事業者、国民等が講ず

べき措置に関する基本的事項、目標達成のために国・地

方公共団体が講ずべき施策等について記載されていま

す。 

地球温暖化対策の推進に

関する法律 

地球温暖化防止を目的に 1998年 10月に制定された法律

で、温室効果ガスを多量に排出する者に自らの温室効果

ガスの排出量を算定し、国へ報告することを義務付け

た。温対法と略されます。 

地産地消店 

地元食材や地酒を提供している飲食店や販売店、直売所

のこと。つくばの食の魅力を発信するウェブサイト

「Farm to Table つくば ーつくばの食の魅力ー」で、

つくばならではの物産品やグルメなど、つくばの食を総

合的に発信しています。 

筑波研究学園都市交流協

議会 

筑波研究学園都市の国際性を活かし、筑波研究学園都市

の将来像をふまえ、会員相互が研究交流、共通問題等に

ついて相互に緊密に連携し、必要な意見交換を行うとと

もに、真に住み良い成熟した都市づくりを図ることを目

的として、研究交流及び産学官連携に関すること、都市

づくり及び環境に関すること等について協議する組織で

す。 

つくばスタイル科 

つくば市内の全小・中学校で行われている独自教科で、

「総合的な学習の時間」を発展させた教育課程です。

「つくば次世代型スキル」の育成を目的に、発信型プロ

ジェクト学習と外国語活動で構成され、環境・科学・国

際理解など７分野の学びを通して社会力やコミュニケー

ション力を育てます。 
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修正前                              修正後 

 

BDF 

植物油や廃食用油などからつくられるディーゼル代替燃料です。燃

焼時に CO2や黒煙の排出が少なく、資源の循環利用にもつながりま

す。軽油の代わりに車両や発電機などで利用でき、地域の廃食油を

再資源化する地産地消型の再生可能燃料として注目されています。 

BELS（建築物省エネ

ルギー性能表示制

度) 

2013 年に「非住宅建築物に係る省エネルギー性能の表示のための

評価ガイドライン」が国土交通省において制定され、当該ガイドラ

インに基づき第三者機関が非住宅建築物の省エネルギー性能の評価

及び表示を適確に実施することを目的とした制度のことです。建築

物の省エネ性能を星の数で表示します。 

EV 
電気自動車のことで、Electric Vehicleの略。電気をエネルギー

源とし、モーター（電動機）を動力源として車を駆動させます。 

FCV 

燃料電池自動車のことで、Fuel Cell Vehicleの略。水素、メタ

ノール、エタノールなどの化学反応によって発電した電気エネル

ギーでモーターを回して走る仕組みです。 

GX 温室効果ガスを発生させないグリーンエネルギーに転換すること

で、産業構造や社会経済を変革し、成長につなげることを指しま

す。Green Transformationの略。 

GX2040 ビジョン 脱

炭素成長型経済構造

移行推進戦略 

「GX（グリーントランスフォーメーション）に向け、脱炭素・成

長・構造転換を同時に進めるための中長期戦略」です。官民一体で

約 10年で 150兆円規模の投資を呼び込むなど、経済構造そのもの

を成長型・脱炭素型に変えていくことを目指しています。 

HV 

ハイブリッド自動車のことで、Hybrid Vehicleの略。ガソリンエ

ンジンと電動モーターの両方を搭載し、状況に応じて使い分ける車

のことです。 

IPCC 

Intergovernmental Panel on Climate Change(国連気候変動に関す

る政府間パネル)の略。人為起源による気候変化、影響、適応及び

緩和方策に関し、科学的、技術的、社会経済学的な見地から包括的

な評価を行うことを目的として、1988 年に国連環境計画（UNEP）

と世界気象機関（WMO）により設立された組織です。 

PHV 

プラグインハイブリッド自動車のことで、Plug-in Hybrid Vehicle

の略。外部からの充電が可能であり、エンジンとモーターの２つの

動力を搭載して走行します。 

SDGs 

「持続可能な開発目標」という意味で、「エス・ディー・ジーズ」

と読みます。2015年９月の国連サミットで採択された、国連加盟

193 ヵ国が 2016 年～2030 年の 15年間で達成すべき目標のことを指

します。Sustainable Development Goalsの略。 

SDGs未来都市 

国が選定する“SDGs（持続可能な開発目標）”を重視した都市モデ

ル。自治体が地域課題の解決と SDGs推進を連動させて実践するた

めの先進的な都市指定制度です。 

ZEB 

Net Zero Energy Building（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）の

略称で、「ゼブ」と呼びます。快適な室内環境を実現しながら、建

物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指

した建物のことです。 

ZEH 

Net Zero Energy House（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）の

略称で、「ゼッチ」と呼びます。 住まいの断熱性能や省エネ性能を

向上し、さらに太陽光発電などで生活に必要なエネルギーをつくり

出すことにより、 年間の一次消費エネルギー量（空調・給湯・照

明・換気）をおおむねゼロ以下にする住宅のこと。マンション版と

して ZEH-Mなども存在します。 

 
 用語 解説 

た

行 
つくば 3Eフォーラム 

つくばエコシティ構想に基づき、つくば市を省エネル

ギー・低炭素の科学都市として構築する研究に取り組む

ことを目的に、大学、研究機関、自治体が連携して 2007

年に結成されました。 

電力排出係数 

1kWhの電気を供給するためにどのくらいの CO2を排出し

ているかを示す指標のことです。CO2排出量が少ないほ

ど排出係数も低くなり、CO2を排出しない再生可能エネ

ルギーによる発電の CO2排出係数はゼロです。火力発電

の燃料の違いや地域ごとの電力需要によって、CO2排出

係数は変わります。 

特定排出者 

地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、全ての事

業所の原油換算エネルギー使用量合計が 1,500kL/年以上

となる事業者を指します。これらの事業者は、「温室効

果ガス算定・報告・公表制度（SHK制度）」の対象とな

り、毎年度の排出量を国に報告し、公表する義務があり

ます。 

は

行 

バイオマス燃料 

バイオマス（生物資源）を原料とする燃料を指します。

バイオ燃料を燃焼させた場合にも、化石燃料と同様に

CO2が必ず発生しますが、植物はその CO2を吸収して成長

し、バイオマスを再生産するため、全体として見れば大

気中の CO2が増加しないことになります。 

排出係数 
単位活動量（世帯数、従業者数など）当たりの温室効果

ガス排出量を表すものです。 

バックキャスト 現在から未来を考えるのではなく、「未来のあるべき

姿」から「未来を起点」に解決策を見つける思考法のこ

と。一般的には「未来から現在に逆算」していく方法と

も言われています。 

パリ協定 

2015年 12月に、国連気候変動枠組条約第 21回締約国会

議（COP21）において採択された協定。世界共通の長期

目標（２度目標、努力目標 1.5度以内）が掲げられてい

ること、京都議定書の後継にあたる 2020 年以降の気候

変動問題に関する枠組みであること、すべての締結国を

対象に目標の策定・提出が義務づけられていることが特

徴として挙げられます。 

非エネルギー起源 CO2 
原材料として使用する工業プロセスや廃棄物の焼却から

生じる CO2のことです。 

ま

行 

モビリティ 

動きやすさ、移動性、機動性。交通分野では、人が社会

的活動のために交通（空間的移動）をする能力を指しま

す。一般にモビリティは個人の身体的能力や交通手段を

利用する社会的・経済的能力、交通環境によって左右さ

れます。 

英

数

字 
AI 

人工知能を意味します。一般的には、「人が実現するさ

まざまな知覚や知性を人工的に再現するもの」という意

味合いで理解されています。Artificial Intelligence

の略。 
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修正前                              修正後 

 

3R リデュース（Reduce）、リユース（Reuse）、リサイクル

（Recycle）の３つの R（アール）の総称。リデュースとは、物を

大切に使い、ごみを減らすことを指し、例として必要のないもの

は買わないなどが挙げられます。リユースとは、使える物は、繰

り返し使うことを指し、例として詰め替え用商品を使うなどが挙

げられます。リサイクルとは、ごみを資源として再び利用するこ

とを指し、例としてゴミを正しく分別するなどが挙げられます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 用語 解説 

英

数

字 

BAU 

「現状維持した場合」、「特段の対策のない自然体ケー

ス」という意味で使用されます。Business As Usualの

略。 

BDF 

植物油や廃食用油などからつくられるディーゼル代替燃

料です。燃焼時に CO2や黒煙の排出が少なく、資源の循

環利用にもつながります。軽油の代わりに車両や発電機

などで利用でき、地域の廃食油を再資源化する地産地消

型の再生可能燃料として注目されています。 

BELS（建築物省エネル

ギー性能表示制度) 

2013 年に「非住宅建築物に係る省エネルギー性能の表示

のための評価ガイドライン」が国土交通省において制定

され、当該ガイドラインに基づき第三者機関が非住宅建

築物の省エネルギー性能の評価及び表示を適確に実施す

ることを目的とした制度のことです。建築物の省エネ性

能を星の数で表示します。 

EV 

電気自動車のことで、Electric Vehicleの略。電気をエ

ネルギー源とし、モーター（電動機）を動力源として車

を駆動させます。 

FCV 

燃料電池自動車のことで、Fuel Cell Vehicleの略。水

素、メタノール、エタノールなどの化学反応によって発

電した電気エネルギーでモーターを回して走る仕組みで

す。 

GX 温室効果ガスを発生させないグリーンエネルギーに転換

することで、産業構造や社会経済を変革し、成長につな

げることを指します。Green Transformationの略。 

GX2040 ビジョン 脱炭素

成長型経済構造移行推進

戦略 

「GX（グリーントランスフォーメーション）に向け、脱

炭素・成長・構造転換を同時に進めるための中長期戦

略」です。官民一体で、約 10年で 150兆円規模の投資

を呼び込むなど、経済構造そのものを成長型・脱炭素型

に変えていくことを目指しています。 

HV 

ハイブリッド自動車のことで、Hybrid Vehicleの略。ガ

ソリンエンジンと電動モーターの両方を搭載し、状況に

応じて使い分ける車のことです。 

IPCC 

Intergovernmental Panel on Climate Change(国連気候

変動に関する政府間パネル)の略。人為起源による気候

変化、影響、適応及び緩和方策に関し、科学的、技術

的、社会経済学的な見地から包括的な評価を行うことを

目的として、1988 年に国連環境計画（UNEP）と世界気

象機関（WMO）により設立された組織です。 

PHV 

プラグインハイブリッド自動車のことで、Plug-in 

Hybrid Vehicleの略。外部からの充電が可能であり、エ

ンジンとモーターの２つの動力を搭載して走行します。 

SDGs 

「持続可能な開発目標」という意味で、「エス・

ディー・ジーズ」と読みます。2015 年９月の国連サミッ

トで採択された、国連加盟 193ヵ国が 2016年～2030 年

の 15年間で達成すべき目標のことを指します。

Sustainable Development Goalsの略。 
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 用語 解説 

英

数

字 

SDGs未来都市 

国が選定する“SDGs（持続可能な開発目標）”を重視し

た都市モデル。自治体が地域課題の解決と SDGs推進を

連動させて実践するための先進的な都市指定制度です。 

ZEB 

Net Zero Energy Building（ネット・ゼロ・エネル

ギー・ビル）の略称で、「ゼブ」と呼びます。快適な室

内環境を実現しながら、建物で消費する年間の一次エネ

ルギーの収支をゼロにすることを目指した建物のことで

す。 

ZEH 

Net Zero Energy House（ネット・ゼロ・エネルギー・

ハウス）の略称で、「ゼッチ」と呼びます。 住まいの断

熱性能や省エネ性能を向上し、さらに太陽光発電などで

生活に必要なエネルギーをつくり出すことにより、 年

間の一次消費エネルギー量（空調・給湯・照明・換気）

をおおむねゼロ以下にする住宅のこと。マンション版と

して ZEH-Mなども存在します。 

3R リデュース（Reduce）、リユース（Reuse）、リサイクル

（Recycle）の３つの R（アール）の総称。リデュースと

は、物を大切に使い、ごみを減らすことを指し、例とし

て必要のないものは買わないなどが挙げられます。リ

ユースとは、使える物は、繰り返し使うことを指し、例

として詰め替え用商品を使うなどが挙げられます。リサ

イクルとは、ごみを資源として再び利用することを指

し、例としてごみを正しく分別するなどが挙げられま

す。 
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意見概要 市の考え方
1 － 1 地球温暖化対策で日本が2050年までにCO2排出量を150兆円かけてゼロにしても、0.006度しか下がらないそ

うです。
CO2を一番排出している中国や他国の協力もないまま、費用対効果のないまま、税金を投入することには反

対します。

　地球温暖化対策の費用対効果や国際的な実効性に関する懸念は、重要な視点であると認識しています。
地球温暖化は世界規模の課題であり、一国のみの対策で解決できるものではありませんが、日本はパリ協
定という国際的な枠組みの中で、世界各国と足並みを揃えて取り組むことが不可欠です。
　地球温暖化対策にかかる費用は、単なるコストではなく、脱炭素を契機とした地域経済の活性化や生活
の質の向上など多角的なメリットを生み出し、「環境と経済の好循環」を創出するものと考えています。
　御意見をいただいた視点を踏まえて計画策定の参考としながら、効率的かつ実効性のある施策を検討
し、将来的なコストを抑制しつつ持続可能な社会の構築に努めていきます。

2 － 1 1．前計画（第3次計画）の達成状況の明示について
第4次計画（案）には、前計画（第3次計画）の達成状況や、実施した施策の評価が十分に示されていない
と感じる。前計画32ページには将来像、施策項目、削減見込みが記載されているが、計画期間の途中経過
として、現時点での達成状況や課題を示すことで、今回の計画との連続性や妥当性がより明確になると考
える。

例えば、18ページのコラム3などに、2024年時点までの進捗状況を記載することで、今回の計画との比
較・評価が可能になるのではないか。前計画の評価が示されないままでは、第4次計画についても十分性
や今後の課題を判断しづらいため、何らかの形での掲載を要望する。

また、今回の計画は施策体系が第3次計画と異なるため、比較が難しい。各施策項目に、どの事業が含ま
れているのか、またそれぞれの現在の状況が分かるよう整理してほしい。あわせて、今回の計画で事業を
どの施策に位置づけたのかについて、可能な範囲で示していただきたい（本編が難しければ資料編でもよ
い）。

　御意見を踏まえ、コラム「部門別の削減見込み量」において、現時点で推計可能な直近最新年度である
2021年度の排出量及び削減実績を追記し、基準年度と比較できるようにします。
　また、前計画の施策・取組の実績及び本計画に関連する事業については、資料編に整理・追記します。

2 － 2 2．将来像における市民の位置づけについて
1ページの「確認のポイント」において、第3次計画では将来像が「全員参加でつくる」とされていたのに
対し、第4次計画では「気候変動に適応し～」という表現となっており、主体が分かりにくいと感じる。

気候市民会議など市民参加の取組は評価できるが、実際の温室効果ガス削減に向けても、市民一人ひとり
の行動が重要である。将来像についても、「市民が主体となって取り組む」ことが分かる表現とすること
を要望する。

　本計画では、2050年ゼロカーボンの実現に向け、市民・事業者・市など全ての主体の参画は前提として
踏まえた上で、市の「目指す姿」として、「気候変動に適応し、安心で快適に暮らせる先進的な脱炭素都
市」を掲げます。
　御意見を踏まえ、市民・事業者・市などが主体的に行動してくことが分かるよう、「目指すまちの姿」
の具体的なイメージを追記します。
※パブリックコメント資料「策定のポイント」において、「つくば市の将来像」と記載しましたが、正し
くは「つくば市の目指す姿」でした。

2 － 3 3．削減目標の分かりやすい提示について
37ページのコラム7には方針ごとの削減目標が示されているが、部門別の目標についても明確にしてほし
い。事業ごとの削減量が積み上げられていると推測されるが、合計の数値のみでは市民には理解しづら
い。

「どの施策をどの程度進めれば、どのくらい削減できるのか」「現在の進捗状況はどうか」「市民にでき
ることは何か」といった具体的な説明を記載することで、計画がより身近なものになると考える。（具体
的には４、５に記載）

　部門別の削減目標の目安については、御意見を踏まえ、「第４章　温室効果ガス排出量の削減目標」で
追記します。
　各施策によってどのくらい温室効果ガス排出量を削減できるのかについては、全ての施策・取組の効果
を数値化することは難しいですが、市民や事業者に地球温暖化対策の取組を身近に感じてもらえるよう、
コラム「市民・事業者で取り組める具体策と削減効果」において、家庭で取り組める取組と効果の例を追
記します。
　現在の進捗状況については、各進捗管理指標において、最新値を追記します。
　市民にできることについては、各施策において、「市民・事業者にお願いしたいこと」として追記しま
す。

2 － 4 4．市民に身近な施策の具体化について
22ページの方針1-1「建物の省エネ化・電化の促進」について、23ページの指標には具体的な数値を示し
てほしい。

　御意見を踏まえ、各施策の進捗管理指標について、現時点での最新値及び2030年度目標値を追記しま
す。※施策により、定性的な指標のため、数値化が困難なものがあります。

2 － 5 5．再生可能エネルギー導入の具体像について
方針4「再生可能エネルギーの導入促進と活用」について、目標達成のために、具体的にどの程度の建物
に太陽光パネルの設置が必要なのかといった目安を示してほしい。
例えば、
•新築戸建住宅すべてに設置した場合の達成割合
•既存住宅への設置がどの程度必要か
•商工業用途建物への設置がどの程度必要か
など、具体的なイメージが示されなければ、市民にとって「自分ごと」として捉えることが難しい。
また、10ページに示されている再生可能エネルギー導入ポテンシャルでは、野立て太陽光発電が大きな割
合を占めているが、森林・農地保全の観点から慎重な議論が必要である。仮にその導入を想定するのであ
れば、どのような将来像を想定しているのかを示し、市民に意見を問うことが重要だと考える。

　御意見を踏まえ、削減目標の達成に必要な再エネ導入量の目安の具体的なイメージを、コラム「目標達
成に向けて必要な再エネ導入量のイメージ」として追記します。
　また、環境に適正に配慮し地域に貢献する地域共生型の再エネ導入を促進するため、導入を適正に誘導
する仕組みを検討していきます。

2 = 6 6．大規模電力需要への対応について
再生可能エネルギーの導入と同時に、電力消費そのものを抑制する視点が不可欠である。つくば市には大
規模な電力消費を伴う研究機関や、今後稼働予定のデータセンターがあり、これらによる電力消費・CO2排

出が計画の効果を大きく左右する可能性がある。
民間事業であっても、市民意見を募る場や対話の機会を設けることは、地球温暖化対策実行計画として重
要な役割であると考える。

　御認識のとおり、市域の温室効果ガス排出量の削減には、再生可能エネルギーの導入に加え、電力使用
量の削減をはじめとした省エネルギーの徹底が重要となります。本計画では、施策1－1において、省エネ
ルギーの徹底を再生可能エネルギーの導入に先んじて掲げています。
　なお、市内には大規模な電力消費を伴う事業所も多くあり、連携・協力しながら温暖化対策に取り組む
ことは、重要であると認識しています。大規模な電力需要が見込まれる事業者に関する市民意見を募る場
や対話の機会を設けることについては、今後の施策・取組の過程において、検討します。
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3 － 1 P13
「主体」という用語は、一般市民にとって不慣れなため、意味が正しく伝わりにくいと思います（人に
よって理解が異なるため誤解を招きます）。初出時に「各主体（〇、〇、〇など）」として、〇には後述
されるカテゴリーを予め例示しておくと、誤解を招かないと思います。

　御意見を踏まえ、本文中の「主体」の文言が具体的に何を指すのかを明確にするため、「主体（市民、
事業者、民間団体、行政等）」に修正します。

3 － 2 P14-16
P14-15のどのカテゴリー（部門）が何を指しているのか、一般市民にはわかりにくいと思いました。一般
市民に理解できるのは「家庭部門」「運輸部門」くらいであとは、各区分が理解できないので、具体例を
含めた説明が欲しいと思います。また、つくば市に多くある研究施設が、どの部門にあてはまるのかにつ
いての説明も加えてほしいです。これはp18のコラム3にも関係することであり、市民が努力したら、どれ
くらいの貢献ができるのかをイメージ（可視化）できるようにほしいからです。（一生懸命やったところ
で、たったこれだけなの？というのを避けたいので。）

　御意見を踏まえ、各部門における排出源の例を、表形式で追記します。

3 － 3 P20
特定排出事業者の位置付けと対応がよくわかりません。この文章では国への報告義務を果たしていれば、
つくば市への協力は重視することはなく（お墨付き？）、つくば市はすでにあきらめムードであるように
も読みとれてしまいます（用語解説には特定排出事業者の説明がありますが、つくば市の要望は聞いてく
れないの？となりそうな書きぶりです）。P55「令和7年（5）」などを引用（参照）するなどして、協力
を募る内容とすでにコンタクトしていることを、他の書きぶりよりも丁寧かつ強めに記載したほうがよい
と思います。

　特定排出者とは、地球温暖化対策の推進に関する法律により、事業活動によって排出された温室効果ガ
ス排出量の国への報告を義務づけられている事業者のことを指し、国のホームページにおいて、毎年、当
該事業者やその排出量等の情報が公表されています。
　つくば市では、特定排出者による温室効果ガスの排出量が、市全体の排出量の４割程度を占めているこ
とを踏まえ、特定排出者への削減抑制の協力要請や連携体制を構築していくことが重要と認識していま
す。
　御意見を踏まえ、特定排出者との脱炭素化に向けた連携強化について、コラム「特定排出者の取り扱
い」の内容を追記します。

3 － 4 P21-38
P9に「本計画では気候市民会議提言ロードマップと連携し・・」とあるので、本計画における方針と施策
が、提言にあった項目とどのように結びついているのか、対応表みたいなものがあるとわかりやすいと思
います。ロードマップの一覧表と、今回の施策の一覧表はあるのですが、似たような内容が並んでいるだ
けですので、それらの有機的な結びつきが一覧できるものがあった方が、格段に理解が深まると思いま
す。

　御意見を踏まえ、気候市民会議提言ロードマップで掲げる個票と本計画の施策における対応関係につい
て、「第５章　施策の推進」の各施策において追記します。

3 － 5 P21-38
いずれも「方針」➡「施策」➡「指標」の順に記載されており、「指標」には概ね数値で測れるものが並
んでいますが、数値がどうなれば目標達成なのか、いずれも明示されていません。粗くても記載できる数
値目標があれば、それを明示しておくべきではないでしょうか？

　御意見を踏まえ、各施策の進捗管理指標について、現時点での最新値及び2030年度目標値を追記しま
す。※施策により、定性的な指標のため、数値化が困難なものがあります。

3 － 6 P30
4-2 エネルギーの地産地消の一番目が太陽光発電ではなかったでしょうか（独立したマイクログリッドま
ではいかないかもしれませんが）？　4-1とあわせて記載整備したほうがよいと思いました。（太陽光発
電とエネルギーの地産地消が結びついていない方がほとんどですので、よりわかりやすく書く方がよいと
思いました。私の理解が間違っているのであれば、すみません・・・。）

　方針４では、施策4－1「再エネの導入促進」としてエネルギーの「創出」、施策4-2「エネルギーの地
産地消の推進」として市内で創出されたエネルギーの市内での「利用促進」に取り組みます。
　御意見を踏まえ、方針４において、エネルギーの地産地消について追記するとともに、施策4-2におい
て、市内で発電された再エネ電力の市内での利用促進について追記します。

3 － 7 P33
5-4 街中の緑の目安として、「緑地率」があげられています（ただし、そのあと方針に紐づく指標には記
載なし）。緑地率だけでは今時は貧相ですので、量と質を含めた指標として総合緑地質指数（緑地率、緑
視率、在来種率、連結性などを組み合わせたスコア化）くらいにしておいたほうがよいのではないでしょ
うか？　このあたりの書きぶりは、緑の基本計画や生物多様性つくば戦略ともかかわってきますので、記
載とその認識をそろえておいた方がよいと思います。

　御意見のとおり、緑地の評価において、量だけでなく質も重視することは重要な視点であると認識して
いますが、その目安としての「総合緑地質指数」を算出するためのデータ取得が難しい状況です。
　本計画では、温室効果ガスの吸収源対策も対象としており、その指標として「森林バンク制度の維持管
理総面積」、「森林バンク制度の仲介総件数」を掲げます。
　※パブリックコメント時の計画案では、「森林保全協定の締結面積」を指標として掲載していました
が、森林バンク制度に関する指標に変更します。

3 － 8 P35
6-1 「新たなビジネスや取組を創出します」とありますが、創出した結果が、指標となる①エネルギー消
費当たりのCO2排出量や②、③として検出されるということでしょうか？　創出へのつくば市への関与度
を測る何らかの数値があり、その結果として①、②、③が変動してくるのだと思いますので、この「何ら
かの数値」も本来の指標に記載されてはいかがかと思います。

　今回設定した①～③の３つの指標は、脱炭素の進捗を、CO2排出原単位の改善（低炭素化）、エネル
ギー効率の改善（省エネルギー）、GDPの低減の３つの側面で捉える「茅恒等式」の考え方に基づいて設
定しています。GDPの減少を避けつつCO2排出量を減少させるには、省エネや低炭素化を進める必要があ
り、環境負荷の低減と経済の活性化が両立した社会の実現に向けては、脱炭素を起点に新たな価値を生み
出す取組やビジネスの創出を実現しつつ、省エネ技術の導入や再エネの地産地消が進んでいくことが重要
であると認識しています。
　御意見の市の関与度の可視化については、施策の実効性を高める上で重要な視点であるため、その数値
化については、今後施策を進めていく中で設定を検討します。

3 － 9 P39
PDCAサイクルまで踏み込んで記載されていますので、Cについては、事前に設定した数値目標とそこへの
達成率が評価されるものと通常は考えます。そうであれば、前述したように、各指標の達成目標の数値が
明確でない状況でどのようにチェックするのかという疑問が生じます。詳細な（もしくは粗くても）何ら
かの数値目標を記載した別紙があるのであれば、それはそれでよいかと思いますが、「つくば市地球温暖
化対策実行計画」ですので、このままの記載では曖昧すぎます。修正が必要であると思いました。

　御意見を踏まえ、各施策の進捗管理指標について、現時点での最新値及び2030年度目標値を追記しま
す。※施策により、定性的な指標のため、数値化が困難なものがあります。

4 － 1 P7 　脱炭素先行地域における取組
どういう事業かもう少し分かりやすくするために、市の当該事業を紹介するページへの二次元コードを入
れてはどうか

　御意見を踏まえ、脱炭素先行地域に関する市ホームページの二次元コードを追記します。

4 － 2 P9 　気候市民会議提言ロードマップ
・上記と同様
・本文２行目「市民が気候変動対策について話し合い」→「無作為抽出で選ばれた市民が～」として頂き
たいです。幅広い年代の市民の参加があったことも気候市民会議について特筆すべきことかと考えるた
め。

　御意見を踏まえ、気候市民会議提言ロードマップに関する市ホームページの二次元コードを追加しま
す。
　また、気候市民会議の説明に「無作為抽出で選ばれた」を追記します。
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4 － 3 前計画P10
ごみ排出量の推移が入っているが、今回は無くなっている。燃やせるごみの排出量を減らして燃やす量を
減らすことは重要なので入れて欲しい。

　温室効果ガス排出量削減の視点では、燃やせるごみに含まれる合成繊維及びプラスチックごみを減らす
ことが重要です。
　御意見を踏まえ、施策3-2の指標として設定する「つくば市クリーンセンターでの合成繊維及びプラス
チックごみ焼却量」とともに、燃やせるごみの排出量の現在までの推移を、資料編として追記します。

4 － 4 P13 　2-4つくば市の目指す姿　マル1.2.3.4
・ここがこの計画のもっとも重要な部分かと考えますので、もっと目立つ位置、レイアウトにして欲しい
・前計画では　マル1.2.3.4のそれぞれ具体内容があったが、今回は無くなっている。
短くてよいのでもう少し具体的内容を書き入れるべきではないか。

　御意見を踏まえ、四つの「目指すまちの姿」の具体的なイメージを追記します。

4 － 5 P17～18 温室ガス排出量の削減目標
・前計画のP20にあるような部門別の具体的な数値目標と、そのために考えられ得る手法についても書く
べきではないか
・コラム３で上記の点について書かれているのだと思うが、前計画のようにわかりやすく書き表して欲し
い

　御意見を踏まえ、部門別の削減目標の目安について、「第４章　温室効果ガス排出量の削減目標」で追
記します。
　また、各部門からの排出量削減のための手法は、第５章で掲げる施策のように多岐にわたるため、部門
ごとの記載はしませんが、全部門に共通して、排出源となる活動量（エネルギー消費量など）を削減する
ことが重要となります。各部門の排出源にどのようなものがあるかを示すため、具体例を表形式で追記し
ます。

4 － 6 P21～36　施策の推進
・方針1～方針6までの中で、数値目標を掲げられるものは掲げた方がよいのではないか
目指すべきところをよりあきらかにするため。

　御意見を踏まえ、各施策の進捗管理指標について、現時点での最新値及び2030年度目標値を追記しま
す。
※施策により、定性的な指標のため、数値化が困難なものがあります。

4 － 7 P33　方針5気候変動への適応
「つくば市防災ガイド・ハザードマップ」へのリンクの二次元コードの掲載が必要ではないか

　御意見を踏まえ、つくば市防災ガイド　洪水・土砂ハザードマップに関する市ホームページの二次元
コードを追加します。

4 － 8 P37　コラム7 方針別の削減量　数値の単位がわかりません 　御意見を踏まえ、コラム「方針別の削減量」において、数値の単位を追記します。

4 － 9 P59 特定排出事業者　「一定規模以上」というところは具体的に書けるなら書いた方がよいのではないか
つくば市内の事業者の状況についても書ける範囲で書くべきではないか

　御意見を踏まえ、特定排出者の用語解説における「一定規模以上のエネルギーを使用する事業者」につ
いては、国の定義に従い「全ての事業所の原油換算エネルギー使用量合計が1,500kL/年以上となる事業
者」に修正します。
　つくば市における特定排出者全体による排出量の実績については、コラム「特定排出者の取り扱い」に
おいて記載しています。個別の特定排出者の状況については、本計画には記載せず、今後、温室効果ガス
排出量削減の協力要請や連携体制の構築などの取組を進めていく中で検討します。

4 － 10 全体について
・前計画にはあった、部門ごとの排出量の推計は、なぜ本篇から無くなっているのか
数値目標がなければどこを目指しているのかわからないのではないか
・文章の主語がわからない文章が多いので、主語をわかりやすくして欲しい

　御意見を踏まえ、部門別排出量の現況については、資料編として追加します。
　各施策の進捗管理指標については、現時点での最新値及び2030年度目標値を追記します。※施策によ
り、定性的な指標のため、数値化が困難なものがあります。
　また、全体を通して、文章の主語が明確になるよう修正します。

5 － 1 全体：
全体を通しての冒頭のコメント。
本計画案は、つくば市が掲げる温室効果ガス削減目標の達成に向け、幅広い分野にわたる施策を整理しよ
うとする意欲的な内容であり、その方向性自体は評価できる。しかし一方で、全体を通して、一般市民に
とって理解が難しい表現や、前提条件・用語の説明が不十分な箇所、削減目標との関係が分かりにくい指
標設定などが散見される。そして、市民向けのメッセージは数えるほどしかない。
本計画は、市民や事業者の理解と行動を前提として初めて実効性を持つものである以上、専門的な正確さ
だけでなく、市民が「何が問題で、なぜ必要で、何をすればよいのか」を自分事として理解できることが
不可欠である。また、これまでの計画の評価・検証を踏まえ、どのような改善が本計画に反映されている
のかを明確に示すことは、計画全体の信頼性を高める上で極めて重要である。
以下では、主として [1] 市民にとって分かりやすい記述・説明となっているか、[2] 削減目標と各施
策・指標との関係が明確に示されているか、[3] 計画の前提や想定、意思決定・評価の仕組みが透明に示
されているか、という観点から、具体的な修正・追加を求める意見を述べる。

　地球温暖化対策は、市民、事業者、市などが主体的に取り組む必要があり、その方針を示す本計画が読
み手にとって分かりやいものであることは、重要であると認識しています。
　御意見を踏まえ、全体のボリューム感も考慮しつつ、全体を通して、分かりやすい表現で記載し、用語
の説明を充実させます。
　また、前計画の施策によるこれまでの取組の実績を、資料編に整理・追記します。
※以降の具体的な御意見については、意見ごとに回答します。

5 － 2 全体：
記述の修正を求める。本計画案では、図や表が多数用いられているが、番号が付されていない、あるいは
本文から参照しにくいものが見受けられる。図表に番号を付し、本文中から明確に参照できるよう整理す
ることで、計画全体の可読性は大きく向上すると考える。また、図表や数値、記載内容について、出典が
不明確な箇所が散見される。本計画の信頼性を高め、市民が内容を確認・理解しやすくするためにも、可
能な限り出典を明確に記載するよう修正を求める。

　御意見を踏まえ、図表番号及び出典を追記します。

5 － 3 全体：
コメント。本計画案には、ある程度の専門知識を持つ人でなければ理解が難しいと思われる書きぶりが散
見される。しかし、本計画は一般市民の理解と行動を前提とするものであり、専門家向けの資料ではない
はずである。市民に広く読まれ、行動につなげてもらうためには、専門用語や抽象的な表現を避け、より
平易で具体的な表現に改める必要があると考える。少なくとも中学生が読んで理解できる水準を意識した
表現とし、可能であれば中学生など若い世代の視点で内容を確認（査読）してもらうことを、強く提案す
る。

　地球温暖化対策は、市民、事業者、市などが主体的に取り組む必要があり、その方針を示す本計画が読
み手にとって分かりやいものであることは、重要であると認識しています。
　御意見を踏まえ、全体のボリューム感も考慮しつつ、全体を通して、分かりやすい表現で記載し、用語
の説明を充実させます。
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5 － 4 全体：
コメント。本計画案は、各項目を無理にページ単位で整理しようとしているように見受けられる。その結
果として、説明が不十分な項目が散見される。計画の理解を妨げないためにも、ページ構成ありきではな
く、内容のまとまりや論理の流れを重視した構成とし、必要な説明を十分に補うよう修正を求める。

　計画の趣旨を正しく伝え、市民、事業者などの主体的な取組を引き出すことは、重要であると考えてい
ます。
　御意見をいただいた「内容のまとまりや論理の流れを重視した構成」については、策定時に考慮しま
す。

5 － 5 関連事項としての指摘：
現在、環境審議会の改定専門部会に市民委員が一人も参加していない状況は、非常に深刻な問題であると
考える。今後の専門部会においてもこの状態が継続される場合、一般市民の視点や理解レベルが計画策定
に反映されず、結果として、公開される情報や計画文書が一般市民には読み解くことが困難なものになる
おそれがある。
本計画は市民の理解と行動を前提とするものである以上、策定過程においても市民目線を確保することが
不可欠である。そのため、環境審議会の市民委員のうち複数名を改定専門部会に加える、あるいは環境審
議会に市民委員を新たに追加するなど、実効性のある対応を強く求める。

　今回の計画改定に当たっては、つくば市環境審議会に諮問し、つくば市環境審議会が専門部会に付議す
べき事案として、「つくば市地球温暖化対策実行計画区域施策編改定専門部会」において調査審議してい
ただいています。この専門部会には、当初、市民委員も参加していましたが、任期満了に伴い退任されま
した。地球温暖化対策の施策・取組については、専門的・技術的な事項を多く含むため、市民委員の議論
の途中からの参加が難しいと思慮し、以後、専門家の方々に調査審議いただいています。
　なお、御意見のとおり、市民視点での分かりやすさは計画の実効性を高めるために重要であることか
ら、パブリックコメントを通して広く御意見をいただく機会を設定し、記載内容・方法に反映していま
す。

5 － 6 概要編１ページ：
図の修正を求める。冒頭に示されている図は、地球のエネルギー収支と地球温暖化の関係について誤解を
与えるおそれがある。「適度な気温」の状態では、太陽から入射するエネルギーと地球から宇宙へ放出さ
れるエネルギーの矢印の太さが同程度に描かれている、「気温が上昇」の状態では、放出側の矢印が極端
に細く描かれている。しかし、実際には、地球が受け取る太陽放射は約 240 W/m2であり、現在の温暖化
を引き起こしている正味のエネルギー不均衡は 1 W/m2未満に過ぎない。このため、入射と放出の矢印
は、どちらの状態においてもほぼ同じ太さで表現するのが物理的に妥当である。（なお、この 1 W/m2未
満の余剰エネルギーの大部分は大気ではなく海洋に吸収されていることが知られているが、図からはその
点も読みとれない。）さらに、仮にネットゼロが実現し、気温が低下局面に入ったとしても、（海洋によ
る吸収が続き、）地球からの放射エネルギーは太陽からの入射エネルギーより小さいままであると考えら
れる。本図の表現は、「地球全体で熱の吸収が続く限り、気温は上昇し続ける」かのような誤解を招くお
それがある。現在の温暖化対策は、気温上昇を抑制し、安定化させることを目指すものであり、それが物
理的に不可能であるかのような印象を与える図は、計画の理解を妨げかねない。こうした表現は避けるべ
きである。同様の図は民間のウェブサイト等ではしばしば見られるが、気象庁や他の自治体の公表する資
料では、入射と放出の矢印の太さを同程度に描く、大気内で下向きの放射が大きいことを示すなど、より
正確な表現が採用されている。これらを参考に、図の修正を行うことを求める。

　概要版の当該図については、市民に地球温暖化の仕組みを直感的に理解していただくための概念図とし
て掲載しているものであり、分かりやすいように描いています。

5 － 7 ４ページ：
文の修正を求める。「温室効果ガスの排出により」という表現は、自然起源の排出も含むように読めてし
まうため、やや不正確であると考える。本計画が対象としているのは人為的な温室効果ガス排出であるこ
とから、「人為起源の温室効果ガスの排出に伴う濃度上昇により」などと表現する方が、科学的にも文意
としてもより適切ではないか。

　御意見を踏まえ、地球温暖化の説明において、「地球温暖化対策の推進に関する法律」第二条を引用
し、「温室効果ガスの排出増加により」の部分を「人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温
室効果ガスの濃度を増加させることにより」に修正します。

5 － 8 ４ページ：
文の検討を求める。「これは世界平均の上昇値である約1.1℃を上回る傾向にあります。」という記述に
ついて、「傾向にあります」という表現は何を指しているのか分かりにくい印象を受ける。もし現時点で
すでに上回っていることを示しているのであれば、たとえば、「この傾向は、世界平均の上昇値である約
1.1℃を上回ります。」のように、より明確な表現とする方が適切ではないか。

　御意見を踏まえ、「これは世界平均の上昇値である約1.1℃を上回る傾向にあります。」を「これは世
界平均の上昇値である約1.1℃を上回ります。」に修正します。

5 － 9 ４ページ（概要編１ページ）：
記述の追加並びに文の修正を求める。「世界の平均気温は工業化前と比較して、21世紀末までに最大でお
よそ5.7℃程度、日本の年平均気温は最大でおよそ4.5℃程度上昇する可能性がある」との記述について、
出典が明示されていない。市民に向けた計画文書として、参照している報告書名（例：IPCC評価報告書、
気象庁資料等）、評価時期、想定している排出シナリオ（SSP等）を明確に記載してほしい。また、この
記述は、条件の違いが説明されていないため、世界平均気温の上昇量が日本の年平均気温の上昇量よりも
大きいという誤解を招くおそれがある。一般に、過去がそうであるように、日本の気温上昇は、全球平均
よりも大きくなる傾向が知られており、本記述は直感とも合致しない。おそらく、本記述における「世界
平均」と「日本平均」は、想定している排出シナリオや評価条件が異なることにより、単純比較ができな
い数値となっているものと推察される。そのため、[1] 同一のシナリオ条件で比較した数値を示す、[2]
あるいは、比較できない数値であることを明確に断ったうえで記述する、など、市民に誤解を与えない表
現への修正を求める。

　御意見を踏まえ、各予測値における気候シナリオについて追記し、想定シナリオの概要もあわせて追記
しました。

5 － 10 ４ページ：
「日最高気温が35℃以上の日を指す猛暑日の増加や（中略）といった極端現象が顕在化し」との記述につ
いて、表現の修正を求める。猛暑日の増加や冬日の減少は、極端現象そのものではなく、極端現象の頻度
（や強度など）の変化を指すものである。したがって、文末は「極端現象の変化が顕在化し」とする方
が、内容を正確に表現していると考える。

　御意見を踏まえ、「日最高気温が35℃以上の日を指す猛暑日の増加や日最低気温が０℃未満の日を指す
冬日の減少といった極端現象が顕在化しています」を「日最高気温が35℃以上の日を指す猛暑日の増加や
日最低気温が０℃未満の日を指す冬日の減少が見られます」に修正します。
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5 － 11 ４ページ：
文章の内容の確認、修正を求める。「環境省や気象庁の統合報告」との記述があるが、現状の表現では、
どの報告書を指しているのかが不明瞭であり、「統合」という表現も意味が明確でない。わたしは、環境
省と気象庁の連名による「統合報告書」は存在しないと認識している。参考として、IPCCには「統合報告
書（Synthesis Report）」があるが、これはWG1・WG2・WG3の報告書や特別報告書の内容を統合したもの
を指すため、「統合」という言葉は異なる意味で使われている。本計画文書の読者である市民に誤解を与
えないよう、出典（報告書名等）を明示し、誤解のない説明とすることを求める。

　御意見を踏まえ、修正します。

5 － 12 ４ページ：
文章の修正・追加を求める。本計画では、温暖化の負の側面やその影響への対策が中心に記載されている
が、このままでは「我慢して省エネする」といった消極的なイメージを想起させかねない。市民の主体的
な行動を促すためには、温暖化対策によるポジティブな便益も明記することが望ましいと考える。たとえ
ば、[1] 適切な気温環境により健康状態が改善される、[2] 熱中症や豪雨被害などの災害リスクが低減さ
れる、[3] 快適で安全な暮らしや街づくりに寄与する、などの具体的な効果を示すことで、温暖化対策を
「義務や我慢」ではなく「自分や地域の利益につながる行動」として理解・共感してもらいやすくなる。
本計画においても、こうした便益の記載を盛り込むことを強く求める。

　地球温暖化によるメリットを市民・事業者が理解することは、主体的な行動を促すことに資すると考え
ています。
　４ページでは、「地球温暖化の現状及び将来予測」について記載しています。
　御意見を踏まえ、地球温暖化対策によるメリットについて、追記します。

5 － 13 ４ページ：
文章の修正を求める。温暖化の原因については５ページで「人間活動」と記述されているが、この表現で
は市民に十分に伝わらないと考える。温暖化の原因としては、具体的には [1] 化石燃料（石炭・石油・
天然ガス）の利用、[2] 森林伐採、などがあり、これらにより温室効果ガスの排出が増加している。ま
た、市民にとって重要なのは、自分たちの行動や選択が何に結びつくのかを理解できることである。具体
的には、[1] エネルギー需要を満たすために化石燃料を利用してきた、[2] このままでは温室効果ガスが
増え続ける、[3] 排出を減らすには、化石燃料から脱却し、再生可能エネルギーへ転換する必要がある、
ことを明記することで、市民が「自分たちが何をすべきか」を理解しやすくなる。よって、本計画には、
抽象的な「人間活動」だけでなく、具体的な原因と解決方向を明示することを強く求める。

　本文中において、「人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させてきたことには疑う余地がない」と
記載しております。
　御意見を踏まえ、「人間の影響」について、その要因、影響、対策のつながりが分かるようにするた
め、図を追記します。

5 － 14 ４ページ：
文章の修正を求める。温暖化の原因について、本計画では主に「人間活動」と記述されているが、つくば
市や日本だけの問題ではなく、世界規模の問題であることを明記する必要がある。特に、先進国は産業化
以降の化石燃料利用や森林伐採などにより、多くの温室効果ガスを排出してきた。この点を明確にするこ
とで、次の章「国内外の動向」と自然につながり、なぜ国際的な協調や国内政策が重要なのか、市民にも
理解しやすくなる。よって、温暖化の原因を説明する際には、世界規模の責任と歴史的経緯を併せて記載
することを求める。

　地球温暖化が世界規模の課題であり、一国のみの対策では解決できません。また、歴史的背景を知るこ
とは、市民が地球温暖化を自分ごととしてとらえる上で必要な視点であると認識しています。
　本計画では、地球温暖化の原因については、「人間の影響」という表現を用いて、過去の経緯のみなら
ず現在の私たちの活動そのものが温暖化に直結しているという当事者意識を、市民にもっていただくこと
を目指します。前の御意見への回答のとおり、「人間の影響」についての要因、影響、対策のつながりが
分かるような図を追記することで補完し、分かりやすさの観点から、文章は簡潔な記述のままとします。

5 － 15 ４ページおよび概要版１ページ：
文章の修正を求める。本計画では、本文中で最悪シナリオ（図の赤い線）の場合に触れられているのみで
あり、温室効果ガス排出削減による効果が十分に示されていない。4ページ右下のグラフからも示されて
いるように、（ティッピングポイントなどの問題はあるにせよ、）温室効果ガスの排出量をゼロ付近まで
削減すれば、気温上昇はほぼ止まると見込まれている。これにより、環境改悪の進行を止め、改善・回復
に向けた変化が可能になる。したがって、温室効果ガス排出削減・脱炭素の重要性が市民に、「行動すれ
ば温暖化を抑えられる」という前向きなメッセージとして伝わるようにする必要がある。具体的には、図
の説明文や本文中に、「排出を減らせば温暖化を抑制できる」ことが読み取れる注釈や補足説明を追加す
ることを強く求める。

　温室効果ガスの排出を減らせば地球温暖化を抑制できるということを市民に知ってもらうことは、地球
温暖化対策への意欲向上に資するものと考えています。
　御意見を踏まえ、「人間の影響」の要因、影響、対策のつながりが分かる図の追記と併せて、文章で追
記します。

5 － 16 ５ページ：
文章の修正を求める。本文中の「全ての国が…」という表現についてだが、例えば、「国連気候変動枠組
条約（UNFCCC）」にはほぼ全ての国が加盟しているとはいえ、「パリ協定」については、近い将来に米国
の脱退予定があるなど、全ての国が参加しているわけではない。市民に誤解を与えないためにも、たとえ
ば条約・協定ごとの加盟状況を記載するなど、正確な表現を求める。

　御意見を踏まえ、現時点での事実に沿って、「全ての国」を「協定を締結した全ての国」に修正しま
す。

5 － 17 ５ページ：
文章の修正を求める。本文中に「2013年度比で60％削減」と記載されていますが、これが温室効果ガス排
出量の削減であることを明記する必要がある。また、「直線的な経路」という表現は唐突であり、読み手
には意味が伝わりにくいと思われる。この表現は、横軸に年（時間）、縦軸に温室効果ガス排出量を取っ
たグラフにおける目標経路を指していると考えられる。したがって、文章中で明示的に「温室効果ガス排
出量に関する直線的な経路である」と記載するとともに、19ページにある該当グラフを参照する形にする
ことを求める。

　御意見を踏まえ、「2013年度比で60％削減」が温室効果ガスについてであることが分かるよう追記しま
す。
　また、「直線的な経路」については、「地球温暖化対策計画の概要（令和７年２月　内閣官房・環境
省・経済産業省）」からの引用のため、引用どおりの記載に修正します。

5 － 18 ７ページ：
文章の修正を求める。本計画において「主な取り組み」として②「脱炭素先行地域における取組」が挙げ
られているが、これに加えて、先行成功事例をベースに、市内全域へ展開する方針を明記することを求め
る。具体的には、市長公約や計画のロードマップにもあるように、脱炭素先行地域の取組を「脱炭素ドミ
ノ」のように広げることで、市全体のネットゼロ実現を目指す方針である。この方針を明示することで、
先行事例と計画全体の目標との関係が市民に分かりやすくなり、政策の一貫性が高まると考える。

　脱炭素先行地域は、2050年カーボンニュートラルに向けて、民生部門（家庭部門及び業務その他部門）
の電力消費に伴うCO2排出の実質ゼロを実現し、運輸部門や熱利用等も含めてそのほかの温室効果ガス排
出削減についても、我が国全体の2030年度目標と整合する削減を地域特性に応じて実現する地域で、「実
行の脱炭素ドミノ」のモデルとなるものです。そのため、脱炭素先行地域における取組は、今後、市内外
問わず横展開を図っていく予定です。
　本計画では、施策1-2において、脱炭素先行地域の取組の横展開について位置づけ、記載しています。
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5 － 19 ７ページ：
コメント。②「脱炭素先行地域における取組」については、毎年、環境審議会に報告するとともに、市の
ホームページから一般市民も参照できる形で情報公開することを求める。先行地域の取組には、実務上・
技術上の知見や改善点など、一般市民にとっても有益な情報が多数含まれると想像される。したがって、
報告内容は関係者や専門家だけに通じるものではなく、一般市民が理解し、生活や行動に役立てられる形
で整理・提示することが望ましい。

　脱炭素先行地域の趣旨を鑑み、取組を横展開するに当たって、市民に取組内容を知っていただくこと
は、脱炭素化の加速といった側面でも有意義であると考えています。
　脱炭素先行地域の進捗状況については、毎年、国への進捗状況の報告、国からの評価・フォローアップ
を受けており、進捗状況報告書等は国のホームページでも公表されているため、市の審議会等における報
告等については、今後の事業推進の参考とします。
　なお、御意見をいただいた、市のホームページを活用については、脱炭素先行地域のみならず、地球温
暖化対策に関して幅広く情報発信することが必要と考えており、ホームページの構成や内容、PR方法を検
討していきます。

5 － 20 ９ページおよび６ページ：
文章の修正を求める。本計画において、「気候市民会議」の意義や役割が十分に示されていない。[1] な
ぜ「気候市民会議提言ロードマップ」を重視する必要があるのか、市民の意見を反映し、施策の優先度や
具体的内容を決める重要な手段であることを明示してほしい。[2]  6ページでは「気候市民会議の実施」
が本文中に抜けており、会議の開催や市民参加の状況がわからない。実施状況とロードマップ作成の流れ
を本文に記載することを求める。これにより、市民に対して、計画策定のプロセスが透明であり、意見が
反映されていることが分かる資料になる。

　「気候市民会議つくば2023」は、ゼロカーボンシティの実現に向けて、さまざまな取り組みを進める中
で、市民が気候変動対策を話し合い、意見を市の施策へ反映する場として、2023年度に開催したもので
す。
　本計画では、「１－３．つくば市の主な動向　③気候市民会議提言ロードマップ」において、「気候市
民会議つくば2023」を令和５年度（2023年度）に開催した旨を記載しています。
　「気候市民会議つくば2023」や「気候市民会議提言ロードマップ」作成までの具体的な流れ等について
は、市のホームページで公開しており、本計画の分量が多すぎるという御意見もいただいていることか
ら、全てを網羅的に記載することは避け、一部割愛しています。

5 － 21 ９ページ：
表の修正を求める。本表は「気候市民会議提言ロードマップ」を踏まえた内容である以上、提言作成過程
において高い割合で支持を得た項目は、優先度が高い施策として位置づけ、表中でも優先的に記載される
べきである。しかし現状では、支持率の高低と表での扱いとの関係が不明確であり、市民合意の重みが十
分に反映されているとは言い難い。具体的には、「住まい・建物」の分野において、市民から高い支持を
得た「（市民が）ゼロカーボンに関する知識をもつ」という提言が表に記載されていない。ゼロカーボン
化を進めるうえで、市民の理解・知識の向上は施策実行の前提条件であり、行動変容を促す基盤となる重
要な要素である。したがって、支持率の高い提言を優先的に表に反映させるとともに、その位置づけ（基
盤的取組、横断的取組等）を明確にするよう、表の構成および記載内容の修正を求める。

　本ページでは、分かりやすさの観点から、「気候市民会議提言ロードマップ」に記載のとおり引用して
います。
　また、全ての提言について、令和12年度（2030年度）までに実現することを目的としており、優先順位
は設けていません。
　なお、「気候市民会議つくば2023」や「気候市民会議提言ロードマップ」作成までの具体的な流れ等に
ついては、市のホームページで公開しており、本計画の分量が多すぎるという御意見もいただいているこ
とから、全てを網羅的に記載することは避け、一部割愛しています。

5 － 22 １０ページ：
本文および図表中に「再生可能エネルギー導入量」ならびに「再生可能エネルギー導入ポテンシャル」と
いう用語が用いられているが、それぞれの意味や違いについての説明がなされていない。一般市民にとっ
ては、[1] 「導入量」がすでに設置・稼働している設備容量や発電量を指すのか、平均的な発電量なの
か、[2] 「導入ポテンシャル」が技術的・地理的・制度的制約を考慮した最大導入可能量を意味するの
か、といった点は自明ではない。再生可能エネルギーの導入状況や将来展望を正しく理解するためには、
現状（導入量）と、将来の可能性（導入ポテンシャル）との関係を明確に示すことが不可欠である。した
がって、本文または図の注記等において、「再生可能エネルギー導入量」とは何を指すのか、「再生可能
エネルギー導入ポテンシャル」とはどのような前提・条件に基づく数値なのか、を簡潔に説明する情報を
付加することを求める。

　御意見を踏まえ、「再生可能エネルギー導入量」、「再生可能エネルギー導入ポテンシャル」の説明を
追記します。

5 － 23 １０ページ：
情報の付加を求める。本文および図において、「風力発電の導入ポテンシャル」が他の再生可能エネル
ギーと比べて高くないことが示されているが、その理由についての説明が記されていない。一般に風力発
電は太陽光発電と並ぶ重要な自然エネルギー源とされているが、一般市民にとっては、「年間を通じた平
均風速が相対的に小さいこと」などの地域特性が原因であることは分からない。したがって、「風力発電
の導入ポテンシャル」が高くない理由について、地域特性や前提条件を踏まえた簡潔な説明を、本文また
は図表の注記として追加することを求める。

　再生可能エネルギーの導入ポテンシャルについては、環境省の「再生可能エネルギー情報提供システム
（REPOS)」に基づき、市域における各再生可能エネルギーの導入可能性を提示しています。
　本ページでは、市の再生可能エネルギー導入状況を示し、市の特徴として、太陽光発電のポテンシャル
が高いことに注目し、今後取り組むべき施策を検討しました。
　本計画の分量が多すぎるという御意見もいただいていることから、再生可能エネルギーの導入ポテン
シャルが相対的に低いエネルギー源の要因解説までは、記載していません。

5 － 24 10ページ、22・24ページ：
記述の追加を求める。再生可能エネルギーの導入ポテンシャル、住宅等のストック状況、ならびにエネル
ギーの地産地消の必要性を踏まえると、新築建築物については太陽光発電設備の設置を義務化し、既設住
宅を含めて広く設置を促進していくことが望ましいと考えられる。そのため、10ページにおいては、建築
物への再生可能エネルギー導入が特に重要であり、強く期待されていることを明示すべきである。また、
これを受けて22ページでは、建築物への太陽光パネル導入について、義務化の検討や十分な補助制度の整
備などを具体的に記載することを求める。さらに、コラム８等において、太陽光発電を導入することによ
る金銭的メリット（光熱費削減、長期的な家計負担の軽減等に加え、導入コスト・耐用年数等）を分かり
やすく示し、市民に向けた明確なメッセージとして強調すべきである。

　建築物への再生可能エネルギー導入が、温室効果ガス排出量の抑制に大きく資することは、認識してい
ます。
　10ページでは、つくば市の再生可能エネルギー導入状況について記載することしており、施策について
は、「第５章　施策の推進」において記載することとしています。
　新築建築物等への太陽光発電設置義務化については、社会状況や市民・事業者への影響、国や他自治体
等の動向を注視しつつ、慎重な検討が必要と考えています。そのため、本計画では、まず再生可能エネル
ギーの導入促進を軸に据え、補助制度の充実や情報提供を通じて自発的な設置を促す施策を、施策４－１
において掲げています。
　なお、太陽光発電設備の導入による金銭的メリットに関する情報については、コラム「市民・事業者で
取り組める具体策と削減効果」において、CO2や光熱費の削減効果等の利点を簡潔に記載しています。導入

コストや実耐用年数等は、個別のケースにもよるため、記載はしない方向とします。

5 － 25 １０ページ：
情報の付加を求める。「本市の電力によるエネルギー使用量は1,828,897MWh…」と記載されているが、こ
の数値がどの年度（または年）の実績値であるのかが本文中から読み取れない。また、直下に示されてい
るグラフについても、対象となる年（年度）や期間の記載が見当たらず、数値の位置づけを理解しにくい
印象を受ける。エネルギー使用量や排出量は年ごとに変動するため、基準となる年次を明示することは、
現状把握や今後の進捗確認において重要であると考る。本文および図表において、対象年（例：○年度実
績、○年時点）を明記し、出典が併記されると、市民にとって理解しやすくなると思われる。計画の内容
をより正確に読み取れるよう、数値や図表について年次情報の補足を求める。

　御意見を踏まえ、図に年度を追記します。
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5 － 26 １１ページ：
情報の付加、場合によっては記載内容の見直しを求める。現在の案では、「促進区域」がなぜ必要とされ
ているのかという背景説明や、「促進区域」とは何を意味するのかについての説明が十分とは言えないよ
うに感じられる。このままでは、「促進区域外では、住宅の屋根に太陽光パネルを設置することが望まれ
ていないのではないか」 といった意図しない受け止め方を市民がしてしまう可能性があるように思われ
る。一方で、促進区域であっても、環境や景観への配慮を欠いた大規模な太陽光発電設備の設置は慎重で
あるべきであり、一定のルールや規制が必要となる場合もあると考えられる。市民の誤解を招かないため
にも、[1] 促進区域を設定する趣旨、[2] 区域内外で想定している取組の考え方、[3] 促進区域が「他の
取組を否定するものではない」こと、などについて、本文またはコラム内で丁寧に補足説明を加えること
をご検討いただきたい。
仮に、現時点で十分な説明を加えることが難しい場合には、[1] 当該コラムを資料編に移し、定義や考え
方を整理して記載する、[2] あるいは、誤解を招くおそれが大きいのであれば、今回は削除する、といっ
た対応も選択肢ではないかと考える。

　御意見を踏まえ、促進区域に関する制度概要を、より詳細に追記します。

5 － 27 12ページ：
補足説明を求める。図中に示されている計画間の「連携」という表現は、一般市民にとっては内容が分か
りにくいと感じる。「連携」とは、具体的にどのような情報共有や役割分担、進捗管理を指すのかが読み
取れない。図の簡潔さを保つためにも、「連携」の意味について、脚注や注記の形で補足説明を加えるべ
きと考える。

　12ページの図は、本計画と関連する諸計画との全体的なつながりを視覚的に分かりやすく示すことを主
眼としています。
　御意見いただいた「連携」という表現については、情報共有や施策の整合性の確保など多岐にわたる相
互協力を想定しており、図中に詳細な注記を加えることは、分かりやすさの観点から割愛します。

5 － 28 12ページ：
語句の検討を求める。図の「国」の部分で、地球温暖化対策計画と気候変動適応計画は、「連携」のみな
らず「整合」でもあるのではないか。地球温暖化対策計画（緩和） と気候変動適応計画（適応） は、そ
れぞれ目的は異なるが、国の同一の長期ビジョン（2050年カーボンニュートラル等）、同一の気候科学的
知見（IPCC 等）、同一のリスク認識、を前提として策定されており、内容的に矛盾しないように設計さ
れている＝「整合」している計画である。そのうえで、施策の実施段階、情報共有や進捗管理、地方公共
団体への展開において、相互に補完しながら進める関係、「連携」がある。したがって、両者の関係は
「連携している」だけでなく、「整合した計画である」と表現するのが正確であると考える。

　法律に基づく計画や上位計画に基づく個別計画の関係性は、法律や上位計画を踏まえて策定しているこ
とから「整合」と位置付け、計画間及び個別計画間の関係性は、相互に関連性があり参照等をしているこ
とから「連携」としています。そのため、表記は現状のままとします。

5 － 29 １３ページ：
説明の追加を求める。本文中で初めて用いられている「部門」という用語は、一般市民には必ずしもなじ
みがあるとは言えず、その内訳が分からなければ内容を正しく理解することが難しいと感じる。特に、温
室効果ガス排出量の「家庭部門」「運輸部門」などの区分については、自家用車の利用が運輸部門に含ま
れることなど、市民の直感的な理解と異なる点も多く、誤解を招くおそれがある。多くの市民は、自家用
車の利用を家庭生活の一部として捉え、「家庭部門」に含まれると考える可能性が高いと思われる。その
ため、「部門」の定義や具体例について、表や図による説明を追加する、あるいは新たにコラムを設けて
解説することが望ましいと考える。市民が自分の行動と各部門との関係を理解できるようにすることは、
本計画への理解と行動につながる重要な要素であると思う。

　御意見を踏まえ、各部門における排出源の例を、表形式で追記します。

5 － 30 １３ページ：
助詞の追加を求める。本文中の「ゼロカーボンシティを実現すること宣言しており」という記述について
は、助詞「を」が抜けているため、日本語として不自然に読める。「ゼロカーボンシティを実現すること
を宣言しており」と修正することを求める。

　御意見を踏まえ、文章を修正します。

5 － 31 １３ページ：
記述およびイメージ図の追加を求める。「2-4 つくば市の目指す姿」は、本計画全体の方向性を示し、こ
の後に示される施策の根拠となる重要な項であると考える。そのため、より丁寧で分かりやすい記述が必
要ではないだろうか。現行案では、文章と4項目が簡潔に示されているが、用いられている言葉の意味が
十分に説明されておらず、市民が具体的な姿をイメージすることが難しいと感じる。また、現在の構成で
は、第5章に記載されている施策内容が、結果として本項の説明を担っているようにも読めるが、本来
は、まず将来像を明確に示し、その実現手段として施策が位置づけられるべきではないか。現計画（16
ページ）や環境基本計画（案）に示されている図が、そのまま本計画の将来像として適切かどうかは別と
しても、それらに相当するような「つくば市の将来像」を示すイメージ図を新たに作成・掲載すること
は、市民の理解を深めるうえで有効であると考える。そして例えば、建物の屋根に太陽光パネルが設置さ
れている様子、自転車や公共交通機関が広く利用されている様子、緑や快適な生活環境と調和した都市の
姿、などを簡潔な説明付きで示すことで、市民が計画の目指す方向性を直感的に理解し、その後の施策を
読み進めやすくなると考える。

　御意見を踏まえ、四つの「目指すまちの姿」の具体的なイメージを追記します。
　また、「目指す姿」のイメージ図を追記します。

5 － 32 １４ページ：
細かい修正依頼。「排出量が大きい部門別に見ると」という表現については、排出量の大小関係に基づい
て並べて説明している趣旨を明確にするため、「排出量が大きい部門順に見ると」とした方が適切である
と考える。

　御意見を踏まえ、「排出量の大きい部門別に見ると」を「排出量が大きい部門順に見ると」に修正しま
す。

5 － 33 14ページ：
記述の追加を求める。つくば市における各部門の温室効果ガス排出量について、部門別の総量だけでな
く、主要な内訳を示していただきたい。たとえば、業務部門であれば研究機関（実験施設、スーパーコン
ピュータ、その他）、一般企業、公共施設等、運輸部門であれば自家用車と事業用車両、家庭部門であれ
ば暖房・冷房・調理・給湯等、産業部門であれば農業などの占める比率を示すことが考えられる。このよ
うな内訳を示すことで、どの分野・用途が排出量の大きな割合を占めているのか、また今後、重点的に削
減を進めるべき対象が何であるのかが、市民や事業者にも分かりやすくなると考える。

　御意見を踏まえ、部門別の排出の現況について、資料編に追記します。
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5 － 34 １５ページ：
表現の修正を求める。「現行のトレンドが維持された」という表現について、日本語として意味が分かり
にくく、一般市民には具体的な内容をイメージしづらいと感じます。この箇所は、いわゆる BAU
（Business As Usual）を指しているものと理解されますが、その趣旨を明確にするためには、「追加的
な温暖化対策を実施しない場合（BAU）」など、より具体的で分かりやすい表現に修正することが適切で
はないでしょうか。そのため、「現行のトレンドが維持された」という表現は削除し、BAU の意味が市民
にも理解できるような表現に置き換えることが、一つの選択肢であると考えます。

　御意見を踏まえ、「BAU」を「成り行きシナリオ」に変更します。

5 － 35 15ページ：
表現の修正を求める。「その結果、〇〇となる見込みです。」という表現については、実際にその値にな
ることが確定しているかのような印象を与え、市民に誤解を招くおそれがあると感じる。本箇所は、一定
の前提条件のもとで行った試算結果を示しているものと理解されるため、「その場合には、〇〇となると
いう結果が得られました。」あるいは「試算の結果、〇〇となることが示されています。」など、前提条
件に基づく結果であることが分かる表現に修正することが適切だと考える。

　御意見を踏まえ、「1,976千t-CO2eqとなる見込みです」を「1,976千t-CO2eqとなることが示されていま
す。」に修正します。

5 － 36 １６ページ：
記述の修正を求める。表タイトルの「主な考え方」については、価値判断や方針を示すものと受け取られ
るおそれがある。本表は将来推計・試算における前提条件を整理したものと理解されるため、たとえば
「試算における想定条件」など、分析上の前提であることが明確に分かる表現に修正することが適切だと
考える。「令和１２年度 BAU 推計の考え方」についても同様に、「令和１２年度 BAU 推計の想定条件」
などとすべきと考える。

　御意見を踏まえ、「表　BAUシナリオの推計方法の主な考え方」を「表　成り行きシナリオの推計にお
ける想定条件」に、「令和12年度（2030年度）BAU推計の考え方」を「令和12年度（2030年度）成り行き
推計の想定条件」に修正します。

5 － 37 １７～２０ページ、あるいは資料編：　　※以下で「コメント（あ）」として引用されます
記述の追加を求める。本計画における目標について、より具体的で詳細な値を記載することを求める。コ
ラム7およびコラム3には、それぞれ施策別の数値目標、部門別の数値目標が示されているが、これらの表
は、縦方向に各施策、横方向に部門別の区分をとった一覧表を基に作成されているものと考えられる。つ
いては、その基となる表について、可能な限り全ての要素について目標値を示してほしい。すべての項目
について直ちに数値を示すことが難しい場合があることは理解するが、少なくとも現時点で把握可能な範
囲については明示することが必要であると考える。また、これらの各要素について、毎年度、直近の削減
量や進捗状況をモニタリングし、報告し、計画を見直していくPDCAサイクルを確実に回すことが不可欠で
ある。そのため、6-2に示されている推進体制の図における「報告」の内容として、これらの指標に基づ
く進捗報告を明確に位置づけていただきたい。本来、このような施策別・部門別の要素ごとの数値こそ
が、計画の達成度を客観的に評価するための指標となるべきものではないか。
なお、仮にこれらの要素について現時点では十分な見積もりが行われておらず、今年度中の計画策定作業
には間に合わないということであれば、来年度に改めて見積もりを行い、計画に追加することを求める。
その場合には現時点の版としては、コラム7およびコラム3に示されている数値目標が、どのような前提や
計算に基づいて作成されたものなのかについて、市民が理解できるよう、資料編等において根拠を詳しく
記載していただきたい。

　各施策・部門別の指標の重要性については認識しています。しかし、削減見込み量は多様な前提条件に
基づく推計値であり、その推計値の詳細自体を掲載することは、想定条件の設定加減の議論を生み、混乱
を招く可能性があるため、本計画には記載しません。
　なお、部門別の推計方法については、資料編に記載しています。
　計画の進捗管理については、各施策で設定する指標で実施することを基本とする予定です。各部門から
の温室効果ガス排出量の評価については、施策の推進と併せて、注視していきます。

5 － 38 ２０ページ：
記述の検討を求める。コラム４は特定排出事業者に関する説明であり、また、既存の特定排出事業者につ
いても排出削減が求められることから、「新規に立地する特定排出事業者等には」という表現は、対象を
新規立地事業者に限定しているように受け取られるおそれがある。「新規に立地するものを含む特定排出
事業者には」等、既存・新規の双方が対象であることが明確となる表現への修正を検討すべきと考える。

　御意見を踏まえ、「新規に立地する特定排出事業者等」を「新規に立地する事業者を含む特定排出事業
者等」に修正します。

5 － 39 ２１ページ：
記述の検討・修正を求める。「本計画の目標」は数値目標として示されているが、市民にとっては2－4に
示される「つくば市の目指す姿」の方が理解しやすい。そのため、「本計画の目標を達成するための」と
いう表現は、「つくば市の目指す姿の実現に向けた、本計画の削減目標を達成するための」などとする方
が適切である。あわせて、表に示された各施策が、2－4に示すどの「目指す姿」に対応するのかが分かる
よう、対応関係の記載（列の追加や注記等）を行うことが望ましい。

　「本計画の目標を達成するための」の部分については、分かりやすさの観点から文章が長くならないよ
うにするため、現状のままとします。
　目指す姿と各方針の関係性については、御意見を踏まえ、「５－１．計画の施策体系」において各方針
と目指す姿の関連性を追記します。

5 － 40 22ページ：
記述の修正を求める。1－3の1つ目の記載について、「を図ります」となっているが、1－2の1つ目で「脱
炭素化します」と、市が主体となる取組については「します」と表現していることとの整合性を考える
と、本箇所についても市が主体となって実施する内容であることを明確にするため、「します」とする方
が適切と考える。

　御意見を踏まえ、「図ります」を「します」に修正します。

5 － 41 ２２～３８ページ：
記述の大幅な追加・修正を求める。21ページでは「市民や事業者の理解と協力が不可欠」と記載されてい
ますが、現状の記述からは、市民や事業者といった主体が、具体的に「何を」「どの程度」行うことが想
定されているのかが分かりにくいように感じられる。また、18ページのコラム3や37ページのコラム7で
は、温室効果ガス削減量の推計が示されていますが、その推計において用いられている仮定や想定の具体
的な数値は明確に示されていません。市民や事業者の行動が削減目標の達成にどのようにつながるのかを
理解しやすくするためにも、推計に用いた主な仮定・想定値を明示するしていただきたい。あわせて、そ
れらの仮定が実現されるために市民や事業者が行うこと、さらに、それを後押しするために市がどのよう
な施策（補助、制度設計、情報提供等）を行うのかについて、本文中で整理して記載することが必要であ
ると考える。

　御意見を踏まえ、各施策において、市の取組や市民・事業者にお願いしたい事項を追記します。
　削減見込み量は、多様な前提条件に基づく推計値であり、その推計値の詳細自体を掲載することは、想
定条件の設定加減の議論を生み、混乱を招く可能性があるため、本計画には記載しません。
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5 － 42 ２２～３８ページ：
計画の修正を求める。当該施策において設定されている指標の中には、温室効果ガス排出量の総削減量に
はほぼ結びつかないと思われるものが散見される。具体例としては、２－２（シェアサイクル利用回
数）、２－３（つくバスなどの年間利用者数）、２－４（施策の進捗状況の「レベル」）、３－１（イベ
ント参加者、HP 閲覧数）、３－２（ゴミ焼却量）、３－３（地産地消店レストラン数）、４－２（サス
テナスクエアでの市内地消率）、４－３（施策の進捗状況の「レベル」）、６－２（ロードマップの進捗
状況）などが挙げられる。これらは施策の取組状況や普及度を把握する上では一定の意義がある一方で、
温室効果ガス排出削減への寄与は市民にとっては分かりにくい指標になっているように思われる。そのた
め、概算値であっても差し支えないので、「コメント（あ）」に示したような、各施策・部門ごとの温室
効果ガス削減量の目標値に対する比など、排出量削減とより直接的に対応づけられる指標を併せて示すこ
とを検討していただきたい。

　地球温暖化対策の施策・取組は、必ずしも直接的に温室効果ガス排出量の削減に結びつくものだけでは
ありません。また、間接的な施策・取組については、その効果を数値化することが難しい側面もありま
す。
　本計画では、市域全体の「温室効果ガス排出量」を最上位の指標として把握・管理する一方で、各施策
の指標については、市民や事業者の皆様の取組の進み具合を測るものとして設定しています。そのため、
確実なモニタリングが可能な取組指標の提示に留めて、計画の進捗や目標達成状況を検証していきます。

5 － 43 ３５ページ：
記述の追加を求める。業務部門の温室効果ガス排出量が多いつくば市においては、当該部門におけるさら
なる削減は不可欠である。その際、方針６（連携強化）が極めて重要な役割を果たすと考えられる。しか
し現計画案では、これまで市がどの主体と、どの程度連携してきたのかが必ずしも明確ではない。また、
十分な連携が行われてこなかった分野や主体がどこであるのかについても整理されていないように見受け
られる。そこで、本計画期間中において、これまで連携が不十分であった主体との連携をどのように開始
し、どのような手段・体制で推し進めていくのかについて、具体的な記載を求める。

　業務部門における削減については、事業者との連携強化が不可欠と認識しています。
　御意見いただいた事業者との連携については、「気候市民会議提言ロードマップ」において新たに構築
予定である市域の協議会を活用することを検討します。具体的な連携のプロセスや体制構築については、
社会情勢の変化に柔軟に対応しながら進めていくべき事項でもあるため、施策を推進する過程で検討して
いきます。

5 － 44 37ページ、59ページ：
記述の追加・修正を求める。37ページで初めて用いられている「電力排出係数」について、本文中での説
明が見当たらないように思われる。59ページには「排出係数」の説明があるが、そこで示されている「活
動量」については市民には理解が難しいと感じる人が多いだろう。また、例として挙げられている「世帯
数」「従業員数」などは活動量の間接的な指標とも考えられ、例としてややわかりにくい面があるように
思われる。そのため、59ページで用いられている排出係数の説明においては、活動量の例として、消費電
力量や燃料消費量など、排出を直接生じさせる量を示す方が、市民の理解を得やすいと思われる。あわせ
て、37ページの電力排出係数についても、たとえば、「電力排出係数（温室効果ガス排出量／消費電力
量）」といった形で、簡潔かつ分かりやすい説明を補足することを検討していただきたい。

　「電力排出係数」については、資料編の用語解説において、説明を記載しています。
　用語解説の「排出係数」の説明における単位活動量については、御意見を踏まえ、例を追記します。

5 － 45 ３８ページ：
コメント。家庭で実施可能な取組の具体例を示している点は評価できる。このような情報は、本文だけで
なく資料編も含めて整理・記載してほしい。
ここでは「コメント（あ）」に関連して指摘する。仮に、つくば市における新築住宅が年間約3,000戸で
あり、太陽光発電設備の導入によって1戸あたり年間約3トンの温室効果ガス削減が見込まれるとすれば、
すべての新築住宅に太陽光パネルを搭載した場合、年間でおよそ1万トンの削減効果となる。本計画で
は、家庭部門について2030年までに約64％、約10万トンの削減を目標としているが、既存住宅（ストッ
ク）での搭載も含めて考えれば、家庭部門においては目標にかなり近い水準まで削減できる可能性がある
ことになる。
このような試算例を示すことで、市民にとって削減目標が必ずしも実現不可能なものではないことを実感
しやすくなり、行動への動機づけにもつながると考える。そのため、代表的な前提条件を置いた簡易な試
算であっても、計画中に明示することを検討していただきたい。
なお、類似の例としては、運輸部門における自家用車が挙げられる。自転車の利用、電気自動車等への乗
り換えの効果についての試算も見てみたい。

　御意見を踏まえ、コラムとして「目標達成に向けて必要な再生可能エネルギー導入量のイメージ」を追
記します。

5 － 46 全体：
全体を通してのまとめのコメント。
本計画は、「勝負の10年」とされる期間の後半に位置づけられる極めて重要な計画であり、その内容は今
後のつくば市の方向性を大きく左右するものである。したがって、計画を形式的に整えることよりも、市
民や事業者が内容を理解し、納得し、行動につなげられるかどうかが何より重要であると考える。
本コメントでは、科学的な正確性、市民にとっての分かりやすさ、削減目標と施策・指標との対応関係、
計画策定・実施・評価の透明性といった点を中心に意見を述べてきた。これらはいずれも、計画の実効性
を高めるために不可欠な要素であり、決して細部に過ぎない問題ではない。
限られた策定スケジュールの中で全てを反映することは容易ではないかもしれないが、重要であるにもか
かわらず現時点で十分に検討できない事項については、今後の見直しや追補により対応する姿勢を明確に
示すことが、市民の信頼を得る上でも重要であると考える。本計画が、市民にとって「遠い計画」ではな
く、「自分たちの未来を形づくる計画」として受け止められるものとなるよう、丁寧な修正と説明の充実
を強く求める。

　地球温暖化対策を取り巻く環境は、日々変化していることは認識しています。御意見を踏まえ、計画改
定後も、必要に応じて適宜見直すことも検討していきます。
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6 － 1 全体：
全体を通しての冒頭のコメントです。本計画案は、つくば市が地球温暖化対策を進めていくうえでの重要
な指針を示すものであり、市民・事業者・研究機関等の幅広い主体の行動を前提とした、極めて重要な計
画であると認識しています。その一方で、計画全体を通して、目標と施策、指標、推進体制、評価・改善
の仕組みが十分に整理・説明されておらず、実効性や検証可能性の面で多くの課題があると感じました。
本計画は、市民の理解と行動を前提とする以上、専門的な用語や抽象的な表現にとどまらず、「何を、誰
が、いつまでに、どの程度実施するのか」が分かる形で示される必要があります。また、削減目標の達成
には相応の財源確保や組織的な推進が不可欠であり、それらが計画の中でどのように担保されているのか
を明確にすることが求められます。あわせて、本計画は過去の計画から独立して存在するものではなく、
第三次計画の成果や課題を踏まえ、改善を重ねながら策定されるべきものです。計画の策定・実施・評
価・改善というPDCAサイクルを明確に示し、市民に対して説明責任を果たすことが、計画への信頼と協力
を得る前提条件であると考えます。以下では、こうした問題意識に基づき、計画全体の構造、個別施策、
指標、推進体制、情報公開のあり方等について、具体的な観点から意見を述べます。

　地球温暖化対策は、市民、事業者、市などそれぞれが主体的に取り組む必要があり、その方針を示す本
計画が読み手にとって分かりやいものであることは、重要であると認識しています。
※以降の具体的な御意見については、意見ごとに回答します。

6 － 2 全体：
記述の追加を求めます。本計画において使用されている用語の中には、一般市民にとって理解が難しいも
のが多く見受けられます。たとえば、１３ページに記載されている「エネルギーの地産地消」「脱炭素型
ライフスタイル」「気候変動への適応」などの用語は、専門的であり、十分な説明がなければ、その意味
や市民生活との関わりを正確に理解することが困難です。本計画は、市民の理解と主体的な行動を前提と
して進められるものである以上、用語が理解できない状態は、計画の実効性そのものを損なう重大な問題
であると考えます。単に用語を列挙するのではなく、本文中で市民の生活や行動と結び付けた丁寧な説明
を追記すること、または用語解説を大幅に充実させることを強く求めます。少なくとも、専門知識を前提
としない一般市民が、自分事として理解し、行動につなげられる水準まで、用語解説を拡充してくださ
い。

　御意見を踏まえ、全体のボリューム感も考慮しつつ、全体を通して、分かりやすい表現で記載し、用語
の説明を充実させます。

6 － 3 全体：
コメントです。本計画に掲げられている温室効果ガス削減目標を達成するためには、各種施策の実施に伴
う補助金の交付、設備導入や工事等に要する費用など、多額の予算が必要になると考えられます。そのた
め、国や関係機関からの補助金の獲得・活用を積極的に進めることはもちろん、市としても独自に十分な
予算を確保し、計画を実効性のあるものとして着実に実施していく姿勢を明確に示すことが重要です。計
画に掲げる目標と、それを実現するための財源措置との関係が不明確なままでは、計画の実現性に対する
市民の信頼を得ることは困難であると考えます。必要な予算規模や財源確保の考え方についても、可能な
範囲で本計画に記載することを求めます。

　地球温暖化対策は、市民・事業者・市などの各主体が自分ごととして主体的に取り組む必要がありま
す。また、計画の目標達成には、相当の費用が必要となり、市の財源のみでは賄いきれないものと考えて
います。市が実施する施策については、効率的・効果的に取組を進められるよう、社会情勢等も鑑みなが
ら、予算確保に努めます。
　御意見いただいた予算規模と財源確保の考え方について、予算規模は、地球温暖化対策の技術革新や取
り巻く環境が刻々と変化し、現時点でコストを試算することが難しいこと、また、予算措置は、市が行う
ほかの事業との兼ね合いもあり、確保を断言できないことから、毎年度の計画推進の中で対応していくこ
ととし、本計画への記載はしないこととします。

6 － 4 全体：
コメントです。本計画の策定に関わる分科会は、今後あと一度しか開催されないとあります。そのため、
計画文書の修正・見直しについて、重要であるにもかかわらず、今年度中の策定作業に間に合わない事項
が生じる可能性があることを懸念しています。ついては、そのような事項がある場合には、来年度に改め
て検討・策定を行い、計画に追加・反映することを、あらかじめ方針として明確に示すことを強く希望し
ます。本計画は、「勝負の１０年」の後半５年間にわたる、極めて重要な計画です。「必要ではあるが時
間がない」という理由で、修正や追加が行われないことのないよう、計画の完成度と実効性を最優先にし
た対応を強く求めます。

　市の諸計画においては、実効性のある計画を策定すること重要ですが、それ以上に、計画を実行してい
くことも重要であると考えます。
　本計画は、パブリックコメントによる御意見や専門部会委員からの御指摘等を踏まえて検討し、改定を
進めています。
　計画策定後も、毎年度の進捗管理や事業評価を行うPDCAサイクルの中で、社会情勢の変化や新たな課題
に柔軟に対応し、施策の改善を図ります。また、必要に応じて計画の見直しも検討します。

6 － 5 全体：
全体および特に懸念点について、回答を求めるコメントです。「気候市民会議提言ロードマップ」におい
て、「見える化」に取り組む企業や研究機関が挙げられていますが、特定排出事業者を含む事業者全体に
対して、計画への参加や取組を促す働きかけを行うことが不可欠であると考えます。また、事業者間での
健全な競争を促すことは、取組の実効性を高めるうえで非常に重要です。新設される市域の協議会を、そ
のための場として積極的に活用することを提案します。特に、特定排出事業者については事業者名が公表
されていることから、年度ごとの報告において、各事業者の名称を明示したうえで、[1]取組に参加して
いる場合は、その取組状況やレベル、[2]参加していない場合はその旨、
を示すことが必要であると考えます。こうした最低限の見える化や働きかけすら行われないのであれば、
市と事業者等が連携しているとは言い難く、本計画の目標は実効性を欠き、達成が困難になるのではない
かと強く懸念します。

　事業者の温室効果ガス排出量の見える化については、市域の温室効果ガス排出量削減にも大きく資する
ものと考えており、本計画の方針６で施策の一つとして位置付けています。
　各事業者の取組状況の公表等については、事業者の意欲的な取組を引き出し、健全な競争を促す手法の
一つとして認識しております。一方で、事業者との信頼関係の構築や効果的な情報公開のあり方について
は、慎重な検討が必要であると考えています。
　いただいた御意見は、新設を検討している市域の協議会等の役割を検討する際の参考とします。

6 － 6 ４～１１ページ：
記述の追加を求めます。本計画案では、背景や現状に関する説明が十分とは言えず、地球温暖化問題を理
解するうえで必要な情報が不足していると感じます。地球温暖化は、長期にわたる人間活動の結果として
進行してきた問題であり、その原因や経緯、現在どのような局面にあるのかを丁寧に示すことは、市民の
理解と主体的な行動を促すうえで不可欠です。個別の論点については以下でコメントしますが、それらに
限らず、背景説明として記載すべき内容が全体として不足していると考えます。現行計画のほうが、課題
を丁寧に説明しようとする姿勢が見られる点も踏まえ、計画案全体として、背景および現状に関する記述
の充実を強く求めます。

　地球温暖化の原因や経緯等を知ることは、その対策を効率的・効果的に行う上で、必要なことと考えて
います。本文中において、「人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させてきたことには疑う余地がな
い」と記載しております。
　御意見を踏まえ、「人間の影響」について、その要因、影響、地球温暖化対策のつながりが分かるよう
にするため、図を追記します。
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6 － 7 ４ページ：
記述の追加を求めます。現在の気候変動の深刻な状況に至った背景について、より根源的な要因を含めて
丁寧に記載すべきであると考えます。地球温暖化は、人間活動、とりわけ利便性の追求や経済活動の拡大
を通じて排出された温室効果ガスの増加が主な原因であり、その結果として生じている問題です。この点
において、問題の責任は私たち人類全体にあります。だからこそ、将来世代に対する責任も含め、社会の
あり方や生活様式を見直していく必要があることを、計画の原点として明確に示すことが重要だと考えま
す。こうした基本的な考え方を明記し、市民に分かりやすい言葉で説明することが、本計画への理解と主
体的な参加を促すうえで不可欠です。

　地球温暖化の原因や経緯等を知ることは、その対策を効率的・効果的に行う上で、必要なことと考えて
います。本文中において、「人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させてきたことには疑う余地がな
い」と記載しております。
　御意見を踏まえ、「人間の影響」について、その要因、影響、地球温暖化対策のつながりが分かるよう
にするため、図を追記します。
　更なる詳細の記載については、本計画の分量が多すぎるという御意見もいただいていることから、全体
的なボリュームも踏まえて検討します。

6 － 8 ６ページ周辺：
記述の追加を求めます。本計画の実効性を判断するためには、これまで本市が地球温暖化対策に充ててき
た予算規模を把握できることが重要であると考えます。可能な範囲で構いませんので、過去数年間におけ
る関連施策の予算額について、計画中に記載することを求めます。今後、予算を増額していくことは重要
ですが、これまでの実績を示すことは、市としてこれまで何にどの程度取り組んできたのか、また今後ど
のように取組を強化しようとしているのかを市民が理解するための重要な情報となります。こうした情報
の開示は、市が実施可能と考えている施策の規模感や、本計画に対する市の姿勢を市民が判断する目安に
もなると考えます。

　地球温暖化対策には、相当の経費が必要であることは、理解しております。
　本計画は、市域全体における地球温暖化対策に関する計画であり、その対策は、市の予算・財源のみで
実施できているものではありません。そのため、市域の地球温暖化対策に要した経費等を算出することは
難しく、また、市の予算のみを提示することは、誤解を招く恐れがあるため、本計画編記載は見送りま
す。
　なお、今後の予算措置は、市が行うほかの事業との兼ね合いもありますが、毎年度の計画推進の中で社
会情勢も見ながら対応していくこととします。

6 － 9 ６ページ周辺：
記述の追加を求めます。本計画の策定にあたっては、つくば市地球温暖化対策実行計画（第三次計画）に
ついて、実施状況の報告および課題の整理を含む総括を明確に示すことが不可欠であると考えます。あわ
せて、第三次計画において得られた成果や明らかになった課題が、本計画のどの部分に、どのような形で
反映されているのかが分かるよう、具体的に記載してください。過去の計画との連続性や改善点が示され
なければ、本計画が単なる計画の更新にとどまり、実効性を高めるための見直しとなっているのか判断す
ることができません。計画の策定・実施・評価・改善というPDCAサイクルは、実効性のある政策運営にお
いて極めて重要な考え方です。しかしながら、本計画案には、これまでの計画に対する評価や検証、なら
びにその結果を次の計画へどのように反映させたのかについての記載が見当たりません。市民にとって理
解しやすく、かつ計画全体の信頼性を高めるためにも、第三次計画の総括と、それを踏まえた本計画にお
ける改善点や変更点を明確に示すことを、本計画の中に明記することを強く求めます。

　御意見を踏まえ、前計画の施策・取組の実績及び本計画に関連する事業については、資料編に整理・追
記します。

6 － 10 ９ページ、１７～３８ページ：
記述の追加を求めます。気候市民会議でまとめられたロードマップについて、本計画では「6-2」におい
て全体として推進する旨が示されていますが、ロードマップの個々の提言や内容が、具体的にどの施策に
どのように反映されているのかが分かりにくいと感じます。ロードマップの内容は、各施策の中に反映さ
れているものも多いと推察されますが、その対応関係が明示されていないため、市民としては計画への反
映状況を十分に確認することができません。例えば、9ページに掲載されている表について、項目をさら
に充実させ、「気候市民会議ロードマップのどの提言が、どの施策に反映されているのか」を付記するな
ど、対応関係を一覧で示してはいかがでしょうか。また、17～38ページに記載されている個別施策につい
ても、気候市民会議ロードマップとの対応が分かるよう、整理・明示することを求めます。現状では、例
えば「筑波研究学園都市交流協議会」については6-3で記載がある一方、ロードマップでは新たに設置す
るとされている「市域の協議会」については、関連する施策の中で十分に触れられておらず、両者の役割
や位置づけの違い、ロードマップとの関係が分かりません。気候市民会議は、市民参加の重要な取組であ
り、その成果がどのように計画に反映されているのかを分かりやすく示すことは、計画の透明性と信頼性
を高めるうえで不可欠です。対応関係が明確に分かるよう、記述の追加・整理を強く求めます。

　御意見を踏まえ、気候市民会議提言ロードマップで掲げる個票と本計画の施策における対応関係につい
て、「第５章　施策の推進」の各施策において追記します。

6 － 11 １０ページ周辺：
記述の追加を求めます。太陽光発電設備の導入状況と将来計画についての情報は、本計画の実効性を市民
が評価・理解するうえで重要な基礎情報であると考えます。つくば市における太陽光発電設備の現状につ
いて、可能な範囲で構いませんので、以下の情報を計画中に記載してください。[1]
つくば市が管理する公共施設における太陽光発電設備の導入量（出力・容量）。[2] 市内の住宅地・商業
地・研究機関等における導入量の概要。[3] 導入量を示すにあたって、建物面積に対する割合や市域全体
に占める割合等の指標。可能であれば、つくば市全体の平均値に加え、大規模施設等の個別データも示し
ていただけると、現状の把握や比較がより容易になります。また、将来に向けた太陽光発電設備の導入計
画（量的目標・導入方策等）についても、現状と対比できる形で明示することを求めます。太陽光発電
は、特につくば市では再生可能エネルギーの重要な柱であり、その導入状況や将来計画を透明に示すこと
は、市民の理解や積極的な参加を促すうえで有効であると考えます。

　本計画は、地球温暖化対策実行計画区域施策編であり、市域全体の温暖化対策について記載していま
す。市内の住宅地・商業地・研究機関等の太陽光発電設備の導入状況については、データを取得すること
ができず、把握することが難しい状況です。計画策定後、取得できるデータが出てきましたら、可能な範
囲で公表することを検討します。
　なお、本市の公共施設に導入されている太陽光発電設備の導入量については、市のホームページにて公
開しており、市域においては一部に過ぎないため、本計画への記載は割愛します。

6 － 12 １０ページ：
記述の追加を求めます。国の地球温暖化対策に関する実行計画においては、「2030年度には、設置可能な
建築物（敷地を含む。）の約50％以上に太陽光発電設備を設置することを目指す」との目標が示されてい
ます。太陽光発電の導入は、本市における再生可能エネルギー施策の中核をなすものであり、国の目標は
本計画を検討するうえで重要な前提条件であると考えます。ついては、この国の目標についても本計画中
に明記したうえで、つくば市としてどのように受け止め、どの程度の水準を目指すのか、またそのために
どのような施策を講じるのかが分かるよう、記述を追加してください。

　御意見いただいている点は、政府実行計画の「2030年度までに設置可能な政府保有の建築物（敷地含
む）の約50％以上に太陽光発電設備を設置」という記載と認識しています。
　この政府実行計画に即して、令和５年（2023年）に策定した「第３次つくば市役所地球温暖化対策実行
計画事務事業編（改定版）」では、公共施設への太陽光発電設備の導入を、重点取組に位置付けて推進し
ています。
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6 － 13 １０ページ：
記述の追加を求めます。再生可能エネルギーについては、太陽光発電や風力発電に加え、熱利用を含む取
組も重要であると考えます。例えば、再生可能エネルギー由来の熱の利用や蓄熱技術は、エネルギーの有
効活用や需要平準化の観点からも有効な手段です。また、再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、蓄電技
術は電力の安定供給や自家消費の促進、災害時のリエンス向上など、重要な役割を担います。これらを踏
まえ、風力発電や太陽光発電に限らず、蓄熱や蓄電を含めた再生可能エネルギーの活用・導入を進めるた
めの取組についても、本計画に明確に位置づけ、記載することを求めます。

　市域におけるエネルギーの活用について、電気としてだけでなく、熱としての利用することも効果的で
あると認識しています。
　本市では、熱利用や蓄電池の活用等については、各施策の中で記載しています。

6 － 14 １０ページに関連：
記述の追加を求めます。本計画に示されているつくば市の自然エネルギー導入ポテンシャルを見ると、つ
くば市内で消費されるエネルギーのすべてを、市域内で生み出される再生可能エネルギーのみで賄うこと
は、現実的には難しいように見受けられます。そのため、将来的に、つくば市外で発電された再生可能エ
ネルギーの利用を想定しているのか、それとも可能な限り市域内でのエネルギーの地産地消を基本方針と
するのかについて、本計画において明確な方針・ポリシーを示すことが重要であると考えます。エネル
ギーの地産地消を重視するのか、あるいは広域的なエネルギー連携を含めて安定供給と脱炭素化を図るの
かといった基本的な考え方は、今後の施策の方向性や優先順位、市民や事業者の理解にも大きく影響しま
す。ついては、再生可能エネルギーの調達・利用に関する将来像について、市としての考え方が分かるよ
う、計画中に記載を追加してください。

　令和５年度（2023年度）における市域全体の再生可能エネルギー導入ポテンシャルは4,638,608MWhと
なっており、これは市域での電気使用量1,828,897MWhの約2.5倍となります。本計画では、まず、徹底し
た省エネに取り組み、エネルギー需要量を減らした上で、市域の電気使用量を市内の再生可能エネルギー
によって賄うことを目指します。しかし、電力を取り巻く制度や環境は刻々と変化しているため、現時点
で市外で発電された再生可能エネルギーの利用を否定するものではないと考えているため、本計画への明
確な方針の記載はしません。

6 － 15 １１ページの後ろ：
記述の大幅な追加（新たな項の追加）を求めます。本計画案には、現行の第三次計画における「1-5 つく
ば市の地域特性」に相当する項目が見当たりません。つくば市の特性や現状を整理して示すことは、計画
全体を理解するうえで不可欠であり、なぜ本市において追加的な削減努力が必要となるのかを市民が納得
するための重要な前提条件であると考えます。例えば、人口や都市機能の増加は、BAU（成り行きケー
ス）での排出量増加につながり、その結果として「本市の取組による追加の削減量」を必要とする大きな
要因となっていると考えられます。こうした構造的な背景を明確に説明することで、計画の必要性や妥当
性がより理解しやすくなります。また、現在の構成では、コラム4の内容が唐突に感じられますが、「つ
くば市の地域特性」やそれに相当する項の中で位置づけて記載すれば、文脈上も自然に理解できると考え
ます。さらに、「1-3 つくば市の主な動向」に記載されている「導入ポテンシャル」についても、本来は
本市の地域特性や条件を説明する項目の中で整理されるべき内容であると思われます。以上を踏まえ、つ
くば市の地域特性、現状、構造的課題等を体系的に整理した項目を新たに設け、本計画における位置づけ
や施策との関係が分かるよう、記述の大幅な追加を求めます。

　御意見を踏まえ、市の特性について追記します。

6 － 16 １３ページ：
記述の加筆修正を求めます。「2-4 つくば市の目指す姿」において示されている①～④の記載は、簡潔す
ぎるため、市民にとっては用語の意味が分かりにくく、将来のつくば市の姿を具体的にイメージすること
が困難であると感じます。現状では、抽象的な言葉が並んでいる印象が強く、「どのようなまちを目指し
ているのか」「その中で市民はどのような生活を送るのか」といった点が十分に伝わってきません。一方
で、9ページに掲載されている表「気候市民会議提言ロードマップにおけるテーマ別のつくば市像」は、
具体性があり、現在の①～④の記載よりも、はるかに分かりやすい表現になっていると感じます。この程
度の分かりやすさを持つ表現や整理の仕方を、「2-4 つくば市の目指す姿」にも取り入れていただきたい
と思います。また、将来像を視覚的に理解できるよう、図やイラスト等を用いることも有効ではないで
しょうか。第5章の施策案を読むことで、将来像がある程度は推測できますが、本計画の構成を踏まえる
と、まず「2-4」において将来のつくば市像を明確に描き、そのうえで第5章において、それを実現・達成
するための具体的な施策が示される構成とするのが、本来あるべき姿であると考えます。市民が計画の全
体像を理解し、自分事として受け止めるためにも、「つくば市の目指す姿」について、より丁寧で分かり
やすい説明となるよう、加筆修正を強く求めます。

　御意見を踏まえ、市民・事業者・市などが主体的に行動してくことが分かるよう、「目指すまちの姿」
の具体的なイメージを追記します。

6 － 17 １７～２０ページ、あるいは資料編：
記述の追加を求めます。本計画における目標について、より具体的で詳細な値を記載することを求めま
す。コラム７およびコラム３には、それぞれ施策別の数値目標、部門別の数値目標が示されていますが、
これらの表は、縦方向に各施策、横方向に部門別の区分をとった一覧表を基に作成されているものと考え
られます。ついては、その基となる表について、可能な限り全ての要素について目標値を示してくださ
い。すべての項目について直ちに数値を示すことが難しい場合があることは理解しますが、少なくとも現
時点で把握可能な範囲については明示することが必要であると考えます。また、これらの各要素につい
て、毎年度、直近の削減量や進捗状況をモニタリングし、報告し、計画を見直していくPDCAサイクルを確
実に回すことが不可欠です。そのため、6-2に示されている推進体制の図における「報告」の内容とし
て、これらの指標に基づく進捗報告を明確に位置づけてください。本来、このような施策別・部門別の要
素ごとの数値こそが、計画の達成度を客観的に評価するための指標となるべきものではないでしょうか。
なお、仮にこれらの要素について現時点では十分な見積もりが行われておらず、今年度中の計画策定作業
には間に合わないということであれば、来年度に改めて見積もりを行い、計画に追加することを求めま
す。その場合には現時点の版としては、コラム7およびコラム3に示されている数値目標が、どのような前
提や計算に基づいて作成されたものなのかについて、市民が理解できるよう、資料編等において根拠を詳
しく記載してください。

　各施策・部門別の指標の重要性については認識しています。しかし、削減見込み量は多様な前提条件に
基づく推計値であり、その推計値の詳細自体を掲載することは、想定条件の設定加減の議論を生み、混乱
を招く可能性があるため、本計画には記載しません。
　なお、部門別の推計方法については、資料編に記載しています。
　計画の進捗管理については、各施策で設定する指標で実施することを基本とする予定です。各部門から
の温室効果ガス排出量の評価については、施策の推進と併せて、注視していきます。
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6 － 18 １７～２０ページ：
記述の加筆修正を求めます。本計画案では、「だれが」「いつまでに」「どのような手段で」目標を達成
するのかが明確に示されていません。この点は、計画の実効性を大きく損なう重大な課題であると考えま
す。取組の主体が市民、事業者、教育機関など多岐にわたることは理解しますが、いずれの場合であって
も、計画全体をリードし、方向性を示し、必要な働きかけを行う役割は行政にあるはずです。しかし、本
計画案からは、そのような行政の主体的な関与や推進の姿勢が十分に読み取れません。例えば、学校、オ
フィス、家庭、データセンターといった主要な分野ごとに、[1] いつまでに [2] 何を [3] どの程度実施
するのか、を可能な限り具体的に示し、それに対して行政がどのような働きかけや支援、制度設計を行う
のかを明記することが重要であると考えます。現状の計画案は、一見すると整理され、整合性が取れてい
るように見えますが、具体性に欠けるため、目標が達成されなくても責任の所在が不明確なままとなり、
結果として実行力を伴わない計画になってしまうおそれがあります。市民や事業者が本気で行動するため
には、行政が先頭に立ち、役割分担、期限、進捗管理の方法を明確に示すことが不可欠です。その点につ
いて、計画全体の記述を加筆修正し、実行段階を見据えた内容とすることを強く求めます。

　本計画は、計画期間を令和12年度（2030年度）までとする、市域の地球温暖化対策を取りまとめた計画
であり、市民や事業者への働きかけも重要と認識しています。
　御意見を踏まえ、各施策について「市民・事業者のみなさまにお願いしたいこと」、各施策の進捗管理
指標について現時点での最新値及び2030年度目標値を追記します。※施策により、定性的な指標のため、
数値化が困難なものがあります。

6 － 19 １７～３８ページ：
記述の追加を求めます。本計画案では、自転車利用や電気自動車への転換を促す方向性が示されています
が、それらを市民が実際に選択・実行するための前提条件となるインフラ整備についての記述が不十分で
す。例えば、自転車利用を拡大するためには、安全に走行できる自転車レーンの整備や交差点構造の改善
など、道路インフラの計画的な整備が不可欠です。また、電気自動車への転換を進めるためには、公共施
設や集合住宅、商業施設等における充電設備の整備が前提となります。これらの整備には予算上の制約が
あることは理解しますが、だからこそ、「いつまでに」「どの程度の規模で」「どのような場所を優先し
て」インフラ整備を行うのかを、可能な範囲で具体的に示すことが重要であると考えます。インフラ整備
の見通しが示されないまま行動変容のみを求められても、市民にとっては実行可能性を判断することがで
きず、結果として計画への理解や協力を得ることは難しくなります。市民が安心して移行を進められるよ
う、交通分野におけるインフラ整備の方針、整備量の目安、実施時期について記述を追加することを求め
ます。

　自動車の脱炭素化の促進や自転車利用の推進に当たり、インフラ側の整備の必要性は、認識していま
す。
　本計画では、これらの施策を「方針２　脱炭素モビリティの普及促進」で位置付けており、気候市民会
議市民会議提言ロードマップの取組として進めていく中で、具体的なスケジュール、目標等についても検
討していきます。本計画では、施策としての記載のみとし、詳細までは記載しない方向とします。

6 － 20 ２０ページ：
コメントです。本計画では、特定排出事業者に対し、目標に沿った温暖化対策の実施に取り組むことを求
めていますが、特定排出事業者のみの努力によって削減目標を達成することには限界がある可能性があり
ます。また、特定排出事業者の中には、高度な技術力、研究開発力、人材、データ等を有し、本来であれ
ばつくば市の大きな強みとなり得る主体も少なくありません。しかし、現行の記述からは、そうした潜在
的な強みを活かす視点よりも、排出源としての側面のみが強調され、結果として「負担を求める対象」と
して扱われている印象を受けます。地球温暖化対策は、個々の事業者に責任を押し付けるだけではなく、
地域全体で課題を共有し、知見や資源を持ち寄って解決していく取り組みが不可欠であると考えます。特
定排出事業者の技術やアイデアを、地域全体の脱炭素化に活かすという視点を、計画の中でより明確に位
置付ける必要があるのではないでしょうか。ついては、特定排出事業者に目標に沿った取り組みを求める
ことの重要性を踏まえたうえで、コラム４において、地域との協力・連携の必要性や、地域として責任を
共有しながら温暖化対策を進めていく姿勢についても記載することを求めます。

　つくば市では、特定排出者による温室効果ガスの排出量が、市全体の排出量の４割程度を占めているこ
とを踏まえ、特定排出者への削減抑制の協力要請や連携体制を構築していくことが重要と認識していま
す。
　御意見を踏まえ、特定排出者との脱炭素化に向けた連携強化について、コラム「特定排出者の取り扱
い」の内容を追記します。

6 － 21 ２１～３８ページ：
施策全体について、見直しおよび記述の修正を求めます。現計画案に示されている各施策は、全体として
表現が極めてあいまいであり、具体的に「何が」「どの程度」「どのように進むのか」が読み取れませ
ん。例えば、建物への太陽光発電設備の導入についても、「促進する」「推進する」といった表現にとど
まっており、新築・既存建築物の別や、義務化・誘導・補助制度など、どのような手段で進めるのかが明
示されていません。義務化を検討するのか、補助金等のインセンティブを用いて実質的に導入を求めるの
かなど、市としての明確な姿勢と方向性を示す必要があります。市民に対しては、法的拘束力のある表現
を用いることが難しい面があることは理解しています。しかし、それを理由に、市の施策が「市ができる
こと」だけに偏り、市民に対する明確なメッセージや期待される行動が示されていない点は問題だと考え
ます。脱炭素社会の実現には、市民・事業者の行動変容が不可欠です。そのためには、「市は何をするの
か」だけでなく、「市民に何を求め、どのような行動を期待しているのか」を、はっきりと伝える必要が
あります。抽象的な努力目標やお願いベースの表現にとどまらず、可能な範囲で具体的な施策手段、対
象、実施時期、期待される行動を明示し、市民にとって行動につながる計画となるよう、施策全体の表現
を見直すことを求めます。

　地球温暖化対策は、市民、事業者、市などそれぞれが主体的に取り組む必要があります。
　御意見を踏まえ、市民・事業者に求めることについては、施策の中で追記します。
　また、各施策の手段や実施時期については、施策によって検討すべきものもあるため、取組を進めてい
く中で具体化していきます。

6 － 22 ２１～３８ページ：
記述の追加を求めます。本計画に示されている「つくば市の目指す姿（４つの将来像）」が、どのような
考え方や整理のもとで「６つの方針」に落とし込まれているのか、その対応関係が計画案からは読み取れ
ません。将来像は、本来、計画全体の最上位概念であり、それを実現するための具体的な方向性として方
針が位置付けられるべきものだと考えます。しかし現状では、将来像と方針の関係が説明されておらず、
両者が並列的に列挙されている印象を受けます。たとえば、各将来像がどの方針によって、どの側面から
実現されるのか、あるいは一つの将来像に複数の方針がどのように関与するのかといった整理が示されて
いません。このため、後続の施策が「どの将来像の実現に資するものなのか」を市民が理解することが困
難になっています。将来像と方針の対応関係について、文章による説明を加えるとともに、対応関係が一
目で分かる整理表や図を示すなど、計画の構造が明確に理解できるよう追記することを求めます。

　御意見を踏まえ、目指す姿の具体的なイメージについて新たに記載します。
　また、目指す姿と各方針の関係性が分かりやすくなるように、「５－１．計画の施策体系」において、
各方針と目指す姿の関連性を表内に追記します。
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6 － 23 ２１～３８ページ：
記述の追加を求めます。本計画に示されている各指標について、具体的な数値が記載されていません。指
標の値は今後、毎年度の進捗や社会状況の変化に応じて見直されるものだとは理解しますが、現時点で基
準となる値や水準が示されていないため、達成状況や進捗をどのように評価するのかが全く分かりませ
ん。少なくとも、策定時点における現状値、あるいは概数で構いませんので、各指標のおおよその水準を
明記してください。基準値が示されていなければ、将来的な増減や改善の度合いを判断することができ
ず、計画の実効性や検証可能性が著しく低下すると考えます。

　御意見を踏まえ、各施策の進捗管理指標について、現時点での最新値及び2030年度目標値を追記しま
す。※施策により、定性的な指標のため、数値化が困難なものがあります。

6 － 24 ２２ページ：
計画の追加を求めます。本市が取り組んでいる「脱炭素先行地域」について、その内容や進捗、成果等を
市民に分かりやすく情報公開することを、本計画の中に位置付けてください。具体的には、国からどの程
度の財政支援を受け、どのような事業を実施したのかについて、事業関係者のみが理解できる専門的な記
述にとどめるのではなく、図やイラスト等も用いて、市民が直感的に理解できる形で示すことが重要だと
考えます。あわせて、実施によって達成できたことだけでなく、想定どおりに進まなかった点や課題につ
いても整理し、公表することを求めます。成功事例と課題の両方を明らかにすることが、今後の施策改善
や市民の理解・納得につながると考えるためです。脱炭素先行地域で得られた知見や経験は、今後、市内
の他地域において脱炭素化を進めていくうえで極めて有用な情報となるはずです。そのため、先行地域で
の取り組みを「個別事業」として完結させるのではなく、市全体に展開していくための共有財産として位
置付けることを、計画の中で明確に示してください。

　脱炭素先行地域の趣旨を鑑み、取組を横展開するに当たって、市民に取組内容を知っていただくこと
は、脱炭素化の加速といった側面でも有意義であると考えています。
　脱炭素先行地域の進捗状況については、毎年、国への進捗状況の報告、国からの評価・フォローアップ
を受けており、進捗状況報告書等は国のホームページでも公表されています。
　御意見いただいた、脱炭素先行地域に関する内容・進捗状況等の情報公開については、脱炭素先行地域
のみならず地球温暖化対策に関して幅広く情報発信することが必要と考えていますが、施策１－２の具体
的事項となるため、計画全体のボリューム感も踏まえ、本計画への記載は割愛します。

6 － 25 ３６ページ：
記述の修正を求めます。３６ページの表に示されている６－３の内容について、評価の対象が「つくば市
内の事業者・研究機関全体」を指しているのか、それとも「個々の企業・研究機関」を対象としているの
かが、この記述からは判然としません。もし後者である場合、各レベルに該当する企業・研究機関の数や
割合が指標となるのか、あるいは別の評価方法を想定しているのかを明確に示す必要があると考えます。
一方、前者である場合も、全体としてどのような状態になれば目標を達成したと判断するのか、その判断
基準が読み取れません。評価の単位や指標が不明確なままでは、進捗の把握や成果の検証ができず、計画
の実効性を担保することが困難になります。６－３における評価対象、評価単位、指標の考え方につい
て、誰が読んでも理解できるよう、表現を整理し、必要に応じて補足説明を加えることを求めます。

　御指摘の評価対象は、「市内の事業者・研究機関等」全体を指しています。施策の達成状況評価は、気
候市民会議提言ロードマップにおける「見える化に取り組む企業や研究機関に関する施策」の進捗度合い
を指標として設定しています。個々の詳細な評価基準については、気候市民会議提言ロードマップに基づ
く施策を進めていく中で整理し、毎年度の施策の進捗結果を公表することで、計画の透明性を確保しま
す。

6 － 26 ３９ページ：
記述の追加を求めます。方針６では、市民・事業者と連携して取り組むことが掲げられていますが、計画
案からは、市が具体的にどのような連携を行ったのか、またその内容をどのように検証・共有するのかが
読み取れません。市民や事業者との連携は、本計画の実効性を左右する重要な要素であり、実施状況を定
期的に可視化し、検証する仕組みが不可欠であると考えます。ついては、６－２に示されている進行管理
の図に基づき、環境審議会への報告において、市が当該年度に実施した市民・事業者との連携内容（協働
事業、意見交換の場、共同実証等）を毎年報告することを、本計画に明記してください。あわせて、連携
の成果や課題についても整理し、次年度以降の施策にどのように反映させるのかが分かる形で示すことを
求めます。

　本計画の推進に当たって、市民や事業者との連携・協働は、重要であると認識しています。
　進捗管理においては、各施策で設定した進捗管理指標をベースとして行っていく予定ですが、審議会等
で御意見いただく際の内容については計画推進の過程で変更もあり得るべきこととであるため、個別具体
的な現計画への記載はしません。

6 － 27 ３９ページ：
記述の追加を求めます。気候市民会議ロードマップでは、市域の協議会を組成・運営し、当該協議会と連
携しながら、市民や事業者に具体的なアクションを促していくことが示されています。しかし、本計画案
においては、この市域の協議会の位置付けや役割が十分に明確に示されていません。ついては、市域の協
議会を、本計画に基づく推進体制の一部として明確に位置付け、６－２に示されている進行管理・組織体
制の図において、組織図の最下層に当該協議会を明記してください。また、市域の協議会と連携して実施
した市民・事業者へのアクションの内容や実施状況については、６－２に基づく環境審議会への報告事項
として位置付け、毎年度報告することを、本計画の中に明記することを求めます。

　御意見いただいた協議会につきましては、気候市民会議提言ロードマップの施策の一つで想定している
ものであり、主に事業者のゼロカーボンを推進することを目的としております。現時点では、本計画にお
ける進捗管理のための協議会とは違う役割を想定しているため、本計画に記載しません。

6 － 28 全体：
ここまでの全体を総括するコメントです。以上のとおり、本計画案については、内容の充実や表現の明確
化、評価・報告の仕組みの整備など、多くの点で修正・追加が必要であると考えます。特に、市民や事業
者との連携、数値目標や指標の設定、進捗の可視化、第三次計画からの改善点の明示などは、計画の実効
性を左右する重要な要素です。本計画は、「勝負の10年」の後半5年間を担う、極めて重要な計画です。
形式的に整った文書であることよりも、実際に行動につながり、検証され、改善されていく計画であるこ
とが何よりも重要だと考えます。今年度中の策定作業の制約により、十分な検討や整理が困難な事項があ
る場合には、来年度以降に改めて検討・追加することを前提とし、必要な内容を先送りにしない姿勢を明
確に示してください。本計画が、市民にとって理解しやすく、主体的な行動を促し、つくば市としての責
任と覚悟が伝わる計画となるよう、これらの意見を踏まえた丁寧な見直しと改善を強く求めます。

　市民の主体的な行動を促すことができる分かりやすい計画は、その実効性を高めるために必要です。
　御意見を踏まえ、数値目標の設定や進捗の可視化等、計画の質を高めるために修正します。また、計画
改定後も、必要に応じて適宜内容を見直すことも検討していきます。

7 － 1 １）全体に関しての感想と意見
①　本計画案はボリュームが多すぎる。
実施対象に市民が入っているからには分かりやすく簡単な計画であって欲しい。

　御意見を踏まえ、計画の分かりやすさに留意しつつ可能な範囲で分量を減らし、足りない部分は資料編
で補います。

7 － 2 ②2013年から進められた第3次計画までの実施結果がどうなったかの記載がない。第4次計画への繋がりが
不明。

　御意見を踏まえ、前計画の施策・取組の実績について、資料編に整理・追記します。
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7 － 3 ③市民がこの計画に参加する理由を分かりやすく説明しておく必要がある。無意識の中で温暖化を進めた
当事者としての責任を自覚してもらうことが必要である。

　市民が地球温暖化の歴史的背景を知ることは、地球温暖化を自分ごととしてとらえる上で必要な視点で
あると認識しています。
　御意見を踏まえ、地球温暖化の要因、影響、対策のつながりが分かるような図を追記します。

7 － 4 ④文章が多すぎる。図表、グラフ等を組み合わせて目で見て分かるように工夫をお願いしたい。せめて文
章が必要であれば箇条書き程度にする。

　御意見を踏まえ、図表やグラフを組み合わせて、分かりやすい表記で作成します。

7 － 5 ⑤実行計画となる項目については目標を数値化して示すこと。言葉だけでは次の計画に繋がらない。数値
化が困難な場合は代用特性を考える。
例えば車の排出ガスを減らす場合は車の台数よりも、市内のガソリンスタンドから販売量を提出してもら
う。

　御意見を踏まえ、各施策の進捗管理指標について、現時点での最新値及び2030年度目標値を追記しま
す。※施策により、定性的な指標のため、数値化が困難なものがあります。

7 － 6 ２）家庭部門に対しての働きかけ提案
①各家庭にエネルギー使用実績を記載するグラフ用紙の配布。
下記項目の推移を自分で見ることで、考える市民が増えるのではないかと思う。
・当月の電気使用量の推移
・ガス使用量の推移
・上下水量の推移
・使用している車の燃料消費量

目的はグラフ化することで変化が分かり、理由を見出し今後の対応を考えてもらう。
一時的な対応、恒久的な対応を考えてもらうと、省エネに繋がると思う。

　エネルギー使用量の見える化は、これまで排出実績を見直すきっかけを作り、温室効果ガス排出量の削
減に繋がるものであると認識しています。御意見は、今後の施策推進・検討の参考とします。

8 － 1 1.P22 「第5章 施策の推進」
5-1.計画の施策体系
方針1 まち・建物の脱炭素化
市域の温室効果ガス排出量を削減するために、家庭や事業所、公共施設における省エネ化や電化等を推進
することで、市域の排出量の大部分を占める建物由来の排出量の削減を目指します。
市は、公共施設の脱炭素化を進めるとともに、脱炭素先行地域づくり事業における取組を市域全体の脱炭
素化に向けたモデル事業として位置付け、その成果を広く展開し、脱炭素のまちづくりを推進します。
市民及び事業者は、脱炭素化の必要性を理解し、家庭や事業所等の省エネ化や電化等に取り組みます。

【意 見】本方針に賛同します。そのうえで、以下の内容を追記することをご提案します。
○方針で推進する施策
1-1 建物の省エネ・電化等の促進
・市民・事業所の省エネ行動の促進
市民による省エネの促進を進め、省エネ効果のモニタリングとその効果の周知を行い、市民・事業者の省
エネ行動のさらなる促進を図ります。
・市民・事業所の省エネ化・電化等の促進
市民や事業者の省エネ設備の導入や電化等に向けた設備更新、既存住宅・建物の断熱改修等の支援や周知
を行い、建物の省エネ・電化、改修の促進を図ります。
【理 由】「つくば市クリーンエネルギー機器設置事業補助金」に伴い省エネルギー化及びエネルギーの
地産地消が促進され、確実に広がっています。また、家庭用燃料電池システム(エネファーム)では、高い
環境性能に加えレジリエンス機能が搭載され停電時でも電気とお湯の使用が可能です。

　エネファームは、発電と熱利用を同時に行うこと、また、発電所から送電される電力を使用する場合と
比べ送電ロスがないことなどから、エネルギー効率が高く、環境によい設備です。ガスを使用するため、
CO2排出量が０とはなりませんが、将来的には、メタネーション等の技術革新により、脱炭素に大きく資
する可能性があるものと考えています。
　エネルギーの脱炭素化がしやすいという点で「電化」という記載としておりましたが、御意見を踏ま
え、本計画期間である2030年度に向けては、エネルギー低炭素化という点も含め、「電化等」という記載
に修正します。

8 － 2 2.P28「第5章 施策の推進」
5-1　計画の施策体系
方針3　脱炭素型ライフスタイルヘの転換
脱炭素社会の実現に向けて、地球温暖化対策への理解を醸成し、脱炭素型ライフスタイルヘの転換を目指
します。
市は、市民や事業者向けに、環境学習や普及啓発を推進することで地球温暖化対策への理解醸成に取り組
みます。
市民及び事業者は、脱炭素型ライフスタイルヘの転換に向けて行動します。

3-1 市民の行動変容に向けた環境学習・普及啓発の推進
市民の行動変容に向けた環境学習・普及啓発のインフラ整備
・市民が参加するセミナーやイベントの開催、学校での「つくばスタイル科」や「環境IEC運動」等の人
材を育む教育プログラムの推進など、市民の行動変容を進めます。

【意見】本方針に賛同します。
【理由】御市独自の次世代教育カリキュラム「つくばスタイル科」の実践により、子どもたちの環境やエ
ネルギー、持続可能性を大切にする実践的な姿勢の育成や環境に関する体験的な活動の充実化が図れてい
ると考えます。
現在、御市と東京ガスは、協働で環境教育事業「エコ・クッキング」を実施しています。当該事業は、み
らいを担う子どもたちに環境教育を通じて食生活における環境負荷低減の重要性を伝えると共に、家庭に
もその意識を広げることを目的としています。この様な活動を通じて、環境意識の醸成や行動変容が着実
に進むと考えています。

　省エネ改修や再エネ導入等のハード面の取組だけでなく、環境学習や普及啓発の推進は、市民の環境意
識の醸成のために必要と考えます。市としては、市民・事業者と連携しながら、施策を推進します。
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8 － 3 3.P30 「再生可能エネルギーの導入促進と活用」
【意 見】本方針に賛同します。そのうえで、以下の内容を追記することをご提案します。
温室効果ガスの削減のため、市域での再生可能エネルギー(環境価値付きエネルギーを含む)の導入促進・
拡大と地域での利用を目指します。
市は、新築建物への太陽光発電などの導入促進とあわせ、既存建物への再生可能エネルギー(環境価値付
きエネルギーを含む)の導入支援を推進します。また、地域ごとの特性に応じて再生可能エネルギー(環境
価値付きエネルギーを含む)の導入を進めるため、適正なエリアヘの再生可能エネルギーの設置誘導及
び、環境価値付きエネルギーの導入を促進します。
市民及び事業者は、建物への再生可能エネルギー(環境価値付きエネルギーを含む)の導入と利用や、エネ
ルギーマネジメントシステムの導入に取り組みます。
○方針で推進する施策
4-1 再エネの導入促進
・市民や事業者の再エネ導入(環境価値付きエネルギーを含む)の促進
市民や事業者の再エネ導入(環境価値付きエネルギーを含む)を支援するため、蓄電池等の導入に対する補
助を行います。
・再エネ(環境価値付きエネルギーを含む)の導入を促進する仕組みの検討
市内の再エネ導入(環境価値付きエネルギーを含む)を促進するための施策等を検討します。
・再エネ(環境価値付きエネルギーを含む)の導入を適正に誘導する仕組みの検討
市内の再エネ導入(環境価値付きエネルギーを含む)を適正に誘導するための施策等を検討します。

【理 由】再生可能エネルギーの導入は、地球温暖化対策やエネルギーの安定供給に不可欠であり、国や
御市が掲げる脱炭素社会の実現に重要な要素となります。特に、環境価値付きエネルギーを含む再生可能
エネルギーの活用は、温室効果ガスの削減に加え、地域内でのエネルギー循環や経済活性化にも寄与する
ものと考えます。
また、環境価値付きエネルギーは、再生可能エネルギーの導入を補完し、脱炭素化を加速するために不可
欠です。現状では、再エネ設備の設置には初期投資や設置スペースなどの制約があり、すべての需要を再
生可能エネルギーで補うことは困難です。そのため、既存の電気やガスに環境価値を付与する形で環境価
値付きエネルギーを活用することで、温室効果ガス排出量を実質的に削減できるものと考えます。

　電力やガスの使用に由来する温室効果ガス排出量の証書等によるオフセットが、社会全体として実際に
どれだけの温室効果ガス排出量削減につながっているかということは、把握が難しいものであると考えま
す。
　「環境価値付きエネルギー」という用語は、専門的であることから、本計画には記載せず、今後の計画
推進のＰＤＣＡサイクルの中で、証書によるオフセットがどのくらい認められるか注視しながら、今後の
検討事項とします。

9 － 1 p10…再エネ導入ポテンシャルの棒グラフの方もエネルギー別に数値を記載した方がいいのではないか。
エネルギー別にすることで、建物系の太陽光発電のみでエネルギー消費量を補うことができるかどうかが
一目で分かる。
細かい部分では、文中だとエネルギー「使用量」となっているが、棒グラフではエネルギー「消費量」と
なっている。また、再エネ導入ポテンシャルの中に導入量は含まれているのかどうかが分からない。

　御意見を踏まえ、再エネ導入ポテンシャルの棒グラフに、エネルギー別の数値を追記します。「エネル
ギー消費量」「エネルギー使用量」を「電気使用量」に統一します。
　また、再エネ導入ポテンシャルの中に再エネ導入量は含まれていないことを、注釈として追記します。

9 － 2 p26,27…方針で推進する施策2-1で「市民・事業者の脱炭素自動車への入替を促進」とあるが、補助金を
出すのか、意識の涵養を図るだけなのか、どのように促進するのか記載してほしい。
また、様々なインフラ整備について触れられているが、どの程度のコストを見込んでいるのか（、できれ
ば整備による温室効果ガス排出量がどの程度になるのかも）記載が必要ではないか。

　御意見をいただいたとおり、脱炭素自動車への入れ替え促進の手立ては、様々考えられるため、施策の
推進に当たっては、国・県等の補助制度の動向や社会情勢も都度踏まえながら、その方法を検討し、実行
していきます。そのため、促進方法の断定的な記載は、しない方向とします。
　また、次世代自動車やそれに関連する充電インフラ等は、技術革新のスピードが非常に速いため、現時
点で手法やコストを計画内に明記することは、難しいと考えます。

9 － 3 p30…ZEHのためには創エネだけでなく蓄電池が欠かせないため、蓄電池の記載があることは評価する。
エネルギーマネジメントシステムとは何を指すのか。解説が必要ではないか。

　エネルギーマネジメントシステムに関する説明を、資料編の用語解説に記載しています。

9 － 4 p38…様々な取り組みとその結果どの程度CO2が削減可能か記されているが、これはどれくらいの期間での
削減効果なのかが分からない。

　御意見を踏まえ、年間当たりの削減効果であることが分かるよう、単位を修正します。

9 － 5 全体的に…各主体にどのような責任があり、各施策に対して具体的にどのように取り組めばいいのかもう
少し具体的に記してほしい。

　御意見を踏まえ、各施策において市民、事業者にお願いしたい事項を追記しました。
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